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１．指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に関する事項 

（基準条例） 

「北九州市介護サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例」 

                  （平成 24 年 12 月 19 日北九州市条例第 51 号） 

 

（指定基準） 

①「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」 

（平成 18 年厚労省令第 34 号） 

②「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」 

（平成 18 年３月 31 日老計発第 0331004 号・老振発第 0331004 号・老老発第 0331017 号） 

 

（介護報酬基準） 

①「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」 

（平成 18 年厚労省告示第 126 号） 

②「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護

予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項につい

て」  

（平成 18 年３月 31 日老計発第 0331005 号・老振発第第 0331005 号・老老発第 0331018 号） 

 

 

（１）基本方針 

  ユニット型 

ユニット型地域密着型介護老人福祉施設は、入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、

地域密着型施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭において、

入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユ

ニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援し

なければならない。 

  ユニット型以外 

地域密着型介護老人福祉施設は、地域密着型施設サービス計画に基づき、可能な限り、

居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助

、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の

世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで

きるようにすることを目指すものでなければならない。 

「地域密着型介護老人福祉施設の形態」 

・単独の小規模の介護老人福祉施設 

・本体施設のあるサテライト型居住施設 

・居宅サービス事業所や地域密着型サービス事業所と併設された小規模の介護老人福祉

施設 

「サテライト型居住施設」 

本体施設と密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される地域密着型

介護老人福祉施設をいう。 

「本体施設」 
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サテライト型居住施設と同じ法人により設置され、当該施設に対する支援機能を有す

る介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設（ただし、サテライト型居住施設で

ある地域密着型介護老人福祉施設を除く）、介護老人保健施設、介護医療院又は病院若

しくは診療所をいう。 

 

 

（２）人員に関する基準 

① 医師 

ア 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 

イ サテライト型居住施設の医師については、本体施設の医師により当該サテライト型居

住施設の入所者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないこと

ができる。 

ウ 医師の数は、サテライト型居住施設の本体施設である地域密着型介護老人福祉施設で

あって、当該サテライト型居住施設に医師を置かない場合にあっては、地域密着型介護

老人福祉施設の入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎

として算出しなければならない。 

 

② 生活相談員 

  常勤１以上。 

ア 生活相談員については、原則として常勤の者であること。ただし、１人を超えて配置

されている生活相談員が、時間帯を明確に区分した上で当該施設を運営する法人内の他

の職務に従事する場合にあっては、この限りではない。 

イ 生活相談員の資格要件としては、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（

平成 11 年厚生省令第 46 号）第５条第２項に定める生活相談員の資格（社会福祉主事任

用資格またはこれと同等以上の能力を有する者）による。 

 

 

 

 

ウ サテライト型居住施設（本体施設が介護老人福祉施設又は地域密着型介護老人福祉施

設又は介護老人保健施設の場合に限る。）の生活相談員については、常勤換算方法で１以

上の基準を満たしていれば非常勤の者であっても差し支えない。また、本体施設（介護

老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人保健施設に限る。）の生活相談

員もしくは支援相談員によるサービス提供が、本体施設及びサテライト型居住施設の入

所者に適切に行われると認められるときはサテライト型居住施設の生活相談員を置かな

いことができる。 

 

③ 介護職員又は看護職員（看護師又は准看護師） 

ア 介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が３又はその端数を増

すごとに１以上。 

イ 介護職員のうち、１以上は常勤。 

ウ 看護職員は１以上。そのうち、１以上は常勤。ただし、サテライト型居住施設は、常

「これと同等以上の能力を有する者」 

次のいずれにも該当する者 

ａ 社会福祉施設等で３年以上勤務し又は勤務したことのある者 

ｂ 相談援助業務に１年以上従事している又は従事した経験がある者 
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勤換算方法で１以上 

＊ サテライト型居住施設の場合は、非常勤の者でもよい。 

 

④ 栄養士又は管理栄養士 

    １以上。 

＊  他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連携を図ることにより当該施設の

効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないとき

は、栄養士又は管理栄養士を置かないことができる。 

「他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連携を図ることにより当該指定

地域密着型指定介護老人福祉施設の効果的な運営を期待することができる場合であっ

て、入所の処遇に支障がないとき」とは、隣接の他の社会福祉施設や病院等の栄養士

又は管理栄養士との兼務や地域の栄養指導員（健康増進法（平成 14 年法律第 103 号）

第 19 条に規定する栄養指導員をいう。）との連携を図ることにより、適切な栄養管理

が行われている場合であること。 

＊ サテライト型居住施設の栄養士又は管理栄養士については、本体施設（介護老人福祉

施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院又は病床数 100

以上の病院に限る。）の栄養士又は管理栄養士によるサービス提供が、本体施設の入所

者又は入院患者及びサテライト型居住施設の入所者に適切に行われると認められると

きは、これを置かないことができる。 

 

⑤ 機能訓練指導員 

 １以上。 

＊ サテライト型居住施設の機能訓練指導員については、本体施設（介護老人福祉施設、

地域密着型介護老人福祉施設、又は介護老人保健施設に限る。）の機能訓練指導員又は

理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士によるサービス提供が、本体施設及びサ

テライト型居住施設の入所者に適切に行われると認められるときは、これを置かない

ことができる。 

ア 日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行う

能力を有すると認められる者であること。 

＊ 「訓練を行う能力を有すると認められる者」とは、理学療法士、作業療法士、言語

聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師の資格を有する者とする｡ 

＊ 入所者の日常生活やレクリエーション、行事等を通じて行う機能訓練指導について

は、当該施設の生活相談員又は介護職員が兼務して行っても差し支えない。 

イ 当該施設の他の職務に従事することができる。 

 

⑥ 介護支援専門員 

 常勤専従１以上。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、当該施設の他の職務に従

事することができる。 

＊ 他の職務に従事する場合、介護支援専門員の配置基準を満たすこととなると同時に、

兼務を行う他の職務に係る常勤換算上も、当該介護支援専門員の勤務時間の全体を当

該他の職務に係る勤務時間として算入できる。 

＊ 居宅介護支援事業者の介護支援専門員との兼務は認められないが、増員に係る非常勤
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の介護支援専門員については、この限りではない。 

＊  サテライト型居住施設の介護支援専門員については、本体施設（介護老人福祉施設、

地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院又は介護療養型医療施

設に限る。）の介護支援専門員によるサービス提供が、本体施設の入所者又は入院患者

及びサテライト型居住施設の入所者に適切に行われると認められるときは、これを置

かないことができる。 

＊ 介護支援専門員の数は、サテライト型居住施設の本体施設である地域密着型介護老人

福祉施設であって、当該サテライト型居住施設に介護支援専門員を置かない場合にあ

っては、地域密着型介護老人福祉施設の入所者の数及び当該サテライト型居住施設の

入所者の数の合計数を基礎として算出しなければならない。この場合にあって介護支

援専門員の数は、１以上（入所者の数が 100 又はその端数を増すごとに１を標準とす

る。）とする。 

 

⑦ 従業者の専従 

従業者は、専ら地域密着型介護老人福祉施設の職務に従事する者でなければならない。

ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。 

 

⑧ 人員基準の緩和 

地域密着型介護老人福祉施設に他の事業所が併設される場合については、処遇等が適切

に行われる場合に限り、次のとおり人員基準の緩和を認めている。 

ア （介護予防）短期入所生活介護事業所に置かないことができる人員 

 医師、生活相談員、栄養士、機能訓練指導員 

イ （介護予防）通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所及び（介護予防）認知症対

応型通所介護事業所に置かないことができる人員 

生活相談員、機能訓練指導員 

ウ （介護予防）小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護支援事

業所と併設する地域密着型介護老人福祉施設に置かないことができる人員 

介護支援専門員 

 

⑨ 併設の短期入所生活介護事業所の入所定員 

地域密着型介護老人福祉施設に併設される（介護予防）短期入所生活介護事業所の入所

定員は、当該地域密着型介護老人福祉施設の入所定員と同数を上限とする。 

 

⑩ 小規模多機能型居宅介護事業所・看護小規模多機能型居宅介護事業所が併設される場合

の取扱い 

（介護予防）小規模多機能型居宅介護事業所・看護小規模多機能型居宅介護事業所（以

下「小規模多機能型居宅介護事業所等」という。）が併設される場合においては、地域密着

型介護老人福祉施設及び当該小規模多機能型居宅介護事業所等に人員に関する基準を満た

す従業者を置くときは、当該地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、当該小規模多機能

型居宅介護事業所等の職務に従事することができる。 

＊ 事業所内及び同一法人内の複数事業所間で兼務している場合は、辞令書（兼務発令）

等により、各事業所への配置、職種の位置づけを明確にすること。 
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「常勤換算方法」 

当該事業所の従業者の１週間の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が

１週間に勤務すべき時間数（32 時間を下回る場合は 32 時間を基本とする。）で除す

ることにより、当該事業所の従業員の員数を常勤の員数に換算する方法。 

なお、常勤の従業者の休暇や出張等の期間については、その期間が暦月で１月を超え

るものでない限り、常勤の従業者として勤務したものとして取り扱う。非常勤の従業

者の休暇や出張等の期間については、サービス提供に従事する時間とはいえないので、

勤務延時間数には含めない。 

 ただし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭

和 47 年法律第 113 号）第 13 条第１項に規定する措置（以下「母性健康管理措置」

という。）又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関す

る法律（平成３年法律第 76 号。以下「育児・介護休業法」という。）第 23 条第１

項、同条第３項又は同法第 24 条に規定する所定労働時間の短縮等の措置（以下「育

児及び介護のための所定労働時間の短縮等の措置」という。）が講じられている場

合、30 時間以上の勤務で、常勤換算方法での計算に当たり、常勤の従業者が勤務す

べき時間数を満たしたものとし、１として取り扱うことを可能とする。 

「常勤」 

当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者

が勤務すべき時間数（32 時間を下回る場合は 32 時間を基本とする。）に達している

ことをいうものである。 

ただし、母性健康管理措置又は育児及び介護のための所定労働時間の短縮等の措

置が講じられている者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として

整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を 30 時間として取り

扱うことを可能とする。 

 

 

（３）設備に関する基準 

ユニット型 

① ユニット 

ア 居室 

・ 一の居室の定員は、１人。ただし、夫婦で居室を利用する場合などサービスの提

供上必要と認められる場合は、２人とすることができる。 

・  一のユニットの入居定員は、原則としておおむね 10 人以下とし、15 人を超えな

いものとする。 

・ 一の居室の床面積等は、10.65 平方メートル以上とすること。ただし２人部屋の

場合にあっては、21.3 平方メートル以上とすること。 

・ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

イ 共同生活室 

・ いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で

日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。 

・ 一の共同生活室の床面積は、２平方メートルに当該ユニットの入居定員を乗じて

得た面積以上。 
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ウ 洗面設備 

居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

エ 便所 

・ 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

・ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

 

② 浴室 

 

③ 医務室 

医療法第１条の５第２項に規定する診療所とし、入所者を診療するために必要な医薬品

及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。ただし、本体施設

が介護老人福祉施設又は地域密着型介護老人福祉施設であるサテライト型居住施設につい

ては、医務室を必要とせず、必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床

検査設備を設けることで足りる。 

 

④ 廊下幅 

1.5 メートル以上。ただし、中廊下の幅は、1.8 メートル以上。なお、廊下の一部の幅を

拡張すること等により、円滑な往来に支障が生じないと認められるときは、これによらな

いことができる。 

 

⑤ 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 

「消火設備その他の非常災害に際して必要な設備」とは、消防法その他の法令等に規定

された設備を示しており、それらの設備を確実に設置すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 上記①～⑤の設備は、専ら当該ユニット地域密着型介護老人福祉施設の用に供すること。

ただし、入居者に対するサービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。 

＊ 便所等の面積又は数の定めのない設備については、それぞれの設備の持つ機能を十分に

発揮し得る適当な広さ又は数を確保するよう配慮すること。 

 

ユニット型以外 

① 居室 

一の居室の定員は１人。（経過措置及び市条例による独自基準あり。） 

＊ 入所者１人当たりの床面積は、10.65 平方メートル以上。 

＊ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

 

≪消防法施行令に基づく基準（抜粋）≫（改正法令：平成 27 年 4 月 1 日施行） 

 「防火管理者」の選任     → 収容人員 10 人以上（入所者＋介護従業者等） 

 「防火管理者」の資格     → 延べ面積に関係なく甲種 

 「消火器」の設置       → 全ての施設 

 「スプリンクラー設備」の設置 → 原則として全ての施設 

 「自動火災報知設備」の設置   → 全ての施設    

 「火災通報装置」の設置        → 全ての施設 
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②  静養室 

＊ 介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。 

 

③ 浴室 

 

④ 洗面設備 

＊ 居室のある階ごとに設けること。 

 

⑤ 便所 

＊ 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。 

＊ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

 

⑥ 医務室 

医療法第１条の５第２項に規定する診療所とし、入所者を診療するために必要な医薬品

及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。 

ただし、本体施設が介護老人福祉施設又は地域密着型介護老人福祉施設であるサテライ

ト型居住施設については医務室を必要とせず、必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、

必要に応じて臨床検査設備を設けることで足りる。 

 

⑦ 食堂及び機能訓練室 

それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、３平方メートル×入所者

定員以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保できると

きは、同一の場所とすることができる。 

 

⑧ 廊下幅 

1.5 メートル以上。ただし、中廊下の幅は、1.8 メートル以上。なお、廊下の一部の幅を

拡張すること等により、円滑な往来に支障が生じないと認められるときは、これによらな

いことができる。 

 

⑨ 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 

＊ 「消火設備その他の非常災害に際して必要な設備」とは、消防法その他の法令等に規

定された設備を示しており、それらの設備を確実に設置すること。 

＊  上記①～⑨の設備は、専ら当該地域密着型介護老人福祉施設の用に供すること。ただ

し､入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。 

＊ 便所等の面積又は数の定めのない設備については、それぞれの設備の持つ機能を十分

に発揮し得る適当な広さ又は数を確保するよう配慮すること。 

 

 

（４）運営に関する基準 

① 内容及び手続の説明及び同意 

ア 重要事項説明書には、「運営規程の概要」「従業者の勤務の体制」「事故発生時の

対応」「苦情処理の体制」「提供するサービスの第三者評価の実施状況（実施の有無
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、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況）」等を記載

すること。 

イ 利用申込者又はその家族へ文書を交付して説明し、書面による同意を得ること。 

 

② 提供拒否の禁止 

 

③ サービス提供困難時の対応 

 

④ 受給資格等の確認  

＊ 市内の被保険者が対象。 

 

⑤ 要介護認定の申請に係る援助 

 

⑥ 入退所 

ア 地域密着型介護老人福祉施設の入所対象者は、身体上又は精神上の著しい障害のため

に居宅で生活を継続することが、困難な要介護者。 

イ 入所者が退所して居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的

に検討すること。 

ウ 検討は、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等により行うこと。 

 

⑦ サービスの提供の記録 

ア 被保険者証に、入所に際しては入所の年月日並びに入所している介護保険施設の種類

及び名称を、退所に際しては退所の年月日を、記載すること。 

イ 提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。 

＊ サービスの提供日、提供した具体的なサービスの内容、入所者の心身の状況その他

必要な事項を記録すること。 

 

⑧ 利用料等の受領 

 

⑨ 保険給付の請求のための証明書の交付 

 

⑩ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針 

ア 当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を

除き、身体的拘束等を行わないこと。 

イ 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並び

に緊急やむを得ない理由を、身体的拘束等を行うごとに逐次記録すること。 

＊ 緊急やむを得ず例外的に行う場合は、３つの要件「切迫性」「非代替性」「一時性」

を満たす判断根拠を明確にし、家族等の同意書などを書面として残しておくこと。 

ウ 身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

ａ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用

して行うことができるものとする。）を３月に１回以上開催するとともに、その結

果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 
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（ⅰ） 「身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会」（以下「身体的

拘束適正化検討委員会」という。）とは、身体的拘束等の適正化のための対

策を検討する委員会であり、幅広い職種（例えば、施設長（管理者）、事務

長、医師、看護職員、介護職員、生活相談員）により構成する。構成メン

バーの責務及び役割分担を明確にするとともに、専任の身体的拘束等の適

正化対応策を担当する者を決めておくことが必要である。 

    なお、身体的拘束適正化検討委員会は、関係する職種、取り扱う事項等

が相互に関係が深いと認められる他の会議体を設置している場合、これと

一体的に設置・運営することとして差し支えない。身体的拘束適正化検討

委員会の責任者はケア全般の責任者であることが望ましい。 

また、身体的拘束適正化検討委員会には、第三者や専門家を活用するこ

とが望ましく、その方策として、精神科専門医等の専門医の活用等が考え

られる。 

（ⅱ）身体的拘束適正化検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介

護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生

労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守す

ること。 

（ⅲ）指定地域密着型介護老人福祉施設が、報告、改善のための方策を定め、周

知徹底する目的は、身体的拘束等の適正化について、施設全体で情報共有

し、今後の再発防止につなげるためのものであり、決して従業者の懲罰を

目的としたものではない。 

（ⅳ）具体的には、次のようなことを想定している。 

イ 身体的拘束等について報告するための様式を整備すること。 

ロ 介護職員その他の従業者は、身体的拘束等の発生ごとにその状況、背

景等を記録するとともに、イの様式に従い、身体的拘束等について報

告すること。 

ハ 身体的拘束適正化検討委員会において、ロにより報告された事例を集

計し、分析すること。 

ニ 事例の分析に当たっては、身体的拘束等の発生時の状況等を分析し、

身体的拘束等の発生原因、結果等をとりまとめ、当該事例の適正性と

適正化策を検討すること。 

ホ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。 

ヘ 適正化策を講じた後に、その効果について評価すること。 

ｂ 指定地域密着型介護老人福祉施設が整備する「身体的拘束等の適正化のための指

針」には、次のような項目を盛り込むこととする。 

（ⅰ）施設における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方 

（ⅱ）身体的拘束適正化検討委員会その他施設内の組織に関する事項 

（ⅲ）身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針 

（ⅳ）施設内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方

針 

（ⅴ）身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針 
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（ⅵ）入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

（ⅶ）その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針 

ｃ 介護職員その他の従業者に対する身体的拘束等の適正化のための研修 

（ⅰ）研修の内容 

イ 身体的拘束等の適正化の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発 

ロ 当該施設における指針に基づく適正化の徹底 

（ⅱ）職員教育を組織的に徹底させていくために、当該施設が指針に基づいた研

修プログラムを作成し、定期的な教育（年２回以上）を開催するとともに

、新規採用時には必ず身体的拘束等の適正化の研修を実施すること。 

（ⅲ）研修の実施内容についても記録すること。 

（ⅳ）研修の実施は、職員研修施設内での研修で差し支えない。 

 

⑪ 地域密着型施設サービス計画の作成 

ア 地域密着型施設サービス計画の作成業務は介護支援専門員が担当すること（計画担当

介護支援専門員）。 

イ 解決すべき課題の把握（アセスメント）は、入所者及びその家族に面接して行うこと｡ 

ウ サービス担当者会議の開催（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとす

る。ただし、入所者又はその家族が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用

について当該入所者等の同意を得なければならない。）、担当者に対する照会等により、

地域密着型施設サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの

意見を求めること。 

エ 地域密着型施設サービス計画の実施状況の把握（モニタリング）については、定期的

に入所者と面接し、モニタリングの結果を定期的に記録すること。 

オ 次に掲げる場合は、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、地域

密着型施設サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意

見を求めること。 

ａ 要介護更新認定を受けた場合 

ｂ 要介護状態区分の変更の認定を受けた場合 

 

⑫ 介護 

 常時１人以上の介護職員を介護に従事させること。 

※非常勤の介護職員でも差し支えない。 

ア 入所者の負担により、地域密着型介護老人福祉施設の従業者以外の者による介護を受

けさせてはならない。 

イ 入浴等について 

ユニット型 

入居者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切

な方法により、入居者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得な

い場合には、清拭を行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。    

＊ 一律の入浴回数を設けるのではなく、個浴の実施など入居者の意向に応じること

ができるだけの入浴機会を設けなければならない。 

         ユニット型以外 
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１週間に２回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清拭しなければな

らない。 

ウ 褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うこと。併せて、施設において褥瘡の予防の

ための体制を整備すること。 

＊ 褥瘡予防のための整備体制とは、例えば 

ａ 当該施設における褥瘡のハイリスク者（日常生活自立度が低い入所者等）に

対し、褥瘡予防のための計画の作成、実践並びに評価をする。 

ｂ 当該施設において、専任の施設内褥瘡予防対策を担当する者（看護師が望ま

しい）を決めておく。 

ｃ 医師、看護職員、介護職員、管理栄養士等からなる褥瘡対策チームを設置す

る。 

ｄ 当該施設における褥瘡対策のための指針を整備する。 

ｅ 介護職員等に対し、褥瘡対策に関する施設内職員継続教育を実施する。 

が考えられ、介護職員等が褥瘡に関する基礎的知識を有し、日常的なケアにおい

て配慮することにより、褥瘡発生の予防効果を向上させることを想定している。 

また、施設外の専門家による相談、指導を積極的に活用することが望ましい。 

エ 入所者の心身の状況に応じ、入所者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、

適切な技術をもって行わなければならない。 

＊ 介護職員等によるたんの吸引等の実施については、福岡県高齢者地域包括ケア推

進課の資料「介護職員等による喀痰吸引等（特定行為）の実施について」（福岡

県のホームページに掲載）を参照すること。 

 

⑬ 食事 

 

⑭ 相談及び援助 

 

⑮ 社会生活上の便宜の提供等 

＊ 特に金銭の取扱いにかかるものについては書面等をもって事前に同意を得るとともに

、代行した後はその都度本人に確認を得ること。 

※北九州市独自資料の「介護保険サービス事業所における利用者預り金の取扱いにつ

いて」を参照のこと。 

 

⑯ 機能訓練 

 

⑰ 栄養管理 

指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立し

た日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わな

ければならない。ただし、栄養士のみが配置されている施設や栄養士又は管理栄養士を置

かないことができる施設については、併設施設や外部の管理栄養士の協力により行うこと

とする。 

栄養管理について、以下の手順により行うこととする。 

ア 入所者の栄養状態を施設入所時に把握し、医師、管理栄養士、歯科医師、看護師、

-11-



介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者ごとの摂食・嚥下機能及び食形

態にも配慮した栄養ケア計画を作成すること。栄養ケア計画の作成に当たっては、地

域密着型施設サービス計画との整合性を図ること。なお、栄養ケア計画に相当する内

容を地域密着型施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって栄養ケア

計画の作成に代えることができるものとすること。 

イ 入所者ごとの栄養ケア計画に従い、栄養管理を行うとともに、入所者の栄養状態を

定期的に記録すること。 

ウ 入所者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を

見直すこと。 

エ 栄養ケア・マネジメントの実務等については、「リハビリテーション・個別機能訓練

、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式

例の提示について」（令和３年３月 16 日老認発 0316 第３号、老老発 0316 第２号）第

４を参考とすること。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和３年改正省令附則第８条において、

３年間の経過措置を設けており、令和６年３月 31 日までの間は、努力義務とされて

いる。 

 

⑱ 口腔衛生の管理 

指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常

生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口

腔衛生の管理を計画的に行わなければならない。 

ア 当該施設において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、当該施設の

介護職員に対する口腔衛生の管理に係る技術的助言及び指導を年２回以上行うこと。 

イ アの技術的助言及び指導に基づき、以下の事項を記載した、入所者の口腔衛生の管理

体制に係る計画を作成するとともに、必要に応じて、定期的に当該計画を見直すこと。

なお、口腔衛生の管理体制に係る計画に相当する内容を地域密着型施設サービス計画の

中に記載する場合はその記載をもって口腔衛生の管理体制に係る計画の作成に代える

ことができるものとすること。 

ａ 助言を行った歯科医師 

ｂ 歯科医師からの助言の要点 

ｃ 具体的方策 

ｄ 当該施設における実施目標 

ｅ 留意事項・特記事項 

ウ 医療保険において歯科訪問診療料が算定された日に、介護職員に対する口腔清掃等に

係る技術的助言及び指導又はイの計画に関する技術的助言及び指導を行うにあたって

は、歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の実施時間以外の時間帯に行うこと。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和３年改正省令附則第９条において、３

年間の経過措置を設けており、令和６年３月 31 日までの間は、努力義務とされている｡ 

⑲ 健康管理 

 

⑳ 入所者の入院期間中の取扱い 
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㉑ 緊急時等の対応 

現にサービスの提供を行っているときに入所者の病状の急変が生じた場合その他必要な

場合のため、あらかじめ、入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために配置され

た当該施設の医師との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定めておかなければ

ならない。 

＊ 入所者の病状の急変等に備えるため、例えば、緊急時の注意事項や病状等についての

情報共有の方法、曜日や時間帯ごとの医師との連携方法や診察を依頼するタイミング

等について規定した対応方針を定めること。 

 

㉒ 利用者に関する市町村への通知 

 

㉓ 管理者による管理 

管理者は常勤専従。 

＊ 以下の場合であって、当該施設の管理業務に支障がないときは、他の職務を兼ねるこ

とができる。 

・当該施設の従業者としての職務に従事する場合 

・当該施設と同一敷地内にある他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務

に従事する場合であって、特に当該施設の管理業務に支障がない場合 

・当該施設がサテライト型居住施設である場合であって、当該サテライト型居住施設

の本体施設の管理者又は従業者としての職務（本体施設が病院又は診療所の場合は

、管理者としての職務を除く。）に従事する場合 

 

㉔ 管理者の責務 

 

㉕ 計画担当介護支援専門員の責務 

ア 入所申込者の入所に際し、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、

その者の心身の状況、生活歴、病歴、居宅サービス等の利用状況等を把握すること。 

イ 入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常

生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討すること。 

ウ 居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及びそ

の家族の希望、退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、円滑な退所のために必要

な援助を行うこと。 

エ 入所者の退所に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援

事業者に対して情報を提供するほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者

と密接に連携すること。 

オ 身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない

理由を記録すること。 

カ 苦情の内容等を記録すること。 

キ 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。 

 

㉖ 運営規程 

次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない｡ 
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ア 施設の目的及び運営の方針 

イ 従業者の職種、員数及び職務内容 

ウ 入所定員 

エ 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 

オ 施設の利用に当たっての留意事項 

カ 緊急時等における対応方法 

キ 非常災害対策 

ク 虐待の防止のための措置に関する事項（令和６年３月 31 日まで努力義務） 

ケ その他施設の運営に関する重要事項 

 

㉗ 勤務体制の確保等 

ア 従業者の勤務の体制を定めておかねばならない。 

＊ 月ごとに勤務体制ごとの勤務表を作成し、従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤

の別、介護職員及び看護職員等の配置、管理者との兼務関係等を明確にすること。 

＊ ユニット型については次に定める職員配置を行わなければならない。 

ａ 昼間については、ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員を配置

すること。 

ｂ 夜間及び深夜については、２ユニットごとに１人以上の介護職員又は看護職員

を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。 

ｃ ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。 

＊ ユニットリーダーについては、当面は、ユニットケアリーダー研修受講者を

各施設に２名以上配置する（ただし、２ユニット以下の施設の場合には、１

名でよい。）ほか、研修受講者が配置されているユニット以外のユニットでは

、ユニットにおけるケアに責任を持つ（研修受講者でなくても構わない。）従

業者を決めることで足りる。この場合、研修受講者は、研修で得た知識等を

リーダー研修を受講していないユニットの責任者に伝達するなど、当該施設

におけるユニットケアの質の向上の中核となること。 

ｄ 令和３年４月１日以降に、入居定員が 10 を超えるユニットを整備する場合に

おいては、令和３年改正省令附則第６条の経過措置に従い、夜勤時間帯（午後

10 時から翌日の午前５時までを含めた連続する 16 時間をいい、原則として事

業所又は施設ごとに設定するものとする。以下同じ。）を含めた介護職員及び

看護職員の配置の実態を勘案し、次のとおり職員を配置するよう努めるものと

する。 

（ⅰ）日勤時間帯の介護職員及び看護職員の配置 

ユニットごとに常時１人の配置に加えて、当該ユニットにおいて日勤

時間帯（夜勤時間帯に含まれない連続する８時間をいい、原則として事

業所又は施設ごとに設定するものとする。以下同じ。）に勤務する別の従

業者の１日の勤務時間数の合計を８で除して得た数が、入居者の数が 10

を超えて１を増すごとに 0.1 以上となるように介護職員又は看護職員を

配置するよう努めること。 

（ⅱ）夜勤時間帯の介護職員及び看護職員の配置 

２ユニットごとに１人の配置に加えて、当該２ユニットにおいて夜勤
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時間帯に勤務する別の従業者の１日の勤務時間数の合計を 16で除して得

た数が、入居者の合計数が 20 を超えて２又はその端数を増すごとに 0.1 

以上となるように介護職員又は看護職員を配置するよう努めること。 

なお、上記アａ及びｂに規定する職員配置に加えて介護職員又は看護

職員を配置することを努める時間については、日勤時間帯又は夜勤時間

帯に属していればいずれの時間でも構わず、連続する時間である必要は

ない。当該ユニットにおいて行われるケアの内容、入居者の状態等に応

じて最も配置が必要である時間に充てるよう努めること。 

イ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の

機会を確保しなければならない。その際、当該指定地域密着型介護老人福祉施設は、全

ての従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第８条第２項に規定

する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に対し、認知症

介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和３年改正省令附則第５条において、３

年間の経過措置を設けており、令和６年３月 31 日までの間は、努力義務とされている｡ 

また、新卒採用、中途採用を問わず、事業所が新たに採用した従業者（医療・福祉関

係資格を有さない者に限る。）に対する当該義務付けの適用については、採用後１年間の

猶予期間を設けることとし、採用後１年を経過するまでに認知症介護基礎研修を受講さ

せることとする（この場合についても、令和６年３月 31 日までは努力義務で差し支え

ない）。 

ウ 事業者は、職場におけるセクシュアルハラスメントやパワーハラスメントを防止する

ための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

ａ 事業主が講ずべき措置の具体的内容 

事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措

置等についての指針（平成 18 年厚生労働省告示第 615 号）及び事業主が職場にお

ける優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措

置等についての指針（令和２年厚生労働省告示第５号。以下「パワーハラスメント

指針」という。）において規定されているとおりであるが、特に留意されたい内容は

以下のとおりである。 

（ⅰ）事業者の方針等の明確化及びその周知・啓発 

職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行って

はならない旨の方針を明確化し、従業者に周知・啓発すること。 

（ⅱ）相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適切に対応するために必要な体制の

整備 

相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応の

ための窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること。 

ｂ 事業主が講じることが望ましい取組について 

パワーハラスメント指針においては、顧客等からの著しい迷惑行為（カスタマ

ーハラスメント）の防止のために、事業主が雇用管理上の配慮として行うことが

望ましい取組の例として、①相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整

備、②被害者への配慮のための取組（メンタルヘルス不調への相談対応、行為者

に対して１人で対応させない等）及び③被害防止のための取組（マニュアル作成
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や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じた取組）が規定されている。介護現

場では特に、利用者又はその家族等からのカスタマーハラスメントの防止が求め

られていることから、a の必要な措置を講じるにあたっては、「介護現場における

ハラスメント対策マニュアル」、「（管理職・職員向け）研修のための手引き」等

を参考にした取組を行うことが望ましい。この際、上記マニュアルや手引きにつ

いては、以下の厚生労働省ホームページに掲載しているので参考にされたい。（

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html） 

加えて、都道府県において、地域医療介護総合確保基金を活用した介護職員に

対する悩み相談窓口設置事業や介護事業所におけるハラスメント対策推進事業を

実施している場合、事業者が行う各種研修の費用等について助成等を行っている

ことから、事業主はこれからの活用も含め、介護事業所におけるハラスメント対

策を推進することが望ましい。 

 

㉘ 業務継続計画の策定等 

ア 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継

続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業

務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い、必要な措置を講じなければ

ならない。 

イ 事業者は、従業者に対し、業務継続計画を周知するとともに、必要な研修及び訓練（シ

ミュレーション）を定期的に実施しなければならない。 

＊ 研修及び訓練の実施にあたっては、全ての従業者が参加できるようにすることが望

ましい。 

ウ 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更

を行うものとする。 

＊ 業務継続計画の策定、研修及び訓練の実施については、他のサービス事業者との連

携等により行うことも差し支えない。 

＊ ア～ウは、令和６年３月31日までの間は努力義務である。 

＊ 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記載内容につい

ては、「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイ

ドライン」及び「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライ

ン」を参照されたい。また、想定される災害等は地域によって異なるものであるこ

とから、項目については実態に応じて設定すること。なお、感染症及び災害の業務

継続計画を一体的に策定することを妨げるものではない。 

〇 感染症に係る業務継続計画 

ａ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄

品の確保等） 

ｂ 初動対応 

ｃ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者

との情報共有等） 

〇 災害に係る業務継続計画 

ａ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停

止した場合の対策、必要品の備蓄等） 
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ｂ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

ｃ 他施設及び地域との連携 

＊  研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有

するとともに、平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行う

ものとする。 

職員教育を組織的に浸透させていくために、定期的（年２回以上）な教育を開催

するとともに、新規採用時には別に研修を実施すること。また、研修の実施内容に

ついても記録すること。なお、感染症の業務継続計画に係る研修については、感染

症の予防及びまん延の防止のための研修と一体的に実施することも差し支えない。 

＊  訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が発生した場合において迅

速に行動できるよう、業務継続計画に基づき、事業所内の役割分担の確認、感染症

や災害が発生した場合に実践するケアの演習等を定期的（年２回以上）に実施する

ものとする。なお、感染症の業務継続計画に係る訓練については、感染症の予防及

びまん延の防止のための訓練と一体的に実施することも差し支えない。また、災害

の業務継続計画に係る訓練については、非常災害対策に係る訓練と一体的に実施す

ることも差し支えない。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施

するものを適切に組み合わせながら実施することが適切である。 

 

㉙ 定員の遵守 

 

㉚ 非常災害対策 

非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整

備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、年２回以上避難、救出その他必要な

訓練を行うこと。 

＊ 施設の実情を踏まえ夜間を想定した訓練も行うこと。 

「非常災害に関する具体的計画」 

消防計画及び風水害、地震等の災害に対処するための計画をいう。 

「関係機関への通報及び連携体制の整備」 

火災等の災害時に、地域の消防機関へ速やかに通報する体制をとるよう従業員に周知

徹底するとともに、日頃から消防団や地域住民との連携を図り、火災等の際に消火・避

難等に協力してもらえる体制作りに努めること。 

㉛ 衛生管理等 

ア 入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努

め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行う

こと。 

     イ 感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の措置を講じること。 

基準条例【義務付け】 

 事業者は、火災・風水害・地震等の非常災害の種類ごとに具体的な計画を定め、関係機

関への通報体制及び関係機関との連携体制を整備し、これらを従業者に定期的に周知する

とともに、これに基づく避難、救出等の訓練を定期的に行わなければならない。※参照（ 

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/files/000133443.pdf） 
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ａ 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ

電話装置等を活用して行うことができるものとする。）をおおむね３月に１回以上開

催するとともに、その結果について介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること｡ 

ｂ 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。 

ｃ  介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のた

めの研修を定期的（年２回以上）に実施するとともに、新規採用時には必ず感染対

策研修を実施すること。 

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。 

ｄ 感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に行うこと。 

平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について、訓練

（シミュレーション）を定期的（年２回以上）に行うことが必要である。訓練にお

いては、感染症発生時において迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針

及び研修内容に基づき、事業所内の役割分担の確認や、感染対策をした上でのケア

の演習などを実施するものとする。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和３年改正省令附則第 11 条において

、３年間の経過措置を設けており、令和６年３月 31 日までの間は、努力義務とされ

ている。 

ｅ 別に厚生労働大臣が定める「感染症又は食中毒が疑われる際の対処等に関する手順

（平成 18 年３月 31 日 厚生労働省告示第 268 号）」に沿った対応を行うこと。 

 

㉜ 協力病院等 

 

㉝ 掲示 

事業者は、重要事項を記載した書面を事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者

に自由に閲覧させることにより、掲示に代えることができる。 

 

㉞ 秘密保持等 

ア  事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘

密を漏らしてはならない。 

イ  事業者は事業所の従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た入所者

又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じなければならない。 

ウ 居宅介護支援事業者等に対して、入所者に関する情報を提供する際には、あらかじめ

文書により入所者の同意を得ておかなければならない。 

 

㉟ 広告 

 

㊱ 居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止 

㊲ 苦情処理 

ア 入所者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付ける

窓口を設置する等の必要な措置を講じること。 

 

 

「必要な措置」 

相談窓口、苦情処理の体制及び手順等当該事業所における苦情を処理するために講ず

る措置の概要について明らかにし、サービスの内容を説明する文書に苦情に対する対応

の内容についても併せて記載するとともに、事業所に掲示すること。 
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イ 苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録すること。 

 

㊳ 虐待の防止について 

事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなけ

ればならない。（令和６年３月31日までは努力義務） 

ア 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用

して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、

従業者に周知徹底を図ること。 

＊ 「虐待の防止のための対策を検討する委員会」（以下「虐待防止検討委員会」とい

う。）は、虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再

発を確実に防止するための対策を検討する委員会であり、管理者を含む幅広い職種

で構成する。構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、定期的に開

催することが必要である。また、事業所外の虐待防止の専門家を委員として積極的

に活用することが望ましい。 

＊ 一方、虐待等の事案については、虐待等に係る諸般の事情が、複雑かつ機微なもの

であることが想定されるため、その性質上、一概に従業者に共有されるべき情報で

あるとは限られず、個別の状況に応じて慎重に対応することが重要である。 

なお、虐待防止検討委員会は、関係する職種、取り扱う事項等が相互に関係が深

いと認められる他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営するこ

ととして差し支えない。また、事業所に実施が求められるものであるが、他のサー

ビス事業者との連携により行うことも差し支えない。 

また、虐待防止検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるも

のとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者にお

ける個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システ

ムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

＊ 虐待防止検討委員会は、具体的には、次のような事項について検討することとする。

その際、そこで得た結果（事業所における虐待に対する体制、虐待等の再発防止策

等）は、従業者に周知徹底を図る必要がある。 

ａ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること 

ｂ 虐待の防止のための指針の整備に関すること 

ｃ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること 

ｄ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること 

ｅ 従業者が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われる

ための方法に関すること 

ｆ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止

策に関すること 

ｇ 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること 

イ 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 

＊ 虐待の防止のための指針には次のような項目を盛り込むこと。 

ａ 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方 
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ｂ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 

ｃ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 

ｄ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 

ｅ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 

ｆ 成年後見制度の利用支援に関する事項 

ｇ 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

ｈ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 

ｉ その他虐待の防止の推進のために必要な事項 

ウ 事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 

＊  従業者に対する虐待の防止のための研修の内容としては、虐待等の防止に関する

基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、当該事業所にお

ける指針に基づき、虐待の防止の徹底を行うものとする。 

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該事業者が指針に基づいた研修

プログラムを作成し、定期的な研修（年２回以上）を実施するとともに、新規採用

時には必ず虐待の防止のための研修を実施することが重要である。 

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、事

業所内職員研修での研修で差し支えない。 

エ アからウの措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

＊ 当該担当者としては、虐待防止検討委員会の責任者と同一の従業者が務めることが

望ましい。 

 

㊴ 地域との連携等 

    運営推進会議を設置すること。 

    ＊テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者等が参加

する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なけ

ればならない。 

・構成員：入所者、入所者の家族、地域住民の代表者、事業所が所在する市町村の職員

又は当該事業所が所在する区域を管轄する地域包括支援センターの職員、地

域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する者等 

・開 催：おおむね２月に１回以上 

   ＊ 複数の事業所の合同開催について、以下の要件を満たす場合に認める。 

ア 利用者等については匿名とするなど、個人情報・プライバシーを保

護すること。 

イ 同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること。 

ウ 合同して開催する回数が、１年度に開催すべき運営推進会議の開催

回数の半数を超えないこと。 

・内 容：運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けると

ともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けること。 

・記 録：報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を

公表しなければならない。 

基準条例【努力規定】 

ａ 自治会等への加入 
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  事業者は、自治会等の地縁による団体に加入するなどして、地域との交流に努

めなければならない。 

ｂ 災害時における自治会等との協力体制 

   事業者は、自治会等と非常災害時における協力体制を構築するよう努めなけれ

ばならない。 

ｃ 地域交流スペースのためのスペース確保 

事業者は、地域との交流・連携を図るため、事業所及び施設内に地域交流のた

めのスペースの確保に努めなければならない 

 

㊵ 事故発生の防止及び発生時の対応 

ア 事故の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講じなければならない。 

ａ 事故が発生した場合の対応、次に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防

止のための指針を整備すること。 

ｂ 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が

報告され、その分析を通した改善策について、従業者に周知徹底を図る体制を整備

すること。 

ｃ 事故発生の防止のための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるも

のとする。）及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。 

なお、事故防止検討委員会は、運営委員会など他の委員会と独立して設置・運営

することが必要であるが、関係する職種、取り扱う事項等が相互に関係が深いと認

められる他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することとし

て差し支えない。 

ｄ ｃに掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。当該担当者としては、

事故防止検討委員会の安全対策担当者と同一の従業者が務めることが望ましい。 

イ 入所者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市、入所者の

家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

ウ 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。 

エ 入所者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を

速やかに行わなければならない。 

＊ 損害賠償保険に加入しておくか若しくは賠償資力を有することが望ましい。 

※事故が発生し、医療機関を受診（施設内における受診を含む）したもの等につい

ては北九州市介護保険課まで報告すること。 

 

㊶ 会計の区分 

事業者は、事業所ごとに経理を区分するとともに、地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分すること。 

 

㊷ 記録の整備 

事業者は、入所者に対するサービスの提供に関する記録を整備し、その完結の日から２

年間保存すること。ただし、介護報酬請求に関する記録は、その記録にかかるサービスの

提供に対する保険給付の支払いの日から５年間保存すること。 

なお、「その完結の日」とは、下記アからカまでの記録については、個々の利用者につき
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、契約の終了（契約の解約・解除、他の施設への入所、利用者の死亡、利用者の自立を含

む。）により一連のサービス提供が終了した日、キの記録については、運営推進会議を開催

し、報告、評価、要望、助言等の記録を公表した日とする。 

ア 地域密着型施設サービス計画 

イ 具体的なサービスの内容等の記録 

ウ 身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない

理由の記録 

エ 入所者に関する市町村への通知に係る記録 

オ 苦情の内容等の記録 

カ 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

キ 運営推進会議の報告、評価、要望、助言等の記録 

 

㊸ 電磁的記録等 

ア サービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令

の規定において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図

形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。

以下この条において同じ。）で行うことが規定されている又は想定されるものについては、

書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によ

っては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理

の用に供されるものをいう。）により行うことができる。 

イ サービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するも

の（以下「交付等」という。）のうち、この省令の規定において書面で行うことが規定され

ている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて

、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない

方法をいう。）によることができる。 

 

㊹ 変更の届出 

変更届出書は、変更日から 10 日以内に北九州市介護保険課に提出すること。 

届出事項 

ア 施設の名称及び所在地 

   ※電話番号・ファックス番号の変更もあわせて行うこと。 

イ 開設者の名称 

ウ 主たる事務所の所在地 

エ 代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 

オ 登記事項証明書又は条例等 

カ （本体施設がある場合）本体施設の概要 

キ （本体施設がある場合）施設と本体施設との間の移動の経路、方法、移動に要す

る時間 

基準条例【義務付け】 

介護報酬請求に関連する記録の保存期間は、その記録にかかるサービスの提供に対する保

険給付の支払いの日から５年とする。 
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ク （併設する施設がある場合）併設する施設の概要 

ケ 建物の構造概要及び平面図並びに設備の概要 

コ 施設の管理者の氏名、生年月日及び住所 

サ 運営規程 

シ 協力医療機関（病院）・協力歯科医療機関の名称、診療科及び契約の内容 

ス 介護支援専門員の氏名及びその登録番号 

 

㊺ 暴力団員等の排除 

 役員を変更した場合、誓約書（暴力団排除）の提出が必要。 

 

 

（５）介護報酬に関する基準 

① 基本単位について 

入所者の要介護状態区分に応じて、それぞれの所定単位数を算定。 

   

② 夜勤体制による減算について 

夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の 100 分の 97

に相当する単位数を算定する。 

夜勤職員基準に定められる夜勤を行う職員の員数は、夜勤時間帯を通じて配置されるべ

き職員の員数であり、複数の職員が交代で勤務することにより当該基準を満たして構わな

いものとする。 

また、夜勤職員基準に定められる員数に小数が生じる場合においては、整数部分の員数

の職員の配置に加えて、夜勤時間帯に勤務する別の職員の勤務時間数の合計を 16 で除して

得た数が、小数部分の数以上となるように職員を配置することとする。 

なお、この場合において、整数部分の員数の職員に加えて別の職員を配置する時間帯は

、夜勤時間帯に属していればいずれの時間でも構わず、連続する時間帯である必要はない

。当該夜勤時間帯において最も配置が必要である時間に充てるよう努めることとする。 

 

③ 入所者定員超過に該当する場合の減算について 

入所者数（空床利用型の短期入所生活介護の利用者数を含む。）が入所定員を超える場合

は、所定単位数の 100 分の 70 に相当する単位数を算定する。なお、やむを得ない措置等に

よる定員の超過については、減算が行われない場合がある。 

 

④ 人員基準欠如に該当する場合の減算について 

介護職員、看護職員若しくは介護支援専門員の員数が基準に満たない場合は、所定単位

数の 100 分の 70 に相当する単位数を算定する。 

 

⑤ ユニットにおける職員に係る減算について 

次のユニットにおける職員の基準を満たさない場合は、所定単位数の 100 分の 97 に相当

する単位数を算定する。 

ア 日中については、ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員を配置するこ

と。 

-23-



イ ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。 

 

⑥ 身体拘束廃止未実施減算について １０％／日減算 

厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合、所定単位数から減算する。 

 

「厚生労働大臣が定める基準」 

 指定地域密着型サービス基準第 137 条第５項及び第６項又は第 162 条第７項及び第８

項に規定する基準 

「指定地域密着型サービス基準」 

第 137 条（第 162 条）（略） 

 ２～４（２～６）（略） 

５（７） （ユニット型）指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項の身体的拘束等

を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

６（８） （ユニット型）指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正

化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催

するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図るこ

と。（※） 

二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的

に実施すること。 

（※）指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護においては、運営推進会議を活

用することができることとする。 

ア 身体拘束廃止未実施減算については、施設において身体拘束等が行われていた場合で

はなく、指定基準に規定する身体拘束等を行う場合の記録を行っていない場合及び指定

基準に規定する措置を講じていない場合に、入所者全員について所定単位数から減算す

ることとなる。 

イ 具体的には、記録を行っていない、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委

員会を３月に１回以上開催していない、身体的拘束等の適正化のための指針を整備して

いない又は身体的拘束等の適正化のための定期的な研修（年２回以上及び新規採用時）

を実施していない事実が生じた場合、速やかに改善計画を市長に提出した後、事実が生

じた月から３月後に改善計画に基づく改善状況を市長に報告することとし、事実が生じ

た月の翌月から改善が認められた月までの間について、利用者全員について所定単位数

から減算することとする。 

 

⑦ 安全管理体制未実施減算について  ５単位／日減算 

指定地域密着型サービス基準第 155 条第１項に規定する基準を満たさない事実が生じた

場合に、その翌月から基準に満たない状況が解消されるに至った月まで、入所者全員につ

いて、所定単位数から減算することとする。 

「指定地域密着型サービス基準」 

第 155 条第１項 
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    指定地域密着型介護老人福祉施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の

各号に定める措置を講じなければならない。 

１ 事故が発生した場合の対応、次に規定する報告の方法等が記載された事故発生の

防 

    止のための指針を整備すること。 

２ 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実

が 

報告され、その分析を通した改善策について、従業者に周知徹底を図る体制を整備

す 

ること。 

３ 事故発生の防止のための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができる

ものとする。）及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。 

４ ４に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

⑧ 栄養管理の基準を満たさない場合の減算について  １４単位／日 

指定地域密着型サービス基準第 131 条に定める栄養士又は管理栄養士の員数若しくは 

指定地域密着型サービス基準第 143 条の２（指定地域密着型サービス基準第 169 条におい

て準用する場合を含む。）に規定する基準を満たさない事実が生じた場合に、その翌々月

から基準に満たさない状況が解決されるに至った月まで、入所者全員について、所定単位

数が減算されることとする（ただし、翌月の末日において基準を満たすに至っている場合

を除く。）。（令和６年３月 31 日までは適用しない。） 

 

⑨ 日常生活継続支援加算について 

日常生活継続支援加算（Ⅰ）  ３６単位 （ユニット型以外） 

日常生活継続支援加算（Ⅱ）  ４６単位 （ユニット型） 

＊  日常生活継続支援加算は、居宅での生活が困難であり、地域密着型介護老人福祉施設

への入所の必要性が高いと認められる重度の要介護状態の者や認知症である者等を積

極的に入所させるとともに、介護福祉士資格を有する職員を手厚く配置し、質の高い

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供することにより、そうした入所者

が可能な限り個人の尊厳を保持しつつ日常生活を継続することができるよう支援する

ことを評価するものである。 

ア 次のいずれかに該当すること。 

ａ 算定日の属する月の前６月間又は前 12 月間における新規入所者の総数のうち、要

介護状態区分が要介護４又は要介護５の者の占める割合が100分の70以上である

こと。 

ｂ 算定日の属する月の前６月間又は前 12 月間における新規入所者の総数のうち、日

常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要

とする認知症である者の占める割合が 100 分の 65 以上であること。 

ｃ 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第１条各号に掲げる行為を必要とする者の

占める割合が入所者の 100 分の 15 以上であること。 
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＊ 「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護

を必要とする認知症である者」とあるのは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭ

に該当する者をいう。 

＊ 算定日の属する月の前６月間又は前 12 月間における新規入所者の総数における要

介護４又は５の者の割合及び日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動

が認められることから介護を必要とする認知症である者の割合を算出する際には、

対象となる新規入所者ごとのその入所の日における要介護度及び日常生活自立度の

判定結果を用いること。また、届出を行った月以降においても、毎月において直近

６月間又は 12 月間のこれらの割合がそれぞれ所定の割合以上であることが必要で

ある。これらの割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場

合については、直ちに加算が算定されなくなる場合の届出を提出しなければならな

い。 

＊ 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第１条各号に掲げる行為を必要とする者の占

める割合については、届出日の属する月の前４月から前々月までの３月間のそれぞ

れの末日時点の割合の平均について算出すること。また、届出を行った月以降にお

いても、毎月において前４月から前々月までの３月間のこれらの割合がそれぞれ所

定の割合以上であることが必要である。これらの割合については、毎月記録するも

のとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに加算が算定されなくなる場

合の届出を提出しなければならない。 

イ 介護福祉士の数が、常勤換算方法で、入所者の数が６又はその端数を増すごとに１以

上であること。 

＊  当該加算の算定を行うために必要となる介護福祉士の員数を算出する際の入所者

数については、当該年度の前年度（毎年４月１日に始まり翌年３月 31 日をもって終

わる年度とする。）の平均を用いる（ただし、新規開設又は再開の場合は推定数によ

る。）。この場合、入所者数等の平均は、前年度の全入所者等の延数を当該前年度日

数で除して得た数とする。この平均入所者数等の算定に当たっては、小数点第二位

以下を切り上げるものとする。また、介護福祉士の員数については、届出日前３月

間における員数の平均を、常勤換算方法を用いて算出した値が、必要な人数を満た

すものでなければならない。さらに、届出を行った月以降においても、毎月におい

て直近３月間の介護福祉士の員数が必要な員数を満たしていることが必要であり、

必要な人数を満たさなくなった場合は、直ちに加算等が算定されなくなる場合の届

出を提出しなければならない。 

            なお、介護福祉士については、その月の前月の末日時点で資格を取得している者

とすること。 

ウ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

エ 必要となる介護福祉士の数が常勤換算方法で入所者の数が７又はその端数を増すごと

に１以上である場合においては、次の要件を満たすこと。 

ａ 必要となる介護福祉士の数が常勤換算方法で入居者の数が７又はその端数を増すご

「社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第１条各号に掲げる行為」 

医師の指示の下に行われる「口腔内の喀痰吸引」「鼻腔内の喀痰吸引」「気管カニ

ューレ内部の喀痰吸引」「胃ろう又は腸ろうによる経管栄養」「経鼻経管栄養」を
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とに１以上である場合においては、次の要件を満たすこと。 

ｂ 「業務の効率化及び質の向上又は職員の負担の軽減に資する機器を複数種類使用」と

は、以下に掲げる介護機器を使用することであり、少なくとも（ⅰ）から(ⅲ)まで

に掲げる介護機器は使用することとする。その際、(ⅰ)の機器は全ての居室に設置

し、(ⅱ)の機器は全ての介護職員が使用すること。 

（ⅰ）見守り機器（利用者がベッドから離れようとしている状態又は離れたことを

感知できるセンサーであり、当該センサーから得られた情報を外部通信機能

により職員に通報できる利用者の見守りに資する機器をいう。以下同じ。） 

（ⅱ）インカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するＩＣＴ機器 

（ⅲ）介護記録ソフトウェアやスマートフォン等の介護記録の作成の効率化に資す

るＩＣＴ機器 

（ⅳ）移乗支援機器 

（ⅴ）その他業務の効率化及び質の向上又は職員の負担の軽減に資する機器介護機

器の選定にあたっては、事業所の現状の把握及び業務面において抱えている

課題の洗い出しを行い、業務内容を整理し、従業者それぞれの担うべき業務

内容及び介護機器の活用方法を明確化した上で、洗い出した課題の解決のた

めに必要な種類の介護機器を選定すること。 

ｃ 介護機器の使用により業務効率化が図られた際、その効率化された時間は、ケアの

質の向上及び職員の負担の軽減に資する取組に充てること。 

＊ ケアの質の向上への取組については、幅広い職種の者が共同して、見守り機器

やバイタルサイン等の情報を通じて得られる入居者の記録情報等を参考にしな

がら、適切なアセスメントや入居者の身体の状況等の評価等を行い、必要に応

じ、業務体制を見直すこと。 

ｄ  「介護機器を安全かつ有効に活用するための委員会」（以下「介護機器活用委員

会」という。）は３月に１回以上行うこと。介護機器活用委員会は、テレビ電話装置

等を活用して行うことができるものとする。なお、個人情報保護委員会・厚生労働

省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」

、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守する

こと｡ 

また、介護機器活用委員会には、管理者だけでなく実際にケアを行う職員を含む

幅広い職種や役割の者が参画するものとし、実際にケアを行う職員の意見を尊重す

るよう努めることとする。 

ｅ 「入居者の安全及びケアの質の確保」に関する事項を実施すること。具体的には次

の事項等の実施により利用者の安全及びケアの質の確保を行うこととする。 

（ⅰ）介護機器から得られる睡眠状態やバイタルサイン等の情報を入居者の状態把

握に活用すること。 

（ⅱ）介護機器の使用に起因する施設内で発生したヒヤリ・ハット事例等の状況を

把握し、その原因を分析して再発の防止策を検討すること。 

ｆ 「職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮」に関する事項を実施すること。具体的

には、実際にケアを行う介護福祉士を含めた介護職員に対してアンケートやヒアリン

グ等を行い、介護機器の導入後における次の事項等を確認し、人員配置の検討等が行

われていること。 
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（ⅰ）ストレスや体調不安等、職員の心身の負担が増えていないかどうか 

（ⅱ）１日の勤務の中で、職員の負担が過度に増えている時間帯がないかどうか 

（ⅲ）休憩時間及び時間外勤務等の状況 

ｇ 日々の業務の中で予め時間を定めて介護機器の不具合がないことを確認する等の

チェックを行う仕組みを設けること。また、介護機器のメーカーと連携し、定期的

に点検を行うこと。 

ｈ  介護機器の使用方法の講習や介護事故又はヒヤリ・ハット事例（介護事故には至

らなかったが介護事故が発生しそうになった事例をいう。）（以下「ヒヤリ・ハット

事例等」という。）の周知、その事例を通じた再発防止策の実習等を含む職員研修を

定期的に行うこと。 

この場合の要件で入居継続支援加算を取得する場合においては、３月以上の試行

期間を設けることとする。入居者の安全及びケアの質の確保を前提にしつつ、試行

期間中から介護機器活用委員会を設置し、当該委員会において、介護機器の使用後

の人員体制とその際の職員の負担のバランスに配慮しながら、介護機器の使用にあ

たり必要な人員体制等を検討し、安全体制及びケアの質の確保、職員の負担軽減が

図られていることを確認した上で、届出をすること。なお、試行期間中においては

、通常の入居継続支援加算の要件を満たすこととする。 

届出にあたり、市町村等が当該委員会における検討状況を確認できるよう、当該

委員会の議事概要を提出すること。また、介護施設のテクノロジー活用に関して、

厚生労働省が行うケアの質や職員の負担への影響に関する調査・検証等への協力に

努めること。 

オ 当該加算を算定する場合にあっては、サービス提供体制強化加算は算定できない。       

 

⑩ 看護体制加算について 

    看護体制加算（Ⅰ）イ   １２単位／日（ア、イ、ウの要件のすべて） 

    看護体制加算（Ⅰ）ロ       ４単位／日（イ、ウ、エの要件のすべて） 

    看護体制加算（Ⅱ）イ   ２３単位／日（ア、ウ、オ、カの要件のすべて） 

    看護体制加算（Ⅱ）ロ    ８単位／日（ウ、エ、オ、カの要件のすべて） 

ア 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費又はユニット型地域密着型介護老人福

祉施設入所者生活介護費を算定していること。 

イ 常勤の看護師を１名以上配置していること。 

ウ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

エ 経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費又は経過的ユニット型地域密着

型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定していること。 

オ 看護職員を常勤換算方法で２名以上配置していること。 

カ 当該施設の看護職員により、又は病院若しくは診療所若しくは訪問看護ステーション

の看護職員との連携により、「24 時間連絡できる体制」を確保していること。 

＊ 短期入所生活介護の事業所を併設している場合は、短期入所生活介護事業所とは別に

、それぞれ必要な数の看護職員を配置する必要がある。具体的には、以下のとおりと

する。 

ａ 看護体制加算（Ⅰ）については、併設の短期入所生活介護事業所における看護師

の配置にかかわらず、地域密着型介護老人福祉施設として別に１名以上の常勤の
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看護師の配置を行った場合に算定が可能である。 

ｂ 看護体制加算（Ⅱ）については、併設の短期入所生活介護事業所における看護職

員の配置にかかわらず、看護職員の地域密着型介護老人福祉施設における勤務時

間を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数（１週間に勤務すべき

時間数が 32 時間を下回る場合は 32 時間を基本とする。）で除した数が、入所者の

数が 25 又はその端数を増すごとに１以上となる場合に算定が可能である。 

＊ 特別養護老人ホームの空床を利用して短期入所生活介護を行っている場合にあっては

、地域密着型介護老人福祉施設の入所者と短期入所生活介護の利用者を合算したもの

を「入所者数」として取り扱い、一体的に加算を行うこと。 

＊ 看護体制加算（Ⅰ）イ及び看護体制加算（Ⅱ）イ又は看護体制加算（Ⅰ）ロ及び看護

体制加算（Ⅱ）ロは、それぞれ同時に算定することが可能である。この場合にあって

は、看護体制加算（Ⅰ）イ又はロにおいて加算の対象となる常勤の看護師についても

、看護体制加算（Ⅱ）イ又はロにおける看護職員の配置数の計算に含めることが可能

である。 

＊ 「24 時間連絡できる体制」とは、施設内で勤務することを要するものではなく、夜間

においても施設から連絡でき、必要な場合には施設からの緊急の呼出に応じて出勤す

る体制をいうものである。 

具体的には下記のａからｄといった体制を整備することを想定している。 

ａ 管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の上、夜間における

連絡・対応体制（オンコール体制）に関する取り決め（指針やマニュアルな

ど）の整備がなされていること。 

ｂ 管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の上、看護職員不在

時の介護職員による入所者の観察項目の標準化（どのようなことが観察され

れば看護職員に連絡するか）がなされていること。 

ｃ 施設内研修等を通じ、介護職員及び看護職員に対して、ａ及びｂの内容が周

知されていること。 

ｄ 施設の看護職員とオンコール対応の看護職員が異なる場合には、電話やＦＡ

Ｘ等により入所者の状態に関する引継を行うとともに、オンコール体制終了

時にも同様の引継を行うこと。 

 

⑪ 夜勤職員配置加算について（いずれかのみ加算） 

夜勤職員配置加算（Ⅰ）イ   ４１単位／日 

夜勤職員配置加算（Ⅰ）ロ   １３単位／日 

夜勤職員配置加算（Ⅱ）イ   ４６単位／日 

夜勤職員配置加算（Ⅱ）ロ   １８単位／日 

夜勤職員配置加算（Ⅲ）イ   ５６単位／日 

夜勤職員配置加算（Ⅲ）ロ   １６単位／日 

夜勤職員配置加算（Ⅳ）イ   ６１単位／日 

夜勤職員配置加算（Ⅳ）ロ   ２１単位／日 

厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準に従い、必要となる夜勤

職員の数を上回って配置した場合に加算を行う。 

【平成 12 年厚生省告示第 29 号（夜勤基準）4 ハ】 
ロ 夜勤職員配置加算算定すべき夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 
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(1) 夜勤職員配置加算(Ⅰ)イ 
(一)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定していること。 
(二)夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、夜勤基準第一号ロ(1)に規定する夜

勤を行う介護職員又は看護職員の数に１を加えた数以上であること。ただし、
次の a 又は b に掲げる場合は、当該 a 又は b に定める数以上であること。 
a 次に掲げる要件のいずれにも適合している場合 

夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に 10 分の９を加えた数 
ⅰ 見守り機器を、当該施設の入所者の数の 10 分の１以上の数設置して

いること。 
ⅱ 見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必要

な検討が行われていること。 
b 次に掲げる要件のいずれにも適合している場合 

夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に 10 分の６を加えた数(夜勤基
準第一ロ)  
(1)ｆの規定に基づき夜勤を行う介護職員又は看護職員を配置している

場合にあっては、夜勤基準第一号ロ(1)に規定する夜勤を行う介護職
員又は看護職員の数に 10 分の８を加えた数） 

ⅰ 夜勤時間帯を通じて、見守り機器を当該施設の入所者の数以上の
数設置していること。 

ⅱ 夜勤時間帯を通じて、夜勤を行う全ての介護職員又は看護職員が、
情報通信機器を使用し、職員同士の連携促進が図られていること。 

ⅲ 見守り機器を活用する際の安全体制及びケアの質の確保並びに職
員の負担軽減に関する次に掲げる事項を実施し、かつ、見守り機
器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、介護職員、
看護職員その他の職種の者と共同して、当該委員会において必要
な検討を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認すること。 

    ⑴ 夜勤を行う職員による居室への訪問を個別に必要とする入所
者への訪問及び当該入所者に対する適切なケア等による入所
者の安全及びケアの質の確保 

⑵ 夜勤を行う職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮 
⑶ 見守り機器等の定期的な点検 
⑷ 見守り機器等を安全かつ有効に活用するための職員研修 

(2) 夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロ 
(一)経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定していること。 
(二)(1)(二)に該当するものであること。 

(3) 夜勤職員配置加算(Ⅱ)イ 
(一)ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定しているこ

と。 
(二)夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、夜勤基準第一号ロ(2)に規定する夜

勤を行う介護職員又は看護職員の数に１を加えた数以上であること。ただし、
次の a 又は b に掲げる場合は、当該 a 又は b に定める数以上であること。 
a 次に掲げる要件のいずれにも適合している場合 

夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に 10 分の９を加えた数 
ⅰ 見守り機器を、当該施設の入所者の数の 10 分の１以上の数設置してい

ること。 
ⅱ 見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必要な

検討が行われていること。 
b 次に掲げる要件のいずれにも適合している場合 

夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に 10 分の６を加えた数 
ⅰ 夜勤時間帯を通じて、見守り機器を当該施設の入所者の数以上の数設

置していること。 
ⅱ 夜勤時間帯を通じて、夜勤を行う全ての介護職員又は看護職員が、情

報通信機器を使用し、職員同士の連携促進が図られていること。 
ⅲ 見守り機器を活用する際の安全体制及びケアの質の確保並びに職員の
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負担軽減に関する次に掲げる事項を実施し、かつ、見守り機器を安全
かつ有効に活用するための委員会を設置し、介護職員、看護職員その
他の職種の者と共同して、当該委員会において必要な検討を行い、及
び当該事項の実施を定期的に確認すること。 
 ⑴ 夜勤を行う職員による居室への訪問を個別に必要とする入所者

への訪問及び当該入所者に対する適切なケア等による入所者の
安全及びケアの質の確保 

⑵ 夜勤を行う職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮 
⑶ 見守り機器等の定期的な点検 
⑷ 見守り機器等を安全かつ有効に活用するための職員研修 

(4) 夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロ 
(一)経過的ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算

定していること 
(二) (3)(二)に該当するものであること。 

(5) 夜勤職員配置加算(Ⅲ)イ 
(一)(1)（一）から（二）までに該当するものであること。 
(二)夜勤時間帯を通じて、看護職員又は次のいずれかに該当する職員を１人以上

配置していること。 
ａ 介護福祉士(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改

正する法律(平成 23年法律第 72号)附則第 13条第１項に規定する特定登
録者(ｂにおいて「特定登録者」という。)及び同条第９項に規定する新
特定登録者(ｃにおいて「新特定登録者」という。)を除く。)であつて、
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和 62 年厚生省令第 49 号)第１
条各号に掲げる行為のうちいずれかの行為に係る実地研修を修了してい
る者 

ｂ 特定登録者であって、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の
一部を改正する法律附則第13条第５項に規定する特定登録証の交付を受
けている者 

ｃ 新特定登録者であって、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等
の一部を改正する法律附則第 13 条第 11 項において準用する同条第５項
に規定する新特定登録証の交付を受けている者 

ｄ 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和 62 年法律第 30 号)附則第３条第１項
に規定する認定特定行為業務従事者 

(三)（二）ａ、ｂ又はｃに該当する職員を配置する場合にあっては喀疾吸引等業
務の登録(社会福祉士及び介護福祉士法第 48 条の３第１項に規定する登録を
いう。)を、（二）ｄに該当する職員を配置する場合にあっては特定行為業務
(社会福祉士及び介護福祉士法附則第 20 条第１項に規定する特定行為業務を
いう。)の登録(社会福祉士及び介護福祉士法附則第 20 条第１項に規定する登
録をいう。)を受けていること。 

(6) 夜勤職員配置加算(Ⅲ)ロ 
(一)(2)（一）から（三）までに該当するものであること。 
(二)(5)（二）及び（三）に該当するものであること。 

(7) 夜勤職員配置加算(Ⅳ)イ 
(一)(3)（一）から（三）までに該当するものであること。 
(二)(5)（二）及び（三）に該当するものであること。 

(8) 夜勤職員配置加算(Ⅳ)ロ 
(一)(4)（一）から（三）までに該当するものであること。 
(二)(5)（二）及び（三）に該当するものであること。 

 

＜留意点＞ 

ア 夜勤を行う職員の数は、１日平均夜勤職員数とする。１日平均夜勤職員数は、暦

月ごとに夜勤時間帯（午後 10 時から翌日の午前５時までの時間を含めた連続する

16 時間をいう。）における延夜勤時間数を当該月の日数に 16 を乗じて得た数で除す
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ることによって算定し、小数点第３位以下は切り捨てるものとする。 

イ 短期入所生活介護の事業所を併設している場合又は特別養護老人ホームの空床に

おいて指定短期入所生活介護を行っている場合にあっては、短期入所生活介護の利

用者数と地域密着型介護老人福祉施設の入所者数を合算した人数を地域密着型介護

老人福祉施設の「入所者の数」とした場合に、夜勤職員基準に定める要件に従い必

要となる夜勤職員の数を上回って配置した場合に、加算を行う。 

ウ ユニット型指定介護老人福祉施設にあっては、増配した夜勤職員については、必

ずしも特定のユニットに配置する必要はないものとすること。 

エ 夜勤職員基準第１号ハの(2)ただし書に規定する見守り機器を使用する場合にお

ける基準については、以下のとおり取り扱うこととする。  

ａ 必要となる夜勤職員の数が 0.9 を加えた数以上である場合においては、次の要

件を満たすこと。 

  （ⅰ）入所者の 10 分の１以上の数の見守り機器を設置すること。 

  （ⅱ）「見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会」は、３月に１回以

上行うこと。「見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会」は、テ

レビ電話装置等（リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可

能な機器をいう。以下同じ。）を活用して行うことができるものとする。こ

の際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における

個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報シス

テムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

ｂ 必要となる夜勤職員の数が 0.6 を加えた数以上である場合（夜勤基準第第一号 

ロの⑴㈠ｆの規定に該当する場合は 0.8 を加えた数以上である場合）において

は、次の要件を満たすこと。 

（ⅰ）入所者が使用するすべての居室に見守り機器を設置すること。 

（ⅱ）インカム（マイクロホンが取り付けられたイヤホンをいう。以下 同じ。

）等の職 

          員間の連絡調整の迅速化に資する機器及び見守り機器の情報を常時受信可 

能なスマートフォンやタブレット端末等の機器を、全ての夜勤職員が使用 

し、利用者の状況を常時把握すること。 

（ⅲ）「見守り機器等を安全かつ有効に活用するための委員会」（以下 「見守り

機器等活用委員会」という。）は３月に１回以上行うこと。「見守り機器

等を安全かつ有効に活用するための委員会」は、テレビ電話装置等を活

用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚

生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのた

めのガイダンス」、厚生労働省「医療情報 システムの安全管理に関する

ガイドライン」等を遵守すること。また、見守り機器等活用委員会には

、管理者だけでなく実際に夜勤を行う職員を含む幅広い職種やユニット

リーダー等の役割の者が参画するものとし、実際に夜勤を行う職員の意

見を尊重するよう努めることとする。 

（ⅳ）「利用者の安全及びケアの質の確保に関する事項」を実施すること。具体

的には次の事項等の実施により利用者の安全及びケアの質の確保を行う

こととする。 
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イ 見守り機器等を使用する場合においても、一律に定時巡回等をとり

やめることはせず、個々の利用者の状態に応じて、個別に定時巡視

を行うこと。 

ロ 見守り機器等から得られる睡眠状態やバイタルサイン等の情報を入

所者の状態把握に活用すること。 

ハ 見守り機器等の使用に起因する事業所内で発生した介護事故又はヒ

ヤリ・ハット事例（介護事故には至らなかったが介護事故が 発生し

そうになった事例をいう。）（以下「ヒヤリ・ハット事例等」という

。）の状況を把握し、その原因を分析して再発の防止策を検討するこ

と。 

（ⅴ）「夜勤を行う職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮」に関する事項を実

施すること。具体的には、実際に夜勤を行う職員に対して アンケートや

ヒアリング等を行い、見守り機器等の導入後における次の事項等を確認

し、人員配置の検討等が行われていること。 

イ ストレスや体調不安等、職員の心身の負担が増えていないかどうか 

ロ 夜勤時間帯において、負担が過度に増えている時間帯がないかどう 

か 

ハ 休憩時間及び時間外勤務等の状況 

（ⅵ）日々の業務の中で予め時間を定めて見守り機器等の不具合がないことを

確認する等のチェックを行う仕組みを設けること。また、見守り機器等

のメーカーと連携し、定期的に点検を行うこと。 

（ⅶ）見守り機器等の使用方法の講習やヒヤリ・ハット事例等の周知、その事

例を通じた再発防止策の実習等を含む職員研修を定期的に行うこと。こ

の場合の要件で夜勤職員配置加算を取得する場合においては、３月以上

の試行期間を設けることとする。入所者の安全及びケアの質の確保を前

提にしつつ、試行期間中から見守り機器等活用委員会を設置し、当該委

員会において、見守り機器等の使用後の人員体制とその際の夜勤にあた

る職員の負担のバランスに配慮しながら、見守り機器等の使用にあたり

必要な人員体制等を検討し、安全体制及びケアの質の確保、職員の負担

軽減が図られていることを確認した上で、「テクノロジーの活用」に係る

届出をすること。なお、試行期間中においては、通常の夜勤職員配置加

算の要件を満たすこととする。届出にあたり、都道府県等が当該委員会

における検討状況を確認できるよう、当該委員会の議事概要を提出する

こと。また、介護事業所のテクノロジー活用に関して、厚生労働省が行

うケアの質や職員の負担への影響に関する調査・検証等への協力に努め

ること。 

 

⑫ 準ユニットケア加算について  ５単位／日 

＊ 施設の一部のみで加算の要件を満たす場合、当該要件を満たす部分に入所する者につ

いてのみ加算を算定して差し支えない。 

ア 12 人を標準とする準ユニットにおいてケアを行っていること。 

イ プライバシーの確保に配慮した個室的なしつらえを整備し、準ユニットごとに利用で

きる共同生活室を設けていること。 
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ａ 「プライバシーの確保に配慮した個室的なしつらえ」とは、可動でないもので隔

てることまでを要するものではないが、視線が遮断されることを前提とする。建具

による仕切りは認めるが、家具やカーテンによる仕切りでは不可とする。また、天

井から隙間が空いていることは認める。 

ｂ １人当たりの面積基準については、４人部屋に中廊下を設けて居室を仕切るなど

様々な工夫が考えられることから、仕切られた空間についての１人当たり面積基準

は設けず、多床室全体として１人当たりの面積基準を満たしていれば足りる。 

    ウ 人員配置 

ａ 日中については、準ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員を配置

すること。 

ｂ 夜間（午後６時から午後 10 時までの時間をいう。）及び深夜（午後 10 時から午前

６時までの時間をいう。）において、２準ユニットごとに１人以上の介護職員又は

看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。 

ｃ 準ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。 

 

⑬ 生活機能向上連携加算について  

生活機能向上連携加算（Ⅰ）  １００単位／月 

生活機能向上連携加算（Ⅱ）  ２００単位／月 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域

密着型介護老人福祉施設において、外部との連携により、入所者の身体の状況等の評価を

行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、生活

機能向上連携加算（Ⅰ）については、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を

見直した場合を除き、３月に１回を限度として１月につき 100 単位、生活機能向上連携加

算（Ⅱ）については１月につき 200 単位を所定単位数に加算する。ただし、上記に掲げる

いずれかの加算を算定している場合においては、上記に掲げるその他の加算は算定しない｡ 

また、個別機能訓練加算を算定している場合、生活機能向上連携加算（Ⅰ）は算定せず､

生活機能向上連携加算（Ⅱ）は１月につき 100 単位を所定単位数に算定する。 

生活機能向上連携加算（Ⅰ）について 

生活機能向上連携加算（Ⅰ）は個別機能訓練計画に基づき個別機能訓練を提供した

初回の月に限り、算定されるものである。なお、アの助言に基づき個別機能訓練計画

を見直した場合には、本加算を再度算定することは可能であるが、利用者の急性増悪

等により個別機能訓練計画を見直した場合を除き、個別機能訓練計画に基づき個別機

能訓練を提供した初回の月の翌月及び翌々月は本加算を算定しない。 

また、次のいずれにも適合すること。 

ア 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリ

ハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士、作業療法士、言語聴

覚士又は医師（以下この号において「理学療法士等」という。）の助言に基づき、当

該施設の機能訓練指導員等が共同して利用者の身体状況等の評価及び個別機能訓練

計画の作成を行っていること。その際、理学療法士等は、機能訓練指導員等に対し

、日常生活上の留意点、介護の工夫等に関する助言を行うこと。 

ａ 「リハビリテーションを実施している医療提供施設」とは、診療報酬における

疾患別リハビリテーション料の届出を行っている病院若しくは診療所又は介護
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老人保健施設、介護療養型医療施設若しくは介護医療院であって、病院にあっ

ては、許可病床数が 200 床未満のもの又は当該病院を中心とした半径４キロメ

ートル以内に診療所が存在しないものに限る。 

ｂ 個別機能訓練計画の作成に当たっては、指定訪問リハビリテーション事業所、

指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医

療提供施設の理学療法士等は、当該利用者のＡＤＬ（寝返り、起き上がり、移

乗、歩行、着衣、入浴、排せつ等）及びＩＡＤＬ（調理、掃除、買物、金銭管

理、服薬状況等）に関する状況について、指定訪問リハビリテーション事業所

、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している

医療提供施設の場において把握し、又は、指定地域密着型通所介護事業所の機

能訓練指導員等と連携してＩＣＴを活用した動画やテレビ電話を用いて把握し

た上で、当該指定地域密着型通所介護事業所の機能訓練指導員等に助言を行う

こと。なお、ＩＣＴを活用した動画やテレビ電話を用いる場合においては、理

学療法士等がＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する利用者の状況について適切に把握す

ることができるよう、理学療法士等と機能訓練指導員等で事前に方法等を調整

するものとする。 

ｃ 個別機能訓練計画には、利用者ごとにその目標、実施時間、実施方法等の内容

を記載しなければならない。目標については、利用者又はその家族の意向及び

当該利用者を担当する介護支援専門員の意見も踏まえ策定することとし、当該

利用者の意欲の向上につながるよう、段階的な目標を設定するなど可能な限り

具体的かつ分かりやすい目標とすること。なお、個別機能訓練計画に相当する

内容を地域密着型通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって個別

機能訓練計画の作成に代えることができるものとすること。 

イ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能向上を目的とする機

能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練

を適切に提供していること。 

ウ 機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、利用者ごとに保管

され、常に当該事業所の機能訓練指導員等により閲覧が可能であるようにすること｡ 

エ アの評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を３月ごとに１回以上評価し

、利用者又はその家族に対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を

説明し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。 

ａ 機能訓練指導員等は、各月における評価内容や目標の達成度合いについて、利

用者又はその家族及び理学療法士等に報告・相談し、理学療法士等から必要な

助言を得た上で、必要に応じて当該利用者又はその家族（以下このエにおいて

「利用者等」という。）の意向を確認の上、当該利用者のＡＤＬやＩＡＤＬの改

善状況を踏まえた目標の見直しや訓練内容の変更など適切な対応を行うこと。 

ｂ  理学療法士等は、機能訓練指導員等と共同で、３月ごとに１回以上、個別機

能訓練の進捗状況等について評価した上で、機能訓練指導員等が利用者又はそ

の家族に対して個別機能訓練計画の内容（評価を含む。）や進捗状況等を説明し

ていること。 

  また、利用者等に対する説明は、テレビ電話装置等を活用して行うことができ

るものとすること。ただし、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の
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同意を得なければならないこと。なお、テレビ電話装置等の活用に当たっては

、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報

の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管

理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

生活機能向上連携加算（Ⅱ）について 

次のいずれにも適合すること。 

ア 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリ

ハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等が、当該施設を訪問

し、当該施設の機能訓練指導員等が共同して利用者の身体状況等の評価及び個別機

能訓練計画の作成を行っていること。その際、理学療法士等は、機能訓練指導員等

に対し、日常生活上の留意点、介護の工夫等に関する助言を行うこと。 

＊ 「リハビリテーションを実施している医療提供施設」とは、診療報酬における

疾患別リハビリテーション料の届出を行っている病院若しくは診療所又は介護

老人保健施設、介護療養型医療施設若しくは介護医療院であって、病院にあっ

ては、許可病床数が 200 床未満のもの又は当該病院を中心とした半径４キロメ

ートル以内に診療所が存在しないものに限る。 

イ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能向上を目的とする機

能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練

を適切に提供していること。 

ウ アの評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を３月ごとに１回以上評価し

、利用者又はその家族に対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を

説明し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。 

ａ 機能訓練指導員等は、各月における評価内容や目標の達成度合いについて、利

用者又はその家族及び理学療法士等に報告・相談し、理学療法士等から必要な

助言を得た上で、必要に応じて当該利用者又はその家族の意向を確認の上、当

該利用者のＡＤＬやＩＡＤＬの改善状況を踏まえた目標の見直しや訓練内容の

変更など適切な対応を行うこと。 

ｂ 理学療法士等は、３月ごとに１回以上指定地域密着型通所介護事業所を訪問し

、機能訓練指導員等と共同で個別機能訓練の進捗状況等について評価した上で

、機能訓練指導員等が、利用者又はその家族に対して個別機能訓練計画の内容

（評価を含む。）や進捗状況等を説明し記録するとともに、必要に応じて訓練内

容の見直し等を行うこと。 

エ 生活機能向上連携加算(Ⅰ)アｃ、イ及びウによること。なお、個別機能訓練加算

を算定している場合は、別に個別機能訓練計画を作成する必要はないこと。 

 

 

 

⑭ 個別機能訓練加算について 

  個別機能訓練加算（Ⅰ）  １２単位／日 

  個別機能訓練加算（Ⅱ）  ２０単位／月 

専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を１名以上配置しているも

のとして市に届け出た地域密着型介護老人福祉施設において、入所者に対して、機能訓練
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指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、入所者ごとに個

別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っている場合は、個

別機能訓練加算（Ⅰ）を加算する。また、個別機能訓練加算（Ⅰ）を算定している場合で

あって、かつ、個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施

に当たって、当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用し

た場合は、個別機能訓練加算（Ⅱ）を加算する。 

ア 理学療法士等が個別機能訓練計画に基づき、計画的に行った機能訓練について算定す

る。 

イ 機能訓練は、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を１名以上配

置して行うこと。 

ウ 個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談

員その他の職種の者が共同して、入所者毎にその目標、実施方法等を内容とする個別機

能訓練計画を作成し、これに基づいて行った個別機能訓練の効果、実施方法等について

評価等を行うこと。 

エ 個別機能訓練を行う場合は、開始時及びその３月ごとに１回以上入所者に対して個別

機能訓練計画の内容を説明し、記録する。利用者に対する説明は、テレビ電話装置等を

活用して行うことができるものとすること。ただし、テレビ電話装置等の活用について

当該利用者の同意を得なければならないこと。なお、テレビ電話装置等の活用に当たっ

ては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適

切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガ

イドライン」等を遵守すること。 

オ 個別機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、入所者ごとに保管

され、常に当該施設の個別機能訓練の従事者により閲覧が可能であるようにすること。 

カ 個別機能訓練加算については、単に体制があるだけでなく、体制を整えた上で個別に

計画を作成するなどプロセスを評価するものであることから、入所者の同意が得られな

い場合には算定できないが、原則として、全ての入所者について計画を作成してその同

意を得るよう努めることが望ましい。 

キ 厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥ

への提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算

に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい｡ 

＊ サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を  

活用し、利用者の状態に応じた個別機能訓練計画の作成（Plan）、当該計画に基づく

個別機能訓練の実施（Do)、当該実施内容の評価（Check）、その評価結果を踏まえた

当該計画の見直し・改善（Action）の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により

、サービスの質の管理を行うこと。 

＊ 提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上

に資するため、適宜活用されるものである。 

 

⑮ ＡＤＬ維持等加算について 

 ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）  ３０単位／月（ア、イ、ウの要件のすべて） 

 ＡＤＬ維持等加算（Ⅱ）  ６０単位／月（ア、イ、エの要件のすべて） 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地
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域密着型介護老人福祉施設において、入所者に対して指定地域密着型介護老人福祉施設入

所者生活介護を行った場合は、評価対象期間（算定を開始する月の初日の属する年の前年

の同月から十二月後までの期間）の満了日の属する月の翌月から 12 月に限り、当該基準

に掲げる区分に従い、１月につき上記に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 

ア  評価対象者（当該事業所又は施設の利用期間（イにおいて「評価対象利用期間」とい

う。）が６月を超える者をいう。）の総数が 10 人以上であること。 

イ  評価対象者全員について、評価対象利用期間の初月（以下「評価対象利用開始月」と

いう。）と、当該月の翌月から起算し起算して６月目（６月目にサービスの利用がない場

合については当該サービスの利用があった最終の月）においてＡＤＬを評価し、その評

価に基づく値（以下この号において「ＡＤＬ値」という。）を測定し、測定した日が属す

る月ごとに厚生労働省に当該測定を提出していること。 

ウ 評価対象利用者の評価対象利用開始月の翌月から起算して６月目の月に測定したＡＤ

Ｌ値から評価対象利用開始月に測定したＡＤＬ値を控除して得た値を用いて一定の基準

に基づき算出した値（以下「ＡＤＬ利得」という。）の平均値が一以上であること。 

エ 評価対象利用者のＡＤＬ利得の平均値が２以上であること。 

 

＜要件＞ 

ａ ＡＤＬの評価は、一定の研修を受けた者により、Barthel Index を用いて行うも

のとする。 

ｂ 厚生労働省へのＡＤＬ値の提出は、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。 

ｃ ＡＤＬ利得は、評価対象利用開始月の翌月から起算して６月目の月に測定したＡ

ＤＬ値から、評価対象利用開始月に測定したＡＤＬ値を控除して得た値に、次の

表の左欄に掲げる者に係る同表の中欄の評価対象利用開始月に測定したＡＤＬ値

に応じてそれぞれ同表の右欄に掲げる値を加えた値を平均して得た値とする。 

１ ２以外の者 ＡＤＬ値が０以上 25 以下 ３ 

ＡＤＬ値が 30 以上 50 以下  ３ 

ＡＤＬ値が 55 以上 75 以下 ４ 

ＡＤＬ値が 80 以上 100 以下 ５ 

２ 評価対象利用開始月に

おいて、初回の要介護認定

があった月から起算して

12 月以内である者 

ＡＤＬ値が０以上 25 以下 ２ 

ＡＤＬ値が 30 以上 50 以下 ２ 

ＡＤＬ値が 55 以上 75 以下 ３ 

ＡＤＬ値が 80 以上 100 以下 ４ 

ｄ ｃにおいてＡＤＬ利得の平均を計算するに当たって対象とする者は、ＡＤＬ利得

の多い順に、上位100分の10に相当する利用者（その数に１未満の端数が生じたと

きは、これを切り捨てるものとする。）及び下位100分の10に相当する利用者（そ

の数に１未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。）を除く利用

者（以下「評価対象利用者」という。）とする。 

ｅ 他の施設や事業所が提供するリハビリテーションを併用している利用者について

は、リハビリテーションを提供している当該他の施設や事業所と連携してサービ

スを実施している場合に限り、ＡＤＬ利得の評価対象利用者に含めるものとする｡ 

ｆ 令和４年度以降に加算を算定する場合であって、加算を取得する月の前年の同月

に、基準に適合しているものとして市町村長に届け出ている場合には、届出の日
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から 12 月後までの期間を評価対象期間とする。 

 

⑯ 若年性認知症入所者受入加算について  １２０単位／日 

ア 受け入れた若年性認知症利用者（法令に規定する初老期における認知症によって要介

護者となった者）ごとに個別の担当者を定めていること。 

＊ 担当者を中心に、当該入所者の特性やニーズに応じたサービス提供を行うこと。 

イ 認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合は算定できない。 

 

⑰ 専従の常勤医師を配置している場合   ２５単位／日 

常勤専従の医師を１名以上配置していること。 

 

⑱ 精神科医師による療養指導が月２回以上行われている場合  ５単位／日 

ア 認知症である入所者（医師が認知症と診断した者等）が全入所者の３分の１以上を占

めること。 

＊ 常に、認知症である入所者の数を的確に把握する必要があること。 

イ 精神科を担当する医師が月２回以上定期的に療養指導を実施していること。 

ａ 「精神科を担当する医師」は、精神科を標ぼうしている医療機関において精神科を

担当している医師を指すものであることが原則であるが、過去に相当期間、精神科

を担当する医師であった場合や精神保健指定医の指定を受けているなど、その専門

性が担保されていると判断できる場合は算定できる。 

ｂ 精神科を担当する医師について、常勤の医師に係る加算（⑯の加算）が算定されて

いる場合は、本加算は算定されない。 

ｃ 当該施設の配置医師（嘱託医）が１名であり、当該医師が精神科を担当する医師も

兼ねる場合は、配置医師として勤務する回数のうち月４回（１回あたりの勤務時間

３～４時間程度）までは加算の算定の基礎としない。 

ｄ 療養指導を行った記録等を残しておくこと。 

 

⑲ 障害者生活支援体制加算について（いずれかのみ加算） 

障害者生活支援体制加算（Ⅰ） ２６単位／日（ア及びイ） 

障害者生活支援体制加算（Ⅱ） ４１単位／日（ウ及びエ） 

ア 入所者のうち、視覚、聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者又は重度の知的障

害者若しくは精神障害者（以下「視覚障害者等」という。）である入所者の占める割合が

100 分の 30 以上であること。 

イ 常勤専従の障害者生活支援員（視覚障害者等に対する生活支援に関し専門性を有する

者）を１名以上配置していること。 

ウ 入所者のうち､視覚障害者等である入所者の占める割合が100分の50以上であること｡ 

エ 常勤専従の障害者生活支援員（視覚障害者等に対する生活支援に関し専門性を有する

者）を２名以上配置していること。 

    ＊ 「障害者生活支援員」は、点字の指導、点訳、歩行支援、手話通訳等を行うことが

できる者、知的障害者福祉司の資格を有する者、精神保健福祉士等であること。 

 

⑳ 入院・外泊時の費用の算定について  所定単位数に代えて２４６単位／日 
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入所者が病院・診療所への入院を要した場合及び入所者に対して居宅における外泊を認

めた場合は、１月に６日を限度として所定単位数に代えて算定する。ただし、入院・外泊

の初日及び最終日は、算定できない。 

ア 入院・外泊の期間中にそのまま退所した場合は、退所した日の外泊時の費用は算定で

きる。また、外泊の期間中にそのまま併設医療機関に入院した場合は、入院日以降につ

いては外泊時の費用は算定できない。 

イ 入院・外泊の期間中で、かつ、入院・外泊時の費用の算定期間中にあっては、当該入

所者が使用していたベッドを他のサービスに利用することなく空けておくことが原則で

あるが、当該入所者の同意があれば、そのベッドを短期入所生活介護に活用することは

可能である。ただし、この場合に、入院・外泊時の費用は算定できない。 

ウ １回の入院・外泊で月をまたがる場合は、最大で連続 13 泊（12 日分）まで入院・外

泊時の費用の算定が可能。 

エ 外泊の期間中は、居宅介護サービス費は算定されない。 

 

㉑ 外泊時在宅サービス利用の費用について  所定単位数に代えて５６０単位／日 

入所者に対して居宅における外泊を認め、地域密着型介護老人福祉施設が居宅サービス

を提供する場合は、１月に６日を限度として、所定単位数に代えて算定する。ただし、外

泊の初日及び最終日は算定できず、「⑳入院・外泊時の費用」を算定する場合は算定できな

い。 

ア 外泊時在宅サービスの提供を行うに当たっては、その病状及び身体の状況に照らし、

医師、看護・介護職員、支援相談員、介護支援専門員等により、その居宅において在宅

サービス利用を行う必要性があるかどうか検討すること。 

イ 当該入所者又は家族に対し、この加算の趣旨を十分説明し、同意を得た上で実施する

こと。 

ウ 外泊時在宅サービスの提供に当たっては、地域密着型介護老人福祉施設の介護支援専

門員が、外泊時利用サービスに係る在宅サービス計画を作成するとともに従業者又は指

定居宅サービス事業者等との連絡調整を行い、その利用者が可能な限りその居宅におい

て、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように配慮した計画

を作成すること。 

エ 外泊時在宅サービス利用の費用の算定期間中は、施設の従業者又は指定居宅サービス

事業者等により、計画に基づく適切な居宅サービスを提供することとし、居宅サービス

の提供を行わない場合は、この加算は対象とならない。 

オ 利用者の外泊期間中は、当該利用者の同意があれば、そのベッドを短期入所生活介護

に活用することは可能であるが、この場合において外泊時在宅サービスの費用を併せて

算定することはできない。 

 

㉒ 初期加算について  ３０単位／日 

ア 入所した日から起算して 30 日以内の期間について加算する。 

ａ 「入所日から 30 日間」中に入院又は外泊をした場合、その間は算定できない。       

ｂ  過去３月間（ただし、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者の場合

は過去１月間とする。）の間に、当該施設に入所したことがない場合に限り算定でき

る。 
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なお、当該施設の併設（単独型の場合であっても同一敷地等の場合は含まれる場

合あり）又は空床利用の短期入所生活介護を利用していた者が日を空けることなく

引き続き当該施設に入所した場合（短期入所から退所した翌日に当該施設に入所し

た場合を含む。）については、入所直前の短期入所生活介護の利用日数を 30 日から

控除して得た日数に限り算定すること。 

イ 30 日を超える病院又は診療所への入院後に再入所した場合は、前項にかかわらず、加

算が算定される。 

 

㉓ 再入所時栄養連携加算について  ２００単位 

ア 地域密着型介護老人福祉施設に入所（一次入所）している者が退所し病院又は診療所

に入院した場合で、当該者が退院した後に再度当該施設に入所（二次入所）する際、二

次入所において必要となる栄養管理が、一次入所の際に必要としていた栄養管理とは大

きく異なるため、当該施設の管理栄養士が当該病院又は診療所の管理栄養士と連携し当

該者に関する栄養ケア計画を策定した場合に、入所者１人につき１回を限度として加算

を算定する。 

ａ 一次入所時に経口により食事を摂取していた者が、医療機関に入院し、当該入院中

に、経管栄養又は嚥下調整食の新規導入となった場合であって、当該者が退院した

後、直ちに再度当該施設に二次入所した場合を対象とすること。 

ｂ  当該施設の管理栄養士が当該者の入院する医療機関を訪問の上、当該医療機関で

の栄養に関する指導又はカンファレンスに同席し、当該医療機関の管理栄養士と連

携して、二次入所後の栄養ケア計画を作成すること。 

指導又はカンファレンスへの同席は、テレビ電話装置等を活用して行うことがで

きるものとする。ただし、当該者又はその家族が参加する場合にあっては、テレビ

電話装置等の活用について当該者等の同意を得なければならない。なお、テレビ電

話装置等の活用に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係

事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情

報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

ｃ 当該栄養ケア計画について、二次入所後に入所者又はその家族の同意が得られた場

合に算定すること。 

イ 栄養管理減算を算定している場合は、算定しないこと。 

ウ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

㉔ 退所前訪問相談援助加算・退所後訪問相談援助加算について 

退所前訪問相談援助加算  ４６０単位／回 

退所後訪問相談援助加算  ４６０単位／回 

ア 退所前訪問相談援助加算について 

＊ 入所期間が１月を超えると見込まれること。 

＊ 入所者の退所に先立って、介護支援専門員、生活相談員、看護職員、機能訓練指導

員又は医師のいずれかの職種の者が、入所者が退所後生活する居宅を訪問し、入所

者及びその家族等に対して退所後の居宅サービス、地域密着型サービスその他の保

健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助を行った場合に、入所中１回（

入所後早期に退所前訪問相談援助の必要があると認められる入所者にあっては、２
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回）を限度として算定する。 

ａ １回目の訪問相談援助は、退所を念頭においた地域密着型施設サービス計画の策定

に当たって行われるものである。２回目の訪問相談援助は、退所後在宅又は社会福

祉施設等における生活に向けた最終調整を目的として行われるものである。 

ｂ 退所日に算定すること。 

イ 退所後訪問相談援助加算について 

退所後 30 日以内に入所者の居宅を訪問し、入所者及びその家族等に対して相談援助を

行った場合に、退所後１回を限度として算定する。 

＊ 訪問日に算定すること。 

ウ 共通事項 

退所後に居宅でなく、他の社会福祉施設等（病院、診療所及び介護保険施設を含まず

、有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、認知症高齢者グループホームを

いう。）に入所する場合であって、入所者の同意を得て、当該社会福祉施設等を訪問し、

連絡調整、情報提供等を行ったときも、同様に算定する。 

ａ  次の場合には、加算は算定できない。 

（ⅰ）退所して病院又は診療所へ入院する場合 

（ⅱ）退所して他の介護保険施設へ入院又は入所する場合 

（ⅲ）死亡退所の場合 

ｂ  相談援助は、介護支援専門員、生活相談員、看護職員、機能訓練指導員又は医師が

協力して行うこと。 

ｃ  相談援助は、入所者及びその家族等のいずれにも行うこと。 

ｄ  相談援助を行った日及び相談援助の内容の要点に関する記録を行うこと。 

 

㉕  退所時相談援助加算について  ４００単位／回 

  ア 入所期間が１月を超えること。 

イ 退所し、居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において

、退所時に入所者及びその家族等に対して、退所後の居宅サービス、地域密着型サービ

スその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助を行うこと。 

ウ 入所者の同意を得て、退所の日から２週間以内に市町村及び老人介護支援センターに

対して、入所者の介護状況を示す文書を添えて居宅サービス又は地域密着型サービスに

必要な情報を提供した場合に、入所者１人につき１回を限度として算定する。 

＊  居宅サービスに必要な情報提供については、老人介護支援センターに替え、地域包

括支援センターに対して行った場合についても、算定できる。 

エ 退所後に居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、入所者の同意を

得て、当該社会福祉施設等に対して入所者の介護状況を示す文書を添えて、処遇に必要

な情報を提供したときも、同様に算定する。 

ａ 退所時相談援助の内容は、次のようなものであること。 

（ⅰ）食事、入浴、健康管理等在宅又は社会福祉施設等における生活に関する相談援助 

（ⅱ）運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う各種訓練等に関

する相談援助 

（ⅲ）家屋の改善に関する相談援助 

（ⅳ）介助方法に関する相談援助 
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ｂ 「㉔」の「ウ」共通事項の「ａ」から「ｄ」は、退所時相談援助加算について準用

する。 

 

㉖ 退所前連携加算について   ５００単位／回 

ア 入所期間が１月を超えること。 

イ 退所し、居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において

、退所に先立って入所者が利用を希望する居宅介護支援事業者に対して、入所者の同意

を得て、入所者の介護状況を示す文書を添えて居宅サービス又は地  域密着型サービス

に必要な情報を提供すること。 

ウ 居宅介護支援事業者と連携して退所後の居宅サービス又は地域密着型サービスの利用

に関する調整を行った場合に、入所者１人につき１回を限度として退所日に算定する。 

ａ 連携を行った日及び連携の内容の要点に関する記録を行うこと。 

ｂ 「㉔」の「ウ」共通事項の「ａ」及び「ｂ」は、退所前連携加算について準用する。 

ｃ 在宅・入所相互利用加算の対象となる入所者について退所前連携加算を算定する場

合には、最初に在宅期間に移るときにのみ算定できる。 

 

㉗ 栄養マネジメント強化加算について  １１単位／日 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして市町村長に届け出た指定地域密着

型介護老人福祉施設において、入所者ごとの継続的な栄養管理を強化して実施した場合に

加算する。 

原則として入所者全員を対象として入所者ごとに当該基準に掲げる要件を満たした場合

に、当該施設の入所者全員に対して算定できるものであること。 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

ア 管理栄養士を常勤換算方法（指定地域密着型サービス基準第二条第七号に規定する常

勤換算方法をいう。）で、入所者の数を 50 で除して得た数以上配置していること。ただ

し、常勤の栄養士を１名以上配置し、当該栄養士が給食管理を行っている場合にあって

は、管理栄養士を常勤換算方式で、入所者の数を 70 で除して得た数以上配置しているこ

と。 

なお、当該算出にあたり、調理業務の委託先において配置される栄養士及び管理栄養

士の数は含むことはできないこと。 

ａ 暦月ごとの職員の勤務延時間数を、当該施設において常勤の職員が勤務すべき時間

で除することによって算出するものとし、小数点第２位以下を切り捨てるものとす

る。なお、やむを得ない事情により、配置されていた職員数が一時的に減少した場

合は、１月を超えない期間内に職員が補充されれば、職員数が減少しなかったもの

とみなすこととする。 

ｂ 員数を算定する際の入所者数は、当該年度の前年度（毎年４月１日に始まり翌年３

月 31 日をもって終わる年度とする。以下同じ。）の平均を用いる（ただし、新規開

設又は再開の場合は推定数による。）。この場合、入所者数の平均は、前年度の全入

所者の延数を当該前年度の日数で除して得た数とする。この平均入所者の算定に当

たっては、小数点第２位以下を切り上げるものとする。 

イ 低栄養状態にある入所者又は低栄養状態のおそれのある入所者に対して、医師、歯科

医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して作成した栄養
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ケア計画に従い、当該入所者の栄養管理をするための食事の観察を定期的に行い、当該

入所者ごとの栄養状態、心身の状況及び嗜好を踏まえた食事の調整等を実施すること。 

ウ イに規定する以外の入所者に対しても、食事の観察の際に変化を把握し、問題がある

場合は、早期に対応していること。 

エ 当該加算における低栄養状態のリスク評価は、「リハビリテーション・個別機能訓練、

栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の

提示について」（令和３年３月 16 日老認発 0316 第３号、老老発 0316 第２号）第４に基

づき行うこと。ただし、低栄養状態のリスクが中リスク者のうち、経口による食事の摂

取を行っておらず、栄養補給法以外のリスク分類に該当しない場合は、低リスク者に準

じた対応とすること。 

オ 低栄養状態のリスクが、中リスク及び高リスクに該当する者に対し、管理栄養士等が

以下の対応を行うこと。 

ａ   基本サービスとして、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員そ

の他の職種の者が共同して作成する栄養ケア計画に、低栄養状態の改善等を行うた

めの栄養管理方法や食事の観察の際に特に確認すべき点等を示すこと。 

ｂ  当該栄養ケア計画に基づき、食事の観察を週３回以上行い、当該入所者の栄養状

態、食事摂取量、摂食・嚥下の状況、食欲・食事の満足感、嗜好を踏まえた食事の

調整や、姿勢、食具、食事の介助方法等の食事環境の整備等を実施すること。食事

の観察については、管理栄養士が行うことを基本とし、必要に応じ、関連する職種

と連携して行うこと。やむを得ない事情により、管理栄養士が実施できない場合は

、介護職員等の他の職種の者が実施することも差し支えないが、観察した結果につ

いては、管理栄養士に報告すること。 

なお、経口維持加算を算定している場合は、当該加算算定に係る食事の観察を兼

ねても差し支えない。 

ｃ   食事の観察の際に、問題点が見られた場合は、速やかに関連する職種と情報共有

を行い、必要に応じて栄養ケア計画を見直し、見直し後の計画に基づき対応するこ

と。 

ｄ   当該入所者が退所し、居宅での生活に移行する場合は、入所者又はその家族に対

し、管理栄養士が退所後の食事に関する相談支援を行うこと。また、他の介護保険

施設や医療機関に入所（入院）する場合は、入所中の栄養管理に関する情報（必要

栄養量、食事摂取量、嚥下調整食の必要性（嚥下食コード）、食事上の留意事項等）

を入所先（入院先）に提供すること。 

カ 低栄養状態のリスクが低リスクに該当する者については、上記オｂに掲げる食事の観

察の際に、あわせて食事の状況を把握し、問題点がみられた場合は、速やかに関連する

職種と情報共有し、必要に応じて栄養ケア計画を見直し、見直し後の計画に基づき対応

すること。 

キ 入所者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、継続的な栄養管理の実施に当

たって、当該情報その他継続的な栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を

活用していること。情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦ

Ｅへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加

算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照された

い。 
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サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活

用し、利用者の状態に応じた栄養ケア計画の作成（Plan）、当該計画に基づく支援の提供

（Do）、当該支援内容の評価（Check）、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善

（Action）の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービスの質の管理を行う

こと。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に

資するため、適宜活用されるものである。 

ク 定員超過利用・人員基準欠如のいずれにも該当しないこと。 

 

㉘ 経口移行加算について  ２８単位／日 

ア 医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他

の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経口による食

事の摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合であって、当該計画に従い、

医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員

による支援が行われた場合は、当該計画が作成された日から起算して 180 日以内の期間

に限り１日につき所定単位数を加算する。 

イ 栄養管理減算を算定している場合は算定しない。 

ウ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

エ 経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画に基づき、管理栄養士又は栄養士

が行う栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員が行う支援が、当該計画が作成された日か

ら起算して 180 日を越えた期間に行われた場合であっても、経口による食事の摂取が一

部可能な者であって、医師の指示の基づき継続して経口による食事の摂取を進めるため

の栄養管理及び支援が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できる。 

ａ 現に経管により食事を摂取している者であって、経口による食事の摂取を進めるた

めの栄養管理及び支援が必要であるとして、医師の指示を受けた者を対象とするこ

と。 

ｂ  医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、言語聴覚士、介護支援専門員その他の職

種の者が共同して、経口による食事の摂取を進めるための栄養管理の方法等を示し

た経口移行計画を作成すること（栄養ケア計画と一体のものとして作成すること。）。 

また、当該計画については、入所者又はその家族に説明し、その同意を得ること。 

ｃ 経口移行計画に基づき、経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援を

実施すること。 

ｄ  加算の算定期間は、経口からの食事の摂取が可能となり経管による食事の摂取を終

了した日までの期間とするが、その期間は入所者又はその家族の同意を得た日から

起算して、180 日以内の期間に限る。 

ｅ 上記の栄養管理及び支援が、入所者又はその家族の同意を得られた日から起算して、

180 日を超えて実施される場合でも、経口による食事の摂取が一部可能な者であっ

て、医師の指示に基づき、継続して経口による食事の摂取を進めるための栄養管理

及び支援が必要とされる場合にあっては、引き続き当該加算を算定できる。ただし、

この場合において、医師の指示はおおむね２週間ごとに受けること。 

ｆ 経管栄養法から経口栄養法への移行は、場合によっては、誤嚥性肺炎の危険も生じ

うることから、次の⒜から⒟までについて確認した上で実施すること。 
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（ⅰ）全身状態が安定していること（血圧、呼吸、体温が安定しており、現疾患の

病態が安定していること）。 

（ⅱ）刺激しなくても覚醒を保っていられること。 

（ⅲ）嚥下反射が見られること（唾液嚥下や口腔、咽頭への刺激による喉頭挙上が

認められること。）。 

（ⅳ）咽頭内容物を吸引した後は唾液を嚥下しても「むせ」がないこと。 

ｈ 経口移行加算を 180 日間にわたり算定した後、経口摂取に移行できなかった場合に

、期間を空けて再度経口摂取に移行するための栄養管理及び支援を実施した場合は

、当該加算は算定できない。 

ｉ 入所者の口腔の状態によっては、歯科医療における対応を要する場合も想定される

ことから、必要に応じて、介護支援専門員を通じて主治の歯科医師への情報提要を

実施するなどの適切な措置を講ずること。 

 

㉙ 経口維持加算について 

経口維持加算(Ⅰ)    ４００単位／月 

経口維持加算(Ⅱ)    １００単位／月 

ア 経口維持加算(Ⅰ)について 

ａ 別に厚生労働大臣の基準が定める基準に適合する地域密着型介護老人福祉施設にお

いて、現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤嚥が認

められる入所者に対して、医師又は歯科医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管

理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管

理をするための食事の観察及び会議等を行い、入所者ごとに、経口による継続的な

食事の摂取を進めるための経口維持計画を作成している場合であって、当該計画に

従い、医師又は歯科医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士が、栄養管理を行っ

た場合に、１月につき所定単位数を加算する。 

「厚生労働大臣が定める基準」 

（ⅰ）定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

（ⅱ）入所者の摂食・嚥下機能が医師の診断により適切に評価されていること。 

（ⅲ）誤嚥等が発生した場合の管理体制が整備されていること。 

（ⅳ）食形態の配慮など誤嚥防止のための適切な配慮がされていること。 

（ⅴ）（ⅱ）から（ⅳ）までについて医師、管理栄養士、看護職員、介護支援専門

員その他の職種の者が共同して実施するための体制が整備されていること。 

 

 

 

ｂ 栄養管理減算又は経口移行加算を算定している場合は、算定しない。 

＊ 次に掲げる（ⅰ）から（ⅳ）までの通り実施すること。 

（ⅰ）現に経口により食事を摂取している者であって、摂食機能障害（食事の摂取に関

する認知機能の低下を含む。）を有し、水飲みテスト（「氷砕片飲み込み検査」、「

食物テスト（food test）」、「改訂水飲みテスト」などを含む。）、頸部聴診法、造

影撮影、内視鏡検査等により誤嚥が認められる（喉頭侵入が認められる場合及び

食事の摂取に関する認知機能の低下により誤嚥の有無に関する検査を実施するこ

「管理体制」 

食事の中止、十分な排痰、医師又は歯科医師との緊密な連携等が迅速に行われ

る体制とすること。 

-46-



とが困難である場合を含む。）ことから、継続して経口による食事の摂取を進める

ための特別な管理が必要であるものとして、医師又は歯科医師の指示を受けたも

のを対象とする。ただし、歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受

ける管理栄養士等が、対象となる入所者に対する療養のために必要な栄養の指導

を行うに当たり、主治の医師の指導を受けている場合に限る（以下同じ。） 

 

（ⅱ）月１回以上、医師、歯科医師、管理栄養士、看護職員、言語聴覚士、介護支援専

門員その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするための食事の観察及

び会議等を行い、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な管理の方

法等を示した経口維持計画の作成を行うとともに、必要に応じた見直しを行うこ

と。また、当該経口維持計画の作成及び見直しを行った場合においては、特別な

管理の対象となる入所者又はその家族に説明し、その同意を得ること。 

＊ 入所者の栄養管理をするための会議は、テレビ電話装置等を活用して行うこ

とができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・

介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生

労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守する

こと。 

（ⅲ）当該計画に基づき、栄養管理を実施すること。 

＊ 加算の算定期間は、摂食機能障害及び誤嚥が認められなくなったと医師又は

歯科医師が判断した日までの期間とするが、その期間は入所者又はその家族

の同意を得られた日の属する月から起算して、６月以内の期間に限る。 

（ⅳ）入所者又はその家族の同意を得られた日の属する月から起算して６月を超えた場

合でも、水飲みテスト、頸部聴診法、造影撮影、内視鏡検査等により、引き続き

、摂食機能障害及び誤嚥が認められ（喉頭侵入が認められる場合を含む。）、継続

して経口による食事の摂取を進めるための特別な管理が必要であるものとして医

師又は歯科医師の指示がなされ、また、当該特別な管理を継続することについて

の入所者の同意が得られた場合にあっては、引き続き当該加算を算定できる。 

＊ ただし、（ⅰ）又は（ⅱ）における医師又は歯科医師の指示は、おおむね１月ごとに受

けるものとする。 

イ 経口維持加算(Ⅱ)について 

協力歯科医療機関を定めている地域密着型介護老人福祉施設が、経口維持加算（Ⅰ

）を算定している場合であって、入所者の経口による継続的な食事の摂取を支援する

ための食事の観察及び会議等に、医師（指定地域密着型サービス基準第 131 条第１項

第一号に規定する医師を除く。）、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場

合は１月につき所定単位数を加算する。 

＊ 食事の観察及び会議等の実施に当たっては、医師（指定地域密着型サービス基準

第 131 条第１項第一号に規定する医師を除く。）、歯科医師、歯科衛生士又は言語

聴覚士のいずれか１名以上が加わることにより、多種多様な意見に基づく質の高

い経口維持計画を策定した場合に算定されるものであること。 

「特別な管理」 

入所者の誤嚥を防止しつつ、継続して経口による食事の摂取を進めるための食物形

態、摂食方法等における適切な配慮のこと。 
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      ※出席者名等を必ず記録として残しておくこと。 

 

㉚ 口腔衛生管理加算について 

口腔衛生管理加算（Ⅰ）  ９０単位／月（ア、イ、ウ、エ、オの要件のすべて） 

口腔衛生管理加算（Ⅱ） １１０単位／月（ア､イ､ウ､エ､オ､カの要件のすべて） 

ア 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき、入

所者の口腔衛生等の管理に係る計画が作成されていること。 

イ 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔衛生等の管理を月２回以

上行うこと。 

ウ 歯科衛生士が、アにおける入所者に係る口腔衛生等の管理について、介護職員に対し

、具体的な技術的助言及び指導を行うこと。 

エ 歯科衛生士が、アにおける入所者の口腔に関する介護職員からの相談等に必要に応じ

対応すること。 

オ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

カ 入所者ごとの口腔衛生等の管理に係る計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、口

腔衛生の管理の実施に当たって、当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施

のために必要な情報を活用していること。 

＜要件＞ 

次に掲げるいずれの基準にも該当する場合に、１月につき所定単位数を加算する。 

ａ 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が施設の入所者に対して口腔衛生の管理を行

い、当該入所者に係る口腔清掃等について介護職員へ具体的な技術的助言及び指

導をした場合において、当該入所者ごとに算定するもの。 

ｂ 当該施設が口腔衛生管理加算に係るサービスを提供する場合においては、当該サ

ービスを実施する同一月内において医療保険による訪問歯科衛生指導の実施の有

無を入所者又はその家族等に確認するとともに、当該サービスについて説明し、

その提供に関する同意を得た上で行うこと。 

ｃ 歯科医師の指示を受けて当該施設の入所者に対して口腔衛生の管理を行う歯科衛

生士は、口腔に関する問題点、歯科医師からの指示内容の要点（ただし、歯科医

師から受けた指示内容のうち、特に歯科衛生士が入所者に対する口腔衛生の管理

を行うに当たり配慮すべき事項とする。）、当該歯科衛生士が実施した口腔衛生の

管理の内容、当該入所者に係る口腔衛生の管理について介護職員への具体的な技

術的指導及び指導の内容及びその他必要と思われる事項に係る記録（以下、「口腔

衛生管理に関する実施記録」という。）を「別紙様式３」を参考として作成し、当

該施設に提出すること。当該施設は、当該口腔衛生管理に関する実施記録を保管

するとともに、必要に応じてその写しを当該入所者に対して提出すること。 

ｄ 当該歯科衛生士は、介護職員から当該入所者の口腔に関する相談等に必要に応じ

て対応するとともに、当該入所者の口腔の状態により医療保険における対応が必

要となる場合には、適切な歯科医療サービスが提供されるよう当該歯科医師及び

当該施設への情報提供を的確に行うこと。 

ｅ  厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。Ｌ

ＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦ

Ｅ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示につい
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て」を参照されたい。 

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情

報を活用し、入所者の状態に応じた口腔衛生の管理の内容の決定（Plan）、当該決

定に基づく支援の提供（Do)、当該支援内容の評価（Check）、その評価結果を踏ま

えた当該支援内容の見直し・改善（Action）の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイク

ル）により、サービスの質の管理を行うこと。 

＊ 提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維

持向上に資するため、適宜活用されるものである。 

ｆ 本加算は、医療保険において歯科訪問診療料が算定された日の属する月であって

も算定できるが、訪問歯科衛生指導料が算定された日の属する月においては、訪

問歯科衛生指導料が３回以上算定された場合には算定できない。 

 

㉛ 療養食加算について  ６単位／回 

次に掲げるいずれの基準にも適合すること。 

ア 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。 

イ 入所者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われてい

ること。 

ウ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

ａ 利用者の病状等に応じて、主治の医師より利用者に対し疾病治療の直接手段として

発行された食事せんに基づき、厚生労働大臣が定める療養食が提供された場合に、

１日につき３回を限度として、加算する。 

ｂ 療養食の献立表が作成されていること。 

ｃ 加算の対象となる療養食は、疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事せん

に基づいて提供される利用者の年齢、病状等に対応した栄養量及び内容を有する治

療食（糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食（流動食は除く。）、貧血食、膵臓

病食、脂質異常症食、痛風食及び特別な場合の検査食）をいう。 

ｄ 経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が行われている場合にあっ

ては、経口移行加算又は経口維持加算を併せて算定することが可能である。 

ｅ 療養食の摂取方法については、経口又は経管の別を問わない。 

ｆ 心臓疾患等に対して減塩食療法を行う場合は、腎臓病食に準じて取り扱うことがで

きるが、高血圧症に対して行う場合は、加算の対象とはならない。 

  また、腎臓病食に準じて取り扱うことができる心臓疾患等の減塩食については、１

日あたり総量 6.0ｇ未満（これを超える日は算定不可）の減塩食をいう。 

ｇ 肝臓病食とは、肝庇護食、肝炎食、肝硬変食、閉鎖性黄疸食（胆石症及び胆嚢炎に

よる閉鎖性黄疸の場合を含む。）等をいう。 

ｈ 十二指腸潰瘍の場合も胃潰瘍食として取り扱って差し支えない。手術前後に与える

高カロリー食は加算の対象としないが、侵襲の大きな消化管手術の術後において胃

潰瘍食に準ずる食事を提供する場合は、療養食の加算が認められる。また、クロー

ン病、潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している入所者等に対する低残さ食

については、療養食として取り扱って差し支えない。 

ｉ 療養食として提供される貧血食の対象となる入所者等は、血中ヘモグロビン濃度が

10ｇ／dl 以下であり、その原因が鉄分の欠乏に由来する者であること。 
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ｊ 高度肥満症（肥満度が＋70％以上又はＢＭＩが 35 以上）に対して食事療法を行う場

合は、脂質異常症食に準じて取り扱うことができる。 

ｋ 特別な場合の検査食とは、潜血食をいう他、大腸Ⅹ線検査・大腸内視鏡検査のため

に特に残さの少ない調理済食品を使用した場合は、「特別な場合の検査食」として取

り扱って差し支えない。 

ｌ 療養食として提供される脂質異常症食の対象となる入所者等は、空腹時定常状態に

おけるLDL-コレステロール値が140mg／dl以上である者又はHDL-コレステロール値

が 40mg／dl 未満若しくは血清中性脂肪値が 150mg／dl 以上である者であること。 

 

㉜ 配置医師緊急時対応加算について 

早朝又は夜間の場合      ６５０単位/回 

深夜の場合         １，３００単位/回 

地域密着型介護老人福祉施設において、入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行う

ために配置された当該施設の配置医師が当該施設の求めに応じ、早朝、夜間又は深夜に当

該施設を訪問して入所者に対し診療を行い、かつ、診療を行った理由を記録した場合に診

療が行われた時間に応じた単位数を算定する。 

ただし、看護体制加算（Ⅱ）を算定していない場合は、算定しない。 

ア 入所者に対する注意事項や病状等についての情報共有、曜日や時間帯ごとの医師との

連絡方法、診療を依頼する場合の具体的状況等について、配置医師と当該施設の間で、

具体的な取決めがなされていること。 

イ 複数名の配置医師を置いていること又は配置医師と協力医療機関の医師が連携し、施

設の求めに応じ 24 時間対応できる体制を確保していること。 

ａ 入所者の看護・介護に当たる者が、配置医師に対し電話等で直接施設への訪問を依

頼し、当該配置医師が診療の必要性を認めた場合に、可及的速やかに施設に赴き診

療を行った場合に算定できる。 

ｂ 定期的ないし計画的に施設に赴いて診療を行った場合には算定できない。 

     ただし、医師が、死期が迫った状態であると判断し、施設の職員と家族等に説明し

たうえで、当該入所者が死亡した場合について、早朝や日中の診療終了後の夜間に

施設を訪問し死亡診断を行うことを事前に決めている場合には、この限りでない｡ 

ｃ 事前に氏名等を届出た配置医師が実際に訪問し診察を行ったときに限り算定できる｡ 

ｄ 施設が診療を依頼した時間、配置医師が診療を行った時間、内容について記録を行わ

なければならない。 

ｅ 早朝・夜間（深夜を除く）とは、午後６時から午後 10 時まで又は午前６時から午前

８時までとし、深夜の取扱いについては、午後 10 時から午前６時までとする。 

ｆ  診療の開始時刻が加算の対象となる時間帯にある場合に、当該加算を算定すること。 

ｇ 診療時間が長時間にわたる場合に、加算の対象となる時間帯における診療時間が全体

の診療時間に占める割合がごくわずかな場合においては、当該加算は算定できない。 

ｈ 算定に当たっては、配置医師と施設の間で、緊急時の注意事項や病状等についての情

報共有の方法、曜日や時間帯ごとの医師との連携方法や診察を依頼するタイミング等

に関する取決めを事前に定めることにより、24 時間配置医師による対応又はその他

の医師の往診による対応が可能な体制を整えることとする。 
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㉝ 看取り介護加算について（いずれかのみ加算）        

看取り介護加算（Ⅰ） 

死亡日以前 31 日以上 45 日以下       ７２単位／日 

死亡日以前４日以上 30 日以下   １４４単位／日 

死亡日の前日及び前々日      ６８０単位／日 

死亡日            １，２８０単位／日 

看取り介護加算（Ⅱ） 

死亡日以前 31 日以上 45 日以下     ７２単位／日 

死亡日以前４日以上 30 日以下     １４４単位／日 

死亡日の前日及び前々日        ７８０単位／日 

死亡日            １，５８０単位／日 

＜看取り介護加算（Ⅰ）の加算要件＞ 

ア 看取り介護加算（Ⅰ）に係る施設基準に適合しているものとして市へ届け出た

地域密着型介護老人福祉施設において、厚生労働大臣が定める基準に適合する入

所者について看取り介護を行った場合に算定する。 

イ 退所した日の翌日から死亡日までの間は、算定しない。 

「看取り介護加算（Ⅰ）に係る施設基準」 

ａ 看取りに関する指針を定め、入所の際に、入所者又はその家族等に対して、

当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。 

ｂ 医師、生活相談員、看護職員、介護職員、管理栄養士、介護支援専門員その

他の職種の者による協議の上、当該施設における看取りの実績等を踏まえ、

適宜、看取りに関する指針の見直しを行うこと。 

ｃ 看取りに関する職員研修を行っていること。 

ｄ 看取りを行う際に個室又は静養室の利用が可能となるよう配慮を行うこと。 

＜看取り介護加算（Ⅱ）の加算要件＞ 

 ア 看取り介護加算（Ⅱ）に係る施設基準に適合しているものとして市へ届け出

た地域密着型介護老人福祉施設において、厚生労働大臣が定める基準に適合す

る入所者について、看取り介護を行った場合においては、当該入所者が当該指

定地域密着型介護老人福祉施設内で死亡した場合に限り算定する。 

イ 常勤の看護師を１名以上配置し、当該施設の看護職員により、又は病院若し

くは診療所若しくは訪問看護ステーションの看護職員との連携により、24 時間

連絡できる体制を確保していること。 

「看取り介護加算（Ⅱ）に係る施設基準」 

ａ 入所者に対する注意事項や病状等についての情報共有、曜日や時間帯ごとの

医師との連絡方法、診療を依頼する場合の具体的状況等について、配置医師

と当該指定地域密着型介護老人福祉施設の間で、具体的な取決めがなされて

いること。 

ｂ 複数名の配置医師を置いていること又は配置医師と協力医療機関の医師が連

携し、施設の求めに応じ 24 時間対応できる体制を確保していること。 

 ｃ 看取り介護加算（Ⅰ）に係る施設基準のａ～ｄまでのいずれにも該当するも

のであること。 
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厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者 

 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断し

た者。 

ａ 医師、看護職員、介護支援専門員その他の職種の者（以下「医師等」という。

）が共同で作成した入所者の介護に係る計画について、医師等のうちその内容

に応じた適当な者から説明を受け、当該計画について同意している者（その家

族等が説明を受けた上で、同意している者を含む。）であること。 

ｂ 看取りに関する指針に基づき、入所者の状態又は家族の求め等に応じ随時、医

師等の相互の連携の下、介護記録等入所者に関する記録を活用し行われる介護

についての説明を受け、同意した上で介護を受けている者（その家族等が説明

を受け、同意した上で介護を受けているものを含む。）であること。 

Ａ 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した

入所者について、その旨を入所者又はその家族等（以下「入所者等」という。）に

対して説明し、その後の療養及び介護に関する方針についての合意を得た場合にお

いて、入所者等とともに、医師、看護職員、生活相談員、介護職員、介護支援専門

員、管理栄養士等が共同して、随時、入所者等に対して十分な説明を行い、療養及

び介護に関する合意を得ながら、入所者がその人らしく生き、その人らしい最期が

迎えられるよう支援することを主眼とする。 

Ｂ 施設は、入所者に提供する看取り介護の質を常に向上させていくため、計画（Plan

）、実行（Do）、評価（Check）、改善（Action）のサイクル(PDCA サイクル)により、

看取り介護を実施する体制を構築するとともに、それを強化していくことが重要で

あり、具体的には、次のような取組が求められる。 

（ⅰ）看取りに関する指針を定めることで施設の看取りに対する方針等を明らかに

する（Plan）。 

（ⅱ）看取り介護の実施に当たっては、当該入所者に係る医師の診断を前提にして

、介護に係る計画に基づいて、入所者がその人らしく生き、その人らしい最

期が迎えられるよう支援を行う（Do）。 

（ⅲ）多職種が参加するケアカンファレンス等を通じて、実施した看取り介護の検

証や、職員の精神的負担の把握及びそれに対する支援を行う（Check）。 

（ⅳ）看取りに関する指針の内容その他看取り介護の実施体制について、適宜、適

切な見直しを行う（Action）。  

         なお、施設は、看取り介護の改善のために、適宜、家族等に対する看取り

介護に関する報告会並びに入所者等及び地域住民との意見交換による地域

への啓発活動を行うことが望ましい。 

Ｃ  質の高い看取り介護を実施するためには、多職種連携により、入所者等に対し

、十分な説明を行い、理解を得るよう努めることが不可欠である。具体的には、

施設は、看取り介護を実施するに当たり、終末期にたどる経過、施設等において

看取りに際して行いうる医療行為の選択肢、医師や医療機関との連携体制などに

ついて、入所者等の理解が得られるよう継続的な説明に努めることが重要である｡ 

加えて、説明の際には、入所者等の理解を助けるため、入所者に関する記録を

活用した説明資料を作成し、その写しを提供すること。 

Ｄ  看取り介護の実施に当たっては、管理者を中心として、生活相談員、介護職員、
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看護職員、介護支援専門員等による協議の上、看取りに関する指針が定められて

いることが必要であり、同指針に盛り込むべき項目としては、例えば、以下の事

項が考えられる。 

     ・ 当該施設の看取りに関する考え方 

     ・ 終末期の経過（時期、プロセスごと）の考え方 

     ・ 施設等において看取りに際して行いうる医療行為の選択肢 

     ・ 医師や医療機関との連携体制（夜間及び緊急時の対応を含む） 

     ・ 入所者等への情報提供及び意思確認の方法 

     ・ 入所者等への情報提供に供する資料及び同意書の書式 

     ・ 家族への心理的支援に関する考え方 

     ・ その他看取り介護を受ける入所者に対して施設の職員が取るべき具体的な対

応の方法 

Ｅ 看取り介護の実施に当たっては、次に掲げる事項を介護記録等に記録するととも

に、多職種連携を図るため、医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員、管理

栄養士等による適切な情報共有に努めること。 

・ 終末期の身体症状の変化及びこれに対する介護等についての記録 

・ 療養や死別に関する入所者及び家族の精神的な状態の変化及びこれに対する

ケアについての記録 

・ 看取り介護の各プロセスにおいて把握した入所者等の意向と、それに基づく

アセスメント及び対応についての記録 

Ｆ  入所者等に対する随時の説明に係る同意については、口頭で同意を得た場合は

、介護記録にその説明日時、内容等を記載するとともに、同意を得た旨を記載し

ておくことが必要。 

      また、入所者が十分に判断をできる状態になく、かつ、家族の来所が見込まれ

ないような場合も、医師、看護職員、介護職員等が入所者の状態等に応じて随時

、入所者に対する看取り介護について相談し、共同して看取り介護を行っている

と認められる場合には、看取り介護加算の算定は可能。 

この場合には、適切な看取り介護が行われていることが担保されるよう、介護

記録に職員間の相談日時、内容等を記載するとともに、入所者の状態や、家族と

連絡を取ったにもかかわらず施設への来所がなかった旨を記載しておくことが必

要。 

なお、家族が入所者の看取りについて共に考えることは極めて重要であり、施

設は、連絡をしたにもかかわらず来所がなかったとしても、継続的に連絡を取り

続け、可能な限り家族の意思を確認しながら介護を進めていくことが重要である｡ 

Ｇ  看取り介護加算は、看取り介護を受けた入所者が死亡した場合に、死亡日を含

めて 45 日を上限として、施設において行った看取り介護を評価するものである。 

    死亡前に在宅へ戻ったり、医療機関へ入院したりした後、在宅や入院先で死亡

した場合でも算定可能であるが、その際には、施設において看取り介護を直接行

っていない退所した日の翌日から死亡日までの間は、算定することができない。

（したがって、退所した日の翌日から死亡日までの期間が 45 日以上あった場合に

は、看取り介護加算を算定することはできない。） 

なお、看取り介護に係る計画の作成及び看取り介護の実施にあたっては、厚生

-53-



労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライ

ン」等を参考にしつつ、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針が実施できるよ

う、多職種が連携し、本人及びその家族と必要な情報の共有等に努めること。 

Ｈ 施設を退所等した月と死亡した月が異なる場合でも算定可能であるが、看取り介

護加算は死亡月にまとめて算定することから、入所者側にとっては、施設に入所

していない月についても自己負担を請求されることになるため、入所者が退所等

する際、退所等の翌月に亡くなった場合に、前月分の看取り介護加算に係る一部

負担の請求を行う場合があることを説明し、文書にて同意を得ておくことが必要

である。 

Ｉ  施設は、施設退所等の後も、継続して入所者の家族への指導や医療機関に対す

る情報提供等を行うことが必要であり、入所者の家族、入院先の医療機関等との

継続的な関わりの中で、入所者の死亡を確認することができる。 

 なお、情報の共有を円滑に行う観点から、施設が入院する医療機関等に入所者

の状態を尋ねたときに、当該医療機関等が施設に対して本人の状態を伝えること

について、施設退所等の際、入所者等に対して説明をし、文書にて同意を得てお

くことが必要である。 

Ｊ 入所者が入退院をし、又は外泊した場合であって、当該入院又は外泊期間が死亡

日以前 45 日の範囲内であれば、当該入院又は外泊期間を除いた期間について、看

取り介護加算の算定が可能である。 

Ｋ 入院若しくは外泊又は退所の当日について看取り介護加算を算定できるかどうか 

は、当該日に所定単位数を算定するかどうかによる。 

Ｌ 「24 時間連絡できる体制」については、⑩看護体制加算についてと同様。 

Ｍ 多床室を有する施設にあっては、看取りを行う際には個室又は静養室の利用によ

り、プライバシー及び家族への配慮の確保が可能となるようにすることが必要で

ある。 

Ｎ 看取り介護加算（Ⅱ）については、入所者の死亡場所が当該施設内であった場合

に限り算定できる。 

Ｏ 看取り介護加算（Ⅱ）の算定に当たっては、配置医師と施設の間で、緊急時の注

意事項や病状等についての情報共有の方法、曜日や時間帯ごとの医師との連携方

法や診察を依頼するタイミング等に関する取り決めを事前に定めることにより、

24 時間配置医師による対応又はその他の医師の往診による対応が可能な体制を整

えることとする。 

 

㉞ 在宅復帰支援機能加算について  １０単位／日 

ア 算定日が属する月の前６月間において当該施設から退所した者（在宅・入所相互利用

加算を算定しているものを除く。）の総数のうち、当該期間内に退所し、在宅において介

護を受けることとなった者（入所期間が１月間を超えていた退所者に限る。）の占める割

合が１００分の２０を超えていること。 

イ 入所者の家族との連絡調整を行っていること。 

ａ  「入所者の家族との連絡調整」とは、入所者が在宅へ退所するに当たり、当該入

所者及びその家族に対して次に掲げる支援を行うこと。 

退所後の居宅サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談

-54-



援助を行うこと。また必要に応じ、当該入所者の同意を得て市町村及び地域包括支

援センター又は老人介護支援センターに対して、当該入所者の介護状況を示す文書

を添えて、居宅サービスに必要な情報を提供すること。 

ｂ 本人家族に対する相談援助の内容は次のようなものであること。 

（ⅰ）食事、入浴、健康管理等在宅における生活に関する相談援助 

          （ⅱ）運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う各種訓練等

に関する相談助言 

（ⅲ）家屋の改善に関する相談援助 

（ⅳ）退所する者の介助方法に関する相談援助 

ウ 入所者が利用を希望する居宅介護支援事業者に対して、入所者に係る居宅サービスに

必要な情報の提供、退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行っていること。 

エ 退所した日から 30 日以内に居宅を訪問すること、又は居宅介護支援事業者から情報提

供を受けることにより、当該退所者の在宅における生活が１月以上継続する見込みであ

ることを確認し、記録していること。 

＊ 加算の算定を行った場合は、その算定根拠等の関係書類を整備しておくこと。 

 

㉟ 在宅・入所相互利用加算について  ４０単位／日 

ア 対象者 

在宅生活を継続する観点から、複数の者であらかじめ在宅期間及び入所期間（入所期

間については３月を限度とする。）を定めて、当該施設の居室を計画的に利用している者 

イ  在宅での生活期間中の介護支援専門員と施設の介護支援専門員との間で情報の交換

を十分に行い、双方が合意の上、介護に関する目標及び方針を定め、入所者又はその家

族等に対して当該目標及び方針の内容を説明し、同意を得ていること。 

＊ 在宅・入所相互利用（ベッド・シェアリング）加算は、可能な限り対象者が在宅生

活を継続できるようにすることを主眼して設けたものであり、施設の介護支援専門

員は、入所期間終了に当たって、運動機能及び日常生活動作能力その他の当該対象

者の心身の状況についての情報を在宅の介護支援専門員に提供しながら、在宅の介

護支援専門員とともに、在宅での生活継続を支援する観点から介護に関する目標及

び方針を定めることが必要である。 

＜具体例＞ 

ａ 在宅・入所相互利用を開始するに当たり、在宅期間と入所期間（入所期間につ

いては３月を限度とする。）について、文書による同意を得ること。 

ｂ 在宅期間と入所期間を通じて一貫した方針の下に介護を進める観点から、施設

の介護支援専門員、施設の介護職員等、在宅の介護支援専門員、在宅期間に対

象者が利用する居宅サービス事業者等による支援チームをつくること。 

ｃ 当該支援チームは、必要に応じ随時（入所者が施設に入所する前及び施設から

退所して在宅に戻る前においては必須とし、おおむね１月に１回）カンファレ

ンスを開くこと。 

ｄ ｃのカンファレンスにおいては、それまでの在宅期間又は入所期間における対

象者の心身の状況を報告し、目標及び方針に照らした介護の評価を行うととも

に、次期の在宅期間又は入所期間における介護の目標及び方針をまとめ、記録

すること。 
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ｅ 施設の介護支援専門員及び在宅の介護支援専門員の機能及び役割分担について

は、支援チームの中で協議して適切な形態を定めること。   

 

㊱ 小規模拠点集合型施設加算について  ５０単位／日 

同一敷地内に複数の居住単位を設けている施設において、５人以下の居住単位に入所し

ている入所者について、所定単位数を加算する。 

＊ 例えば、民家の母屋、離れ、倉庫等を活用し、「19 人＋５人＋５人」「10 人＋９人＋５

人＋５人」といった居住単位（棟）に分けて地域密着型介護老人福祉施設入所者生活

介護を行っている場合に、５人以下の居住単位（棟）に入所している入所者について

、所定単位数を加算する。 

 

㊲ 認知症専門ケア加算について（いずれかのみ加算） 

認知症専門ケア加算（Ⅰ）  ３単位／日（ア、イ、ウの全て） 

認知症専門ケア加算（Ⅱ）  ４単位／日（ア、イ、ウ、エ、オの全て） 

日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とす

る認知症の者（以下「対象者」という。）に対し、専門的な認知症ケアを行った場合に加

算する。 

ア 施設における入所者の総数のうち、対象者の占める割合が２分の１以上であること。 

＊ 「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護

を必要とする認知症の者」とは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する

利用者を指す。 

※当該ランクに該当する者のみ加算を算定することができる。  

イ 認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、対象者の数が 20 人未満である場

合にあっては、１以上、当該対象者の数が 20 人以上である場合にあっては、１に、対象

者の数が 19 を超えて 10 又はその端数を増すごとに１を加えて得た数以上配置し、チー

ムとして専門的な認知症ケアを実施していること。 

＊ 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践リーダー研修」を指す。 

ウ 当該施設の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係

る会議を定期的に開催していること。 

エ 認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を１名以上配置し、施設全体

の認知症ケアの指導等を実施していること。 

＊ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護指導者研修」を指す｡ 

オ 当該施設における介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、

当該計画に従い、研修を実施又は実施を予定していること。 

「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について 

ａ 加算の算定要件として「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用につ

いて」（平成５年 10 月 26 日老健第 135 号厚生省老人保健福祉局長通知）に規定

する「認知症高齢者の日常生活自立度」（以下「日常生活自立度」という。）を

用いる場合の日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定結果又は主治医意

見書（以下「判定結果」という。）を用いる。 

ｂ ａの判定結果は、判定した医師名、判定日と共に、居宅サービス計画又は各サー

ビスのサービス計画に記載するものとする。また、主治医意見書とは、「要介護
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認定等の実施について」（平成 21 年９月 30 日老発 0930 第５号厚生労働省老健局

長通知）に基づき、主治医が記載した同通知中「３ 主治医の意見の聴取」に規定

する「主治医意見書」中「３.心身の状態に関する意見 (1)日常生活の自立度等

について ・認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載をいうものとする。なお、

複数の判定結果がある場合にあっては、最も新しい判定を用いる。 

ｃ 医師の判定が無い場合（主治医意見書を用いることについて同意が得られていな

い場合を含む。)にあっては、「要介護認定等の実施について」に基づき、認定調

査員が記入した同通知中 「２(4)認定調査員」に規定する「認定調査票」の「認

定調査票（基本調査）」７の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用い

る。 

 

㊳ 認知症行動・心理症状緊急対応加算について  ２００単位／日 

医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急

に入所することが適当であると判断した者に対し、入所した日から起算して７日を限度と

して加算する。 

ア 「認知症の行動・心理症状」とは、認知症による認知機能の障害に伴う、妄想・幻覚

・興奮・暴言等の症状を指すものである。 

イ 本加算は、在宅で療養を行っている利用者に「認知症の行動・心理症状」が認められ

た際に、地域密着型介護老人福祉施設に一時的に入所することにより、当該利用者の在

宅での療養が継続されることを評価するものである。 

ウ 本加算は、在宅で療養を行っている要介護被保険者に「認知症の行動・心理症状」が

認められ、緊急に地域密着型介護老人福祉施設への入所が必要であると医師が判断した

場合であって、介護支援専門員、受け入れ施設の職員と連携し、利用者又は家族の同意

の上、当該施設に入所した場合に算定することができる。本加算は医師が判断した当該

日又はその次の日に利用を開始した場合に限り算定できるものとする。 

エ この際、当該施設への入所ではなく、医療機関における対応が必要であると判断され

る場合にあっては、速やかに適当な医療機関の紹介、情報提供を行うことにより、適切

な医療が受けられるように配慮する必要がある。 

オ 本加算は、当該利用者の在宅での療養が継続されることを評価するものであるため、

入所後速やかに退所に向けた地域密着型施設サービス計画を策定し、当該入所者の「認

知症の行動・心理症状」が安定した際には速やかに在宅復帰が可能となるようにするこ

と。 

カ 次に掲げる者が、直接、当該施設へ入所した場合には、当該加算は算定できない。 

ａ 病院又は診療所に入院中の者 

ｂ 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入院中又は入所中の者 

        ｃ 短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、短期利用特定

施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、短期利用認知症対応型共同生活

介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び短期利用地域密着型特定施設入居者 

生活介護を利用中の者 

キ 判断を行った医師は診療録等に症状、判断の内容等を記録しておくこと。また、施設

も判断を行った医師名、日付及び利用開始に当たっての留意事項等を介護サービス計画

書に記録しておくこと。 
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ク 本加算の算定にあたっては、個室等、認知症の行動・心理症状の増悪した者の療養に

相応しい設備を整備すること。 

ケ 本加算は、当該入所者が入所前１月の間に、当該地域密着型介護老人福祉施設に入所

したことがない場合及び過去１月の間に当該加算（他サービスを含む）を算定したこと

がない場合に限り算定できる。 

 

㊴ 褥瘡マネジメント加算について 

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）   ３単位／月（ア、イ、ウ、エの要件のすべて） 

褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）  １３単位／月（ア､イ､ウ､エ､オの要件のすべて） 

継続的に入所者ごとの褥瘡管理をした場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１月につ

き所定単位数を加算する。 

ア 入所者又は利用者ごとに褥瘡の発生と関連のあるリスクについて、施設入所時又は利

用開始時に評価するとともに、少なくとも３月に１回、評価を行い、その評価結果等の

情報を厚生労働省に提出し、褥瘡管理の実施に当たって、当該情報その他褥瘡管理の適

切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 

イ アの評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者又は利用者ごとに、医

師、看護師、介護職員、管理栄養士、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、褥

瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成していること。 

ウ 入所者又は利用者ごとの褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理を実施するとともに、その管理

の内容や入所者又は利用者の状態について定期的に記録していること。 

エ アの評価に基づき、少なくとも３月に１回、入所者又は利用者ごとに褥瘡ケア計画を

見直していること。 

オ アの評価の結果、施設入所時又は利用開始時に褥瘡が発生するリスクがあるとされた

入所者又は利用者について、褥瘡の発生のないこと。 

 

＜要件＞ 

ａ 褥瘡マネジメント加算は、褥瘡管理に係る質の向上を図るため、多職種の共同によ

り、入所者が褥瘡管理を要する要因の分析を踏まえた褥瘡ケア計画の作成（Plan）

、当該計画に基づく褥瘡管理の実施（Do）、当該実施内容の評価（Check）とその結

果を踏まえた当該計画の見直し（Action）といったサイクル（「ＰＤＣＡ」という。

）の構築を通じて、継続的に褥瘡管理に係る質の管理を行った場合に加算するもの

である。 

ｂ 褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）は、原則として入所者全員を対象として入所者ごとに

上記の要件を満たした場合に、当該施設の入所者全員（褥瘡マネジメント加算（Ⅱ

）を算定するものを除く）に対して算定できるものであること。 

ｃ 評価は、「別紙様式５」を用いて、褥瘡の状態及び褥瘡の発生と関連のあるリスクに

ついて実施すること。 

ｄ 施設入所時の評価は、上記の要件に適合しているものとして県知事に届け出た日の

属する月及び当該月以降の新規入所者については、当該者の施設入所時に評価を行

うこととし、届出の日の属する月の前月において既に入所している者（以下、「既入

所者」という。）については、介護記録等に基づき、施設入所時における評価を行う

こと。 
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ｅ  評価結果等の情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦ

Ｅへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関

連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参

照されたい。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向

上に資するため、適宜活用されるものである。 

ｄ 褥瘡ケア計画は、褥瘡管理に対する各種ガイドラインを参考にしながら、入所者ご

とに、褥瘡管理に関する事項に対し関連職種が共同して取り組むべき事項や、入所

者の状態を考慮した評価を行う間隔等を検討し、「別紙様式５」を用いて、作成する

こと。なお、地域密着型介護福祉施設サービスにおいては、褥瘡ケア計画に相当す

る内容を施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって褥瘡ケア計画

の作成に代えることができるものとするが、下線又は枠で囲う等により、他の記載

と区別できるようにすること。 

ｅ 褥瘡ケア計画に基づいたケアを実施する際には、褥瘡ケア・マネジメントの対象と

なる入所者又はその家族に説明し、その同意を得ること。 

ｆ  褥瘡ケア計画の見直しは、褥瘡ケア計画に実施上の問題（褥瘡管理の変更の必要

性、関連職種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要性等）があれば直ちに実

施すること。 

その際、ＰＤＣＡの推進及び褥瘡管理に係る質の向上を図る観点から、ＬＩＦＥ

への提出情報及びフィードバック情報を活用すること。 

ｇ  褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)は、褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)の算定要件を満たす施

設において、ｄの評価の結果、施設入所時に褥瘡が発生するリスクがあるとされた

入所者について、施設入所日の属する月の翌月以降に別紙様式５を用いて評価を実

施し、当該月に別紙様式５に示す持続する発赤（ｄ１）以上の褥瘡の発症がない場

合に、所定単位数を算定できるものとする。 

ただし、施設入所時に褥瘡があった入所者については、当該褥瘡の治癒後に、褥

瘡の再発がない場合に算定できるものとする。 

ｈ 褥瘡管理に当たっては、施設ごとに当該マネジメントの実施に必要な褥瘡管理に係

るマニュアルを整備し、当該マニュアルに基づき実施することが望ましいものであ

ること。 

 

 

㊵ 排せつ支援加算について 

排せつ支援加算（Ⅰ）  １０単位／月（ア、イ、ウの要件のすべて） 

排せつ支援加算（Ⅱ）  １５単位／月（ア、イ、ウ、及びエ、オのいずれか） 

排せつ支援加算（Ⅲ）  ２０単位／月（ア、イ、ウ、エ、オの要件のすべて） 

ア 入所者ごとに、要介護状態の軽減の見込みについて、医師又は医師と連携した看護師

が施設入所時に評価するとともに、少なくとも６月に１回、評価するとともに、その評

価結果等の情報を厚生労働省に提出し、排せつ支援の実施に当たって、当該情報その他

排せつ支援の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 

イ アの評価の結果、排せつに介護を要する入所者であって、適切な対応を行うことによ

り、要介護状態の軽減が見込まれる者について、医師、看護師、介護支援専門員その他
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の職種の者が共同して、当該入所者又は利用者が排せつに介護を要する原因を分析し、

それに基づいた支援計画を作成し、当該支援計画に基づく支援を継続して実施している

こと。 

ウ アの評価に基づき、少なくとも３月に１回、入所者ごとに支援計画を見直しているこ

と。 

エ 加算（Ⅰ）アの評価の結果、要介護状態の軽減が見込まれる者について、施設入所時

又は利用開始時と比較して、排尿又は排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに

いずれにも悪化がないこと。 

オ 加算（Ⅰ）アの評価の結果、施設入所時におむつを使用していた者であって要介護状

態の軽減が見込まれる者について、おむつを使用しなくなったこと。 

＜要件＞ 

ａ 排せつ支援加算は、排せつ支援の質の向上を図るため、多職種の共同により、入所

者が排せつに介護を要する要因の分析を踏まえた支援計画の作成（Plan）、当該支援

計画に基づく排せつ支援の実施（Do）、当該支援内容の評価（Check）とその結果を

踏まえた当該支援計画の見直し（Action）といったサイクル（「ＰＤＣＡ」）の構築

を通じて、継続的に排せつ支援の質の管理を行った場合に加算するものである。 

ｂ 排せつ支援加算(Ⅰ)は、原則として入所者全員を対象として入所者ごとに上記に掲

げる要件を満たした場合に、当該施設の入所者全員（排せつ支援加算(Ⅱ)又は(Ⅲ)

を算定する者を除く。）に対して算定できるものであること。 

ｃ 本加算は、全ての入所者について、必要に応じ適切な介護が提供されていることを

前提としつつ、さらに特別な支援を行うことにより、施設入所時と比較して排せつ

の状態が改善することを評価したものである。したがって、例えば、施設入所時に

おいて、入所者が尿意・便意を職員へ訴えることができるにもかかわらず、職員が

適時に排せつを介助できるとは限らないことを主たる理由としておむつへの排せつ

としていた場合、支援を行って排せつの状態を改善させたとしても加算の対象とは

ならない。 

ｄ アの評価は、「別紙様式６」を用いて、排尿・排便の状態及びおむつ使用の有無並び

に特別な支援が行われた場合におけるそれらの３か月後の見込みについて実施する

。 

ｅ アの施設入所時の評価は、アからウまでの要件に適合しているものとして都道府県

知事 

に届け出た日の属する月及び当該月以降の新規入所者については、当該者の施設入所

時に評価を行うこととし、届出の日の属する月の前月以前から既に入所している者

（以下「既入所者」という。）については、介護記録等に基づき、施設入所時におけ

る評価を行うこと。 

ｆ   ｄ又はｅの評価を医師と連携した看護師が行った場合は、その内容を支援の開始

前に医師へ報告することとする。また、医師と連携した看護師がｄの評価を行う際

、入所者の背景疾患の状況を勘案する必要がある場合等は、医師へ相談することと

する。 

ｇ  アの評価結果等の情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。Ｌ

ＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ

）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」
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を参照されたい。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向

上に資するため、適宜活用されるものである。 

ｈ    イの「排せつに介護を要する入所者」とは、要介護認定調査の際に用いられる「

認定調査員テキスト 2009 改訂版（平成 30 年４月改訂）」の方法を用いて、排尿又は

排便の状態が、「一部介助」若しくは「全介助」と評価される者又はおむつを使用し

ている者をいう。 

ｉ  イの「適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる」とは、特別

な支援を行わなかった場合には、当該排尿若しくは排便又はおむつ使用にかかる状

態の評価が不変又は低下となることが見込まれるものの、適切な対応を行った場合

には、排尿又は排便の状態の少なくとも一方が改善又はおむつ使用ありから使用な

しに改善すること、あるいは、排尿又は排便の状態の少なくとも一方が改善し、か

つ、おむつ使用ありから使用なしに改善することが見込まれることをいう。 

ｊ 支援に先立って、失禁に対する各種ガイドラインを参考にしながら、対象者が排せ

つに介護を要する要因を多職種が共同して分析し、それに基づいて、「別紙様式６」

の様式を用いて支援計画を作成する。要因分析及び支援計画の作成に関わる職種は

、ｄの評価を行った医師又は看護師、介護支援専門員、及び支援対象の入所者の特

性を把握している介護職員を含むものとし、その他、疾患、使用している薬剤、食

生活、生活機能の状態等に応じ薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士等を

適宜加える。なお、介護福祉施設サービスにおいては、支援計画に相当する内容を

施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって支援計画の作成に代え

ることができるものとするが、下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別できる

ようにすること。 

ｋ 支援計画の作成にあたっては、要因分析の結果と整合性が取れた計画を、個々の入

所者の特性に配慮しながら個別に作成することとし、画一的な支援計画とならない

よう留意する。また、支援において入所者の尊厳が十分保持されるよう留意する。 

ｌ 当該支援計画の実施にあたっては、計画の作成に関与した者が、入所者及びその家

族に対し、排せつの状態及び今後の見込み、支援の必要性、要因分析並びに支援計

画の内容、当該支援は入所者及びその家族がこれらの説明を理解した上で支援の実

施を希望する場合に行うものであること、及び支援開始後であってもいつでも入所

者及びその家族の希望に応じて支援計画を中断又は中止できることを説明し、入所

者及びその家族の理解と希望を確認した上で行うこと。 

ｍ ウにおける支援計画の見直しは、支援計画に実施上の問題（排せつ支援計画の変更

の必要性、関連職種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要性等）があれば直

ちに実施すること。 

その際、ＰＤＣＡの推進及び排せつ支援の質の向上を図る観点から、ＬＩＦＥへ

の提出情報及びフィードバック情報を活用すること。 

ｎ 排せつ支援加算(Ⅱ)は、排せつ支援加算(Ⅰ)の算定要件を満たす施設において、施

設入所時と比較して、排尿又は排便の状態の少なくとも一方が改善し、かつ、いず

れにも悪化がない場合又はおむつ使用ありから使用なしに改善した場合に、算定で

きることとする。 

ｏ 排せつ支援加算(Ⅲ)は、排せつ支援加算(Ⅰ)の算定要件を満たす施設において、施
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設入所時と比較して、排尿又は排便の状態の少なくとも一方が改善し、いずれにも

悪化がなく、かつ、おむつ使用ありから使用なしに改善した場合に、算定できるこ

ととする。 

 

㊶ 自立支援促進加算について  ３００単位／月 

ア 医師が入所者ごとに、施設入所時に自立支援に係る医学的評価を行い、その後少なく

とも６月に１回医学的評価の見直しを行うとともに、その医学的評価の結果等の情報を

厚生労働省に提出し、自立支援の促進にあたって、当該情報その他自立支援の適切かつ

有効な促進のために必要な情報を活用していること。 

イ アの医学的評価の結果、自立支援の促進が必要であるとされた入所者ごとに、医師、

看護職員、介護職員、介護支援専門員、その他の職種の者が共同して、自立支援に係る

支援計画を策定し、支援計画に従ったケアを実施していること。 

ウ アの医学的評価に基づき、少なくとも３月に１回、入所者ごとに支援計画を見直して

いること。 

エ 医師が自立支援に係る支援計画の策定等に参加していること。 

＜要件＞ 

ａ   自立支援促進加算は、入所者の尊厳の保持及び自立支援に係るケアの質の向上を

図るため、多職種共同による、入所者が自立支援の促進を要する要因の分析を踏ま

えた支援計画の作成（Plan）、当該支援計画に基づく自立支援の促進（Do）、当該支

援内容の評価（Check）とその結果を踏まえた当該支援計画の見直し（Action）とい

ったサイクル（ＰＤＣＡ）の構築を通じて、継続的に入所者の尊厳を保持し、自立

支援に係る質の管理を行った場合に加算するものである。 

ｂ  本加算は、全ての入所者について、必要に応じ、適切な介護が提供されているこ

とを前提としつつ、介護保険制度の理念に基づき、入所者が尊厳を保持し、その有

する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、特に必要な支援を実施

していることを評価するものである。 

このため、医師が、定期的に、全ての入所者に対する医学的評価及びリハビリテ

ーション、日々の過ごし方等についてのアセスメントを実施するとともに、医師、

看護職員、介護職員、介護支援専門員その他の職種が、医学的評価、アセスメント

及び支援実績に基づき、特に自立支援のための対応が必要とされた者について、生

活全般において適切な介護を実施するための包括的な支援計画を策定し、個々の入

所者や家族の希望に沿った、尊厳の保持に資する取組や本人を尊重する個別ケア、

寝たきり防止に資する取組、自立した生活を支える取組、廃用性機能障害に対する

機能回復・重度化防止のための自立支援の取組などの特別な支援を行っている場合

に算定できるものである。なお、本加算は、画一的・集団的な介護又は個別的では

あっても画一的な支援計画による取組を評価するものではないこと、また、リハビ

リテーションや機能訓練の実施を評価するものではないことから、個別のリハビリ

テーションや機能訓練を実施することのみでは、加算の対象とはならないこと。 

ｃ  本加算は、原則として入所者全員を対象として入所者ごとにア～エに掲げる要件を

満たした場合に、当該施設の入所者全員に対して算定できるものであること。 

ｄ  アの自立支援に係る医学的評価は、医師が必要に応じて関連職種と連携し、「別紙

様式 
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７」を用いて、当該時点における自立支援に係る評価に加え、特別な支援を実施す

ることによる入所者の状態の改善可能性等について、実施すること。 

ｅ  イの支援計画は、関係職種が共同し、別紙様式７を用いて、訓練の提供に係る事項

（離床・基本動作、ＡＤＬ動作、日々の過ごし方及び訓練時間等）の全ての項目に

ついて作成すること。作成にあたっては、ｄの医学的評価及び支援実績等に基づき

、個々の入所者の特性に配慮しながら個別に作成することとし、画一的な支援計画

とならないよう留意すること。 

ｆ   当該支援計画の各項目は原則として以下のとおり実施すること。その際、入所者

及びその家族の希望も確認し、入所者の尊厳が支援に当たり十分保持されるように

留意すること。 

（ⅰ）寝たきりによる廃用性機能障害を防ぐために、離床、座位保持又は立ち上が

りを計画的に支援する。 

（ⅱ）食事は、本人の希望に応じ、居室外で、車椅子ではなく普通の椅子を用いる

等、施設においても、本人の希望を尊重し、自宅等におけるこれまでの暮ら

しを維持できるようにする。食事の時間や嗜好等への対応について、画一的

ではなく、個人の習慣や希望を尊重する。 

（ⅲ）排せつは、入所者ごとの排せつリズムを考慮しつつ、プライバシーに配慮し

たトイレを使用することとし、特に多床室においては、ポータブルトイレの

使用を前提とした支援計画を策定してはならない。 

（ⅳ）入浴は、特別浴槽ではなく、一般浴槽での入浴とし、回数やケアの方法につ

いても、個人の習慣や希望を尊重すること。 

（ⅴ）生活全般において、入所者本人や家族と相談し、可能な限り自宅での生活と

同様の暮らしを続けられるようにする。 

（ⅵ）リハビリテーション及び機能訓練の実施については、本加算において評価を

するものではないが、ｄの評価に基づき、必要な場合は、入所者本人や家族

の希望も確認して施設サービス計画の見直しを行う。 

ｇ  イにおいて、支援計画に基づいたケアを実施する際には、対象となる入所者又はそ

の家族に説明し、その同意を得ること。 

ｈ  ウにおける支援計画の見直しは、支援計画に実施上に当たっての課題（入所者の

自立に係る状態の変化、支援の実施時における医学的観点からの留意事項に関する

大きな変更、関連職種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要性等）に応じ、

必要に応じた見直しを行うこと。 

その際、ＰＤＣＡの推進及びケアの向上を図る観点から、ＬＩＦＥへの提出情報

とフィードバック情報を活用すること。 

ｉ エの評価結果等の情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩ

ＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）

関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を

参照されたい。 

＊ 提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向

上に資するため、適宜活用されるものである。 

 

㊷ 科学的介護推進体制加算について 
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  科学的介護推進体制加算（Ⅰ）  ４０単位／月 

  科学的介護推進体制加算（Ⅱ）  ５０単位／月 

 科学的介護推進体制加算（Ⅰ） 

次の基準のいずれにも適合すること。 

ア 入所者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身

の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。 

イ 必要に応じて施設サービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、アに規

定する情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用してい

ること。 

 科学的介護推進体制加算（Ⅱ） 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

ア 加算（Ⅰ）アに加えて、入所者ごとの疾病の状況等の情報を、厚生労働省に提出し

ていること。 

イ 必要に応じて施設サービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、加算（

Ⅰ）ア及びアに規定する情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な

情報を活用していること。 

＜要件＞ 

ａ 科学的介護推進体制加算は、原則として入所者全員を対象として、入所者ごとに科

学的介護推進体制加算（Ⅰ）及び（Ⅱ）に掲げる要件を満たした場合に、当該施設

の入所者全員に対して算定できるものであること。 

ｂ 上記加算（Ⅰ）ア及び（Ⅱ）アの情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこ

ととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システ

ム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提

示について」を参照されたい。 

ｃ 施設は、入所者に提供する施設サービスの質を常に向上させていくため、計画（Plan

）、実行（Do）、評価（Check）、改善（Action）のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）に

より、質の高いサービスを実施する体制を構築するとともに、その更なる向上に努

めることが重要であり、具体的には、次のような一連の取組が求められる。したが

って、情報を厚生労働省に提出するだけでは、本加算の算定対象とはならない。 

（ⅰ）入所者の心身の状況等に係る基本的な情報に基づき、適切なサービスを提供

するための施設サービス計画を作成する（Plan）。 

（ⅱ）サービスの提供に当たっては、施設サービス計画に基づいて、入所者の自立

支援や重度化防止に資する介護を実施する（Do）。 

（ⅲ）ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報等も活用し、多職種が共同し

て、施設の特性やサービス提供の在り方について検証を行う（Check）。 

（ⅳ）検証結果に基づき、入所者の施設サービス計画を適切に見直し、施設全体と

して、サービスの質の更なる向上に努める（Action）。 

ｄ 提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上

に資するため、適宜活用されるものである。 

 

㊸ 安全対策体制加算について  ２０単位／日 

安全対策体制加算は、事故発生の防止のための指針の作成・委員会の開催・従業者に対
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する研修の実施及びこれらを適切に実施するための担当者の配置を備えた体制に加えて、

当該担当者が安全対策に係る外部の研修を受講し、組織的に安全対策を実施する体制を備

えている場合に評価を行うものである。 

ア 指定地域密着型サービス基準第 155 条第１項に規定する事故の発生又はその再発を防

止するための措置を講じていること。 

イ 指定地域密着型サービス基準第 155 条第１項第４号に規定する担当者が安全対策に係

る外部における研修を受けていること。 

＊ 安全対策に係る外部の研修については、介護現場における事故の内容、発生防止の

取組、発生時の対応、施設のマネジメント等の内容を含むものであること。 

ウ 当該指定地域密着型介護老人福祉施設内に安全管理部門を設置し、組織的に安全対策

を実施する体制が整備されていること。 

＊ 組織的な安全対策を実施するにあたっては、施設内において安全管理対策部門を設

置し、事故の防止に係る指示や事故が生じた場合の対応について、適切に従業者全

員に行き渡るような体制を整備していることが必要であること。 

「指定地域密着型サービス基準」 

第 155 条第１項 

    指定地域密着型介護老人福祉施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次

の各号に定める措置を講じなければならない。 

１ 事故が発生した場合の対応、次に規定する報告の方法等が記載された事故発

生の防止のための指針を整備すること。 

２ 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該

事実が報告され、その分析を通した改善策について、従業者に周知徹底を図る

体制を整備すること。 

３ 事故発生の防止のための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことがで 

きるものとする。）及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。 

４ １～３に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

㊹ サービス提供体制強化加算について（いずれかのみ加算） 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）   ２２単位／日（ア､エのいずれか､ク及びキ） 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ）   １８単位／日（イ及びク） 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ）    ６単位／日（ウ、オ、カ及びク） 

＊ 日常生活継続支援加算を算定している場合は算定しない。 

＜要件＞ 

ア 指定地域密着型介護老人福祉施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占め

る割合が 100 分の 80 以上であること。 

イ 事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が 100 分の 60 以上で

あること。 

ウ 事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が 100 分の 50 以上で

あること。 

エ 指定地域密着型介護老人福祉施設の介護職員の総数のうち、勤続年数 10 年以上

の介護福祉士の占める割合が１００分の３５以上であること。 

オ 事業所の看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が 100 分の 75 以
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上であること。 

カ 認知症対応型共同生活介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年

数７年以上の者の占める割合が 100 分の 30 以上であること。 

キ 提供する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の質の向上に資する

取組を実施していること。 

ク 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

ａ  職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度（３月を除く

。）の平均を用いることとする。ただし、前年度の実績が６月に満たない施設（新たに

事業を開始し、又は再開した施設を含む。）については、届出日の属する月の前３月に

ついて、常勤換算方法により算出した平均を用いることとする。したがって、新たに

事業を開始し、又は再開した事業者については、４月目以降届出が可能となるもので

あること。 

なお、介護福祉士については、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とす

ること。 

ｂ  ａのただし書の場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近３月間の職

員の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。 

なお、その割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合に

ついては、直ちに加算等が算定されなくなる場合の届出を提出しなければならない。 

ｃ   ａの場合の職員に係る常勤換算にあっては、入所者への介護業務（計画作成等介護

を行うに当たって必要な業務は含まれるが、請求事務等介護に関わらない業務を除く

。）に従事している時間を用いても差し支えない。 

ｄ  勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。 

ｅ  勤続年数の算定に当たっては、当該施設における勤務年数に加え、同一法人等の経

営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に

直接提供する職員として勤務した年数を含めることができる。 

ｆ  サービスを入所者に直接提供する職員とは、生活相談員、介護職員、看護職員又は

機能訓練指導員として勤務を行う職員を指すものとする。 

ｇ   提供する指定地域密着型特定施設入居者生活介護の質の向上に資する取組につい

ては、サービスの質の向上や利用者の尊厳の保持を目的として、事業所として継続的

に行う取組を指すものとする。 

（例） 

・ ＬＩＦＥを活用したＰＤＣＡサイクルの構築 

・ ＩＣＴ・テクノロジーの活用 

・ 高齢者の活躍（居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や

労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供）等による役割分担の明確

化 

・ ケアに当たり、居室の定員が２以上である場合、原則としてポータブルトイレ

を使用しない方針を立てて取組を行っていること実施に当たっては、当該取組

の意義・目的を職員に周知するとともに、適時のフォローアップや職員間の意

見交換等により、当該取組の意義・目的に則ったケアの実現に向けて継続的に

取り組むものでなければならない。 

＊ 次年度のサービス提供体制強化加算の算定にあたっては、当年度４月から２月までの
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11 月間について、算定要件の割合を月ごとに確認、記録しておくこと。 

 

㊺ 介護職員処遇改善加算について （いずれかのみ加算） 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）  ①から㊹までにより算定した単位数の 

１０００分の８３に相当する単位数／月 

                   （Ａ～Ｈの全てに適合(ＧはＧ１～３の全てに適合)） 

介護職員処遇改善加算（Ⅱ）  ①から㊹までにより算定した単位数の 

１０００分の６０に相当する単位数／月 

                  （Ａ～Ｆ及びＨの全てに適合、かつ、Ｇ１及びＧ２に

適合） 

介護職員処遇改善加算（Ⅲ）   ①から㊹までにより算定した単位数の 

１０００分の３３に相当する単位数／月 

                  （Ａ～Ｆ及びＩの全てに適合、かつ、Ｇ１又はＧ２の

いずれかに適合） 

      別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施し

ているものとして市長に届け出た地域密着型介護老人福祉施設が、利用者に対し、地

域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行った場合には、当該基準に掲げる区分

に従い、令和６年３月 31 日までの間、上に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 

「厚生労働大臣が定める基準」 

Ａ 介護職員の賃金（退職手当を除く。）の改善に要する費用の見込額が、介護職

員処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、計画に基

づき適切な措置を講じていること。 

Ｂ 事業所において、Ａの賃金改善に関する計画、計画に係る実施期間及び実施方

法その他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を

作成し、全ての介護職員に周知し、市長に届け出ていること。 

Ｃ 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、

経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、事業の継続を図るために介護職員

の賃金水準（本加算による賃金改善分を除く。）を見直すことはやむを得ないが、

その内容について市長に届け出ること。 

Ｄ 事業所において、事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を市長に報

告すること。 

Ｅ 算定日が属する月の前 12 月間において、労働基準法、労働者災害補償保険法、

最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反し、

罰金以上の刑に処せられていないこと。 

Ｆ 事業所において、労働保険料の納付が適正に行われていること。 

（キャリアパスに関する要件） 

Ｇ１ 次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の任用の際における職位、職責又は職務内容等の要件（介護職員の

賃金に関するものを含む。）を定めていること。 

ｂ ａに掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系（一時金等の臨時的

に支払われるものを除く。）について定めていること。 

ｃ ａ及びｂの内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全て
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の介護職員に周知していること。 

Ｇ２ 次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、資質向上

の目標及び(ⅰ)又は(ⅱ)に掲げる具体的な計画を策定し、計画に係る研修の

実施又は研修の機会を確保していること。 

(ⅰ)資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実

施（OJT、OFF-JT 等）するとともに、介護職員の能力評価を行うこと。 

(ⅱ)資格取得のための支援（研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付

与、費用（交通費、受講料等）の援助等）を実施すること。 

ｂ ａの内容について、全ての介護職員に周知していること。 

Ｇ３ 次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 次の(ⅰ)から(ⅲ)までのいずれかに適合すること。 

(ⅰ)経験に応じて昇給する仕組みを設けていること。 

「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みであること。 

(ⅱ)資格等に応じて昇給する仕組みを設けていること。 

「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇給する仕

組みであること。ただし、介護福祉士資格を有して事業所や法人で就業

する者についても昇給が図られる仕組みであることを要する。 

(ⅲ)一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。 

「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みである

こと。ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを

要する。 

ｂ ａの内容について、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての介

護職員に周知していること。 

 

（職場環境等要件） 

Ｈ 平成 27 年４月から届出を要する日の属する月の前月までに実施した賃金改善

を除く処遇改善の内容を、全ての介護職員に周知していること。 

Ⅰ 平成 20 年 10 月から届出を要する日の属する月の前月までに実施した賃金改善

を除く処遇改善の内容を、全ての介護職員に周知していること。 

 

㊻ 介護職員等特定処遇改善加算（いずれかのみ加算） 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）  ①から㊹までにより算定した単位数の 

１０００分の２７に相当する単位数／月 

                       （ア～クの全てに適合） 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）  ①から㊹までにより算定した単位数の 

１０００分の２３に相当する単位数／月 

                       （ア～エ及びカ～クに適合） 

      別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施

しているものとして市長に届け出た地域密着型介護老人福祉施設が、利用者に対し、

地域密着型介護老人福祉施設を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、上に

掲げる単位数を所定単位数に加算する。 
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「厚生労働大臣が定める基準」 

ア 介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲げる基準のいずれにも適合

し、かつ、賃金改善に要する費用の見込額が介護職員等特定処遇改善加算の算定

見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を

講じていること。 

ａ 経験・技能のある介護職員のうち一人は、賃金改善に要する費用の見込額が

月額８万円以上又は賃金改善後の賃金の見込額が年額 440 万円以上である

こと。ただし、介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額が少額であること

その他の理由により、当該賃金改善が困難である場合はこの限りでないこ

と。 

ｂ 事業所における経験・技能のある介護職員の賃金改善に要する費用の見込額

の平均が、介護職員（経験・技能のある介護職員を除く。）の賃金改善に要

する費用の見込額の平均を上回っていること。 

ｃ 介護職員（経験・技能のある介護職員を除く。）の賃金改善に要する費用の

見込額の平均が、介護職員以外の職員の賃金改善に要する費用の見込額の平

均の２倍以上であること。ただし、介護職員以外の職員の平均賃金額が介護

職員（経験・技能のある介護職員を除く。）の平均賃金額を上回らない場合

はその限りでないこと。 

ｄ 介護職員以外の職員の賃金改善後の賃金の見込額が年額 440 万円を上回ら

ないこと。 

イ 事業所において、賃金改善に関する計画、計画に係る実施期間及び実施方法そ

の他の事業所の職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員等特定処遇改善計

画書を作成し、全ての職員に周知し、市長に届け出ていること。 

ウ 介護職員等特定処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。た

だし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、事業の継続を図るために事

業所の職員の賃金水準（本加算による賃金改善分を除く。）を見直すことはやむ

を得ないが、その内容について市町村長に届け出ること。 

エ 事業所において、事業年度ごとに事業所の職員の処遇改善に関する実績を市長

に報告すること。 

オ 地域密着型介護老人福祉入所者生活介護費の日常生活継続支援加算（Ⅰ）もし

くは（Ⅱ）又は地域密着型介護老人福祉入所生活介護費におけるサービス提供体

制強化加算（Ⅰ）もしくは（Ⅱ）のいずれかを届け出ていること。 

カ 地域密着型介護老人福祉入所者生活介護費における介護職員処遇改善加算

（Ⅰ）から（Ⅲ）までのいずれかを算定していること。 

キ イの届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善の内容（賃金改善に関

するものを除く。以下この号において同じ。）及び当該職員の処遇改善に要する

費用を全ての職員に周知していること。 

ク キの処遇改善の内容等について、インターネットの利用その他の適切な方法に

より公表していること。 

 

㊼ 介護職員等ベースアップ等支援加算 （令和４年 10 月１日から適用） 

共通資料を参照のこと。 
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氏名（ふりがな）
性別 □ 男、□ 女

生年月日 □ 明 □ 大 □ 昭  年     月      日生まれ  歳
要介護度・病名等
かかりつけ⻭科医 □ あり □ なし

⼊れ⻭の使⽤ □ あり □ なし

食形態等
□ 経口摂取（□ 常食、□ 嚥下調整食（□ ４、□ ３、□ 2-2、□ 2-1、□ 1ｊ、□ 0ｔ、□  0ｊ））
□ 経腸栄養、□ 静脈栄養

誤嚥性肺炎の発症・罹患 □ あり（発症日：令和  年  月  日） □ なし

同⼀月内の訪問⻭科衛生指導
（医療保険）の実施の有無（注） □ あり（    ）回、□ なし

               記⼊日：令和 年 月 日 記⼊者：

２ 口腔衛生の管理内容（アセスメント）
記⼊日：令和  年  月  日

記⼊者                   （指⽰を⾏った⻭科医師名：       ）

実施内容

□ 口腔の清掃   □ 口腔の清掃に関する指導
□ 義⻭の清掃   □ 義⻭の清掃に関する指導
□ 摂食・嚥下等の口腔機能に関する指導
□ 誤嚥性肺炎の予防に関する指導
□ その他（       ）

実施頻度 □ 月４回程度 □ 月２回程度 □ 月１回程度 □ その他（           ）

実施日： 令和  年  月  日 （記⼊者：      ）

４ その他の事項

口腔衛生管理加算 様式（実施計画）

※嚥下調整食の分類、誤嚥性肺炎の発症等について介護保険施設と連携を図り把握するよう努めるとともに、６月以内の状況について記載すること。
※医療保険により訪問⻭科衛生指導料（⻭科衛生⼠によるお口の中の清掃⼜は⼊れ⻭の清掃に関する実地指導）を同⼀月内に３回以上算定された場合には、
 同⼀月内においては、介護保険による口腔衛生管理加算の費⽤を請求することはできない。

１ 口腔に関する問題点（スクリーニング）

口腔に関する問題点
（該当する項目をチェッ

ク）

□ 口腔衛生状態（□ ⻭の汚れ、□ 義⻭の汚れ、□ ⾆苔、□ 口臭）
□ 口腔機能の状態（□ 食べこぼし、□ ⾆の動きが悪い、□ むせ、□ 痰がらみ、□ 口腔乾燥）
□ ⻭数（   ）⻭
□ ⻭の問題（□ う蝕、□ ⻭の破折、□ 修復物脱離、□ その他（     ））
□ 義⻭の問題（□ 不適合、□ 破損、□ その他（      ））
□ ⻭周病
□ 口腔粘膜疾患（潰瘍等）

実施目標

□ ⻭科疾患（□ 予防、□ 重症化予防）
□ 口腔衛生（□ 自立、□ 介護者の口腔清掃の技術向上、□ 専門職の定期的な口腔清掃等）
□ 摂食・嚥下機能（□ 維持、□ 改善）
□ 食形態（□ 維持、□ 改善）
□ 栄養状態（□ 維持、□ 改善）
□ 誤嚥性肺炎の予防
□ その他（       ）

３ ⻭科衛生⼠が実施した口腔衛生等の管理及び介護職員への技術的助⾔等の内容

口腔衛生等の管理

□ 口腔の清掃   □ 口腔の清掃に関する指導
□ 義⻭の清掃   □ 義⻭の清掃に関する指導
□ 摂食・嚥下等の口腔機能に関する指導
□ 誤嚥性肺炎の予防に関する指導
□ その他（        ）

介護職員への技術的助⾔等
の内容

□ ⼊所者のリスクに応じた口腔清掃等の実施
□ 口腔清掃にかかる知識、技術の習得の必要性
□ 食事の状態、食形態等の確認
□ 現在の取組の継続
□ その他 （        ）
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褥瘡対策に関するスクリーニング・ケア計画書 
 評価日 令和   年   月   日  計画作成日 令和   年   月   日 

氏名     殿 男  女 

明・大・昭・平   年   月   日生（   歳）   

記入担当者名            

褥瘡の有無 

1.現在 なし あり（仙骨部、坐骨部、尾骨部、腸骨部、大転子部、踵部、その他（ ）） 褥瘡発生日  令和   年   月   日 
2.過去 なし あり（仙骨部、坐骨部、尾骨部、腸骨部、大転子部、踵部、その他（ ）） 

危
険
因
子
の
評
価 

障害高齢者の日常生活自立度 J （1，2） A(1、2)  B(1、2)  C(1、2) 対処 

ADL の状況 

入浴 自分で行っている 自分で行っていない 「自分で行っていない」、

「あり」に１つ以上該当す

る場合、褥瘡ケア計画を立

案し実施する。 

 

食事摂取 自分で行っている 自分で行っていない 対象外（※１） 

更衣 
上衣 自分で行っている 自分で行っていない 

下衣 自分で行っている 自分で行っていない 

基本動作 

寝返り 自分で行っている 自分で行っていない 

座位の保持 自分で行っている 自分で行っていない 

座位での乗り移り 自分で行っている 自分で行っていない 

立位の保持 自分で行っている 自分で行っていない 

排せつの状況 

尿失禁 なし あり 対象外（※２） 

便失禁 なし あり 対象外（※３） 

バルーンカテーテルの使用 なし あり 

過去３か月以内に褥瘡の既往があるか なし あり 

※１：経管栄養・経静脈栄養等の場合 ※２：バルーンカテーテル等を使用もしくは自己導尿等の場合 ※３：人工肛門等の場合 

 

褥
瘡
の
状
態
の
評
価 

深さ 

d 0： 皮膚損傷・発赤なし  

d 1： 持続する発赤  

d 2： 真皮までの損傷 

D 3： 皮下組織までの損傷 

D 4： 皮下組織を越える損傷  

D 5： 関節腔、体腔に至る損傷  

DDTI: 深部損傷褥瘡（DTI)疑い 

D U： 壊死組織で覆われ深さの判定が不能 

浸出液 

e 0： なし  

e 1： 少量:毎日のドレッシング交換を要しない  

e 3： 中等量:1日 1回のドレッシング交換を要する   

E 6： 多量:1 日 2回以上のドレッシング交換を要する   

大きさ 

s 0： 皮膚損傷なし  

s 3： 4 未満  

s 6： 4 以上 16 未満  

s 8： 16 以上 36 未満  

s 9： 36 以上 64 未満  

s 12： 64 以上 100 未満 

S 15： 100 以上    

炎症/感染 

i 0： 局所の炎症徴候なし  

i 1： 局所の炎症徴候あり(創周囲の発赤・腫脹・熱感・疼痛) 

I3C:  臨床的定着疑い（創面にぬめりがあり、浸出液が 

多い。肉芽があれば、浮腫性で脆弱など） 

I 3： 局所の明らかな感染徴候あり(炎症徴候、膿、悪臭 

など)  

I 9： 全身的影響あり(発熱など) 

肉芽組織 

g 0：  創が治癒した場合、創の浅い場合、深部損傷褥瘡（DTI) 

疑いの場合 

g 1： 良性肉芽が創面の 90%以上を占める 

g 3： 良性肉芽が創面の 50%以上 90%未満を占める 

G 4： 良性肉芽が創面の 10%以上 50%未満を占める  

G 5： 良性肉芽が創面の 10%未満を占める  

G 6： 良性肉芽が全く形成されていない 

壊死組織 
n 0： 壊死組織なし N 3： 柔らかい壊死組織あり  

N 6： 硬く厚い密着した壊死組織あり 

ポケット 

p 0： ポケットなし P 6： 4 未満  

P 9： 4 以上 16 未満  

P 12：16 以上 36 未満  

P 24：36 以上 

※褥瘡の状態の評価については「改定 DESIGN-R○R 2020 コンセンサス・ドキュメント」（一般社団法人 日本褥瘡学会）を参照。 

 

褥
瘡
ケ
ア
計
画 

留意する項目 計画の内容 

関連職種が共同して取り組むべき事項  

 

評価を行う間隔  

圧迫、ズレ力の排除 

（体位変換、体圧分散

寝具、頭部挙上方法、

車椅子姿勢保持等） 

ベッド上  

 

イス上  

 

スキンケア  

栄養状態改善  

リハビリテーション  

その他  

 

 

説明日 令和  年  月  日 

説明者氏名  
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排せつの状態に関するスクリーニング・支援計画書 
評価日 令和   年   月   日  計画作成日 令和   年   月   日 

氏名     殿 男  女 

明・大・昭・平   年   月   日生（   歳） 

記入者名 

医 師 名  

看護師名 

排せつの状態及び今後の見込み 

 
施設入所時 

（利用開始時） 
評価時 

３か月後の見込み 

支援を行った場合 支援を行わない場合 

排尿の状態 

介助されていない 

見守り等 

一部介助 

全介助 

介助されていない 

見守り等 

一部介助 

全介助 

介助されていない 

見守り等 

一部介助 

全介助 

介助されていない 

見守り等 

一部介助 

全介助 

排便の状態 

介助されていない 

見守り等 

一部介助 

全介助 

介助されていない 

見守り等 

一部介助 

全介助 

介助されていない 

見守り等 

一部介助 

全介助 

介助されていない 

見守り等 

一部介助 

全介助 

おむつ 

使用の有無 

なし 

あり（日中のみ・ 

夜間のみ・終日） 

なし 

あり（日中のみ・ 

夜間のみ・終日） 

なし 

あり（日中のみ・ 

夜間のみ・終日） 

なし 

あり（日中のみ・ 

夜間のみ・終日） 

ポータブル 

トイレ 

使用の有無 

なし 

あり（日中のみ・ 

夜間のみ・終日） 

なし 

あり（日中のみ・ 

夜間のみ・終日） 

なし 

あり（日中のみ・ 

夜間のみ・終日） 

なし 

あり（日中のみ・ 

夜間のみ・終日） 

※排尿・排便の状態の評価については「認定調査員テキスト 2009 改訂版（平成 30 年 4 月改訂）」を参照。 

 

排せつの状態に関する支援の必要性 

あり      なし 

 

 

                                                     

支援の必要性をありとした場合、以下を記載。 

 

排せつに介護を要する要因 

 

 

 

 

支援計画 

 

 

 

 

 

 

 

説明日 令和  年  月  日 

説明者氏名  
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自立支援促進に関する評価・支援計画書 
評価日 令和   年   月   日  計画作成日 令和   年   月   日 

氏名     殿 男  女 
明・大・昭・平   年   月   日生（   歳） 

医 師 名  
介護支援専門員名 

現状の評価と支援計画実施による改善の可能性 

（※ 利用者が日常生活の中で「できる ADL 動作」について評価して下さい。） 
 

(１) 診断名（特定疾病または生活機能低下の直接の原因となっている傷病名については１.に記入）及び発症年月日 

    １．                                         発症年月日  （昭和・平成・令和      年     月     日頃 ） 

    ２．                                         発症年月日  （昭和・平成・令和      年     月     日頃 ） 

    ３．                                         発症年月日  （昭和・平成・令和      年     月     日頃 ） 

(２) 生活機能低下の原因となっている傷病または特定疾病の経過及び治療内容〔前回より変化のあった事項について記入〕 

(３)日常生活の自立度等について 
・障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)  □自立  □J1  □J2  □A1   □A2   □B1   □B2  □C1  □C2 
・認知症高齢者の日常生活自立度         □自立  □Ⅰ  □Ⅱa  □Ⅱb □Ⅲa  □Ⅲb □Ⅳ  □Ｍ 

(４) 基本動作 
・寝返り     □自立  □見守り  □一部介助  □全介助 
・起き上がり   □自立  □見守り  □一部介助  □全介助 
・座位の保持   □自立  □見守り  □一部介助  □全介助 
・立ち上がり   □自立  □見守り  □一部介助  □全介助 
・立位の保持    □自立  □見守り  □一部介助  □全介助 

（５）ADL※         自立   一部介助   全介助 
 
・食事           □10  □５        □０ 
・椅子とベッド間の移乗   □15    □10←（監視下） 
       （座るが移れない）→ □５        □０ 
・整容           □５  □０        □０ 
・トイレ動作          □10  □５        □０  
・入浴                     □５  □０        □０ 
・平地歩行                 □15    □10←（歩行器等） 
      （車椅子操作が可能）→ □５        □０ 
・階段昇降         □10  □５        □０ 
・更衣                     □10  □５        □０ 
・排便コントロール         □10  □５        □０ 
・排尿コントロール         □10  □５        □０ 

(６)廃用性機能障害に対する自立支援の取組による機能回復・重度化防止の効果 
□期待できる（期待できる項目： □基本動作 □ADL □IADL □社会参加 □その他）  
□期待できない  □不明 
・リハビリテーション（医師の指示に基づく専門職種によるもの）の必要性   □あり  □なし 
・機能訓練の必要性   □あり  □なし 

(７)尊厳の保持と自立支援のために必要な支援計画 
□尊厳の保持に資する取組 □本人を尊重する個別ケア □寝たきり防止に資する取組 □自立した生活を支える取組 

(８)医学的観点からの留意事項 
・血圧 □特になし □あり（                         ）・移動 □特になし □あり（                            ） 
・摂食 □特になし □あり（                         ）・運動 □特になし □あり（                            ） 
・嚥下 □特になし □あり（                         ）・その他 （                                            ） 
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支援実績 

離床・基本動作 ADL 動作 日々の過ごし方等 訓練時間 

・離床 
 □あり  □なし 
 １日あたり（ ）時間 
 
・座位保持 
 □あり  □なし 
 １日あたり（ ）時間 
（内訳） 

ベッド上（ ）時間 
   車椅子（ ）時間 
 普通の椅子（ ）時間 
   その他（ ）時間 
 
・立ち上がり 
 □あり  □なし 
 １日あたり（ ）回 

・食事 
（自立・見守り・一部介助・全介助）※ 

 □居室外（普通の椅子）  
□居室外（車椅子） 
□ベッドサイド 

 □ベッド上 □その他 
食事時間や嗜好への対応 

 □有 □無 
 
・排せつ（日中） 
（自立・見守り・一部介助・全介助）※ 
□居室外のトイレ 

  □居室内のトイレ 
 □ポータブル 
 □おむつ □その他 
 個人の排泄リズムへの対応 
 □有 □無 
 
・排せつ（夜間） 
（自立・見守り・一部介助・全介助）※ 

 □居室外のトイレ 
  □居室内のトイレ 
 □ポータブル 
 □おむつ □その他 
 個人の排泄リズムへの対応 
 □有 □無 
 
・入浴 
（自立・見守り・一部介助・全介助）※ 
□大浴槽 □個人浴槽 

 □機械浴槽 □清拭 
 １週間あたり（ ）回 
 マンツーマン入浴ケア 
 □有 □無 

・本人の希望の確認 
 １月あたり（ ）回 
 
・外出 
１週間あたり（ ）回 

 
・居室以外（食堂・デイルー 
ムなど）における滞在 
１日あたり（ ）時間 

 
・趣味・アクティビティ・ 
役割活動 
１週間あたり（ ）回 

 
・職員の居室訪問 
１日あたり（ ）回 
 

・職員との会話・声かけ 
 １日あたり（ ）回 
 
・着替えの回数 
 １週間当たり（ ）回 
 
・居場所作りの取組 
 □有 □無 

・リハビリ専門職による訓練 
 □あり  □なし 
 １週間あたり（ ）時間 
 
・看護・介護職による訓練 
 □あり  □なし 
 １週間あたり（ ）時間 
 
・その他職種 
 □あり  □なし 
 １週間あたり（ ）時間 
 

（※ 利用者が実際に日常生活の中で「している ADL 動作」について評価して下さい。） 
 
支援計画 

・離床・基本動作についての支援計画 

（具体的な計画） 

・ADL 動作についての支援計画 

（具体的な計画） 

・日々の過ごし方等についての支援計画 

（具体的な計画） 

・訓練の提供についての計画（訓練時間等） 

（具体的な計画） 

 
説明日 令和  年  月  日 
説明者氏名  
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運営指導における不適正事項等 

不適正事項 根拠法令 具体的な内容 

【人員基準】 

○機能訓練指導員が配

置されていない 

 

【設備基準】 

○居室内のブザー又は

これに代わる設備が

外されている。 

 

【運営基準】 

○要介護認定の更新申

請の援助が遅れてい

る 

 

 

○運営推進会議の運営

が基準を満たしてい

ない 

 

 

○入所者の被保険者証

に必要事項を記載し

ていない 

 

○地域密着型施設サー

ビス計画の見直しが

検討されていない 

 

○入所者等の秘密保持

のための措置が不十

分 

 

 

 

 

（平 18 厚労省令第

34 号第 131 条） 

 

 

（平 18 厚労省令第

34 号第 160 条） 

 

 

 

（平 18 厚労省令第

34号第157条にお

いて準用する第 3

条の 11） 

 

（平 18 厚労省令第

34号第157条にお

いて準用する第

85 条） 

 

（平 18 厚労省令第

34 号第 135 条） 

 

 

（平 18 厚労省令第

34 号第 138 条） 

 

 

（平 18 厚労省令第

34 号第 153 条） 

 

 

 

 

 

・機能訓練指導員が１以上配置されていな

い。 

 

 

・ナースコールを外して、使用できないよ

うにしている。 

 

 

 

・入所者の要介護認定の有効期間が終了し

てから更新申請の援助を行っている。 

 

 

 

・おおむね２月に１回以上開催されていな

い。 

・議事録が公表されていない。 

 

 

・入所時に入所の年月日、入所施設の種類・

名称を、退所時に退所年月日を入所者の

被保険者証に記載していない。 

 

・入所者が要介護認定の更新を受けている

にもかかわらず施設サービス計画の見直

しが検討されていない。 

 

・従業者又は従業者であった者が、その業

務上知り得た入所者又はその家族の秘密

を漏らすことのないよう、従業者等から

誓約書を得ているが、誓約書がとられて

いない従業者がいる。 
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不適正事項 根拠法令 具体的な内容 

○事故発生防止のため

の措置が不十分 

 

○事故発生時の対応が

不十分 

 

 

○褥瘡予防のための対

策が不十分 

 

 

○入所者預り金の管理

について入所者の同

意書がない 

 

○身体的拘束等の適正

化のための対策が不

十分 

 

 

 

 

 

○ユニットごとに常勤

のユニットリーダー

がいなかった 

 

○ユニットケアリーダ

ーケア研修を受講し

たユニットリーダー

がいなかった 

 

【介護報酬基準】 

○看護体制加算が適正

に算定されていない 

 

（平 18 厚労省令第

34 号第 155 条） 

 

（平 18 厚労省令第

34 号第 155 条） 

 

 

（平 18 厚労省令第

34 号第 163 条） 

 

 

（平 18 厚労省令第

34 号第 165 条） 

 

 

（平 18 厚労省令第

34 号第 165 条） 

 

 

 

 

 

 

（平 18 厚労省令第

34 号第 167 条） 

 

 

（平 18 厚労省令第

34 号第 167 条） 

 

 

 

 

（平 18 厚労省告示

第126号別表の7） 

 

・事故発生の防止のための指針が整備され

ていない。 

 

・入所者に対するサービスの提供により事

故が発生し受診した場合等で、市に事故

報告を行っていない。 

 

・褥瘡対策のための指針が整備されていな

い。 

・褥瘡対策チームに栄養士がいない。 

 

・入所者の日用品費の支払等のため、預り

金の管理を行っているにもかかわらず入

所者の同意書がない。 

 

・身体的拘束等を行う場合に必要な記録が

ない。 

・身体的拘束等の適正化の研修を年２回以

上、新規採用時に実施されていない。 

・指針に必要な項目が不十分。 

・身体拘束を行う場合の同意書に身体拘束

の期限が定められていない。 

 

・あるユニットのリーダーが、他のユニッ

トリーダーを兼務していた。 

 

 

・ユニットケアリーダー研修を受講した職

員が１名しかいない。 

 

 

 

 

・算定に必要な数の看護職員の配置がない

月に加算を算定している。 

 （Ⅰ）常勤の看護師が１名以上配置され
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不適正事項 根拠法令 具体的な内容 

 

 

 

 

 

○退所時相談援助加算

が適正に算定されて

いない 

 

 

 

 

○個別機能訓練加算が

適正に算定されてい

ない 

 

○看取り介護加算が適

正に算定されていな

い 

 

 

 

 

○口腔衛生管理加算が

適正に算定されてい

ない 

 

 

○療養食加算が適正に

算定されていない 

 

 

 

 

 

（平 18 厚労省告示

第126号別表の7） 

 

 

 

 

 

（平 18 厚労省告示

第126号別表の7） 

 

 

（平 18 厚労省告示

第126号別表の7） 

 

 

 

 

 

（平 18 厚労省告示

第126号別表の7） 

 

 

 

（平 18 厚労省告示

第126号別表の7） 

 

ず、准看護師のみの配置となってい

る。 

 （Ⅱ）看護職員が常勤換算方法で２名以 

  上の配置となっていない。 

 

・退所の日から２週間以内に当該入所者の

退所後の居宅地を管轄する市町村等に、

当該入所者の介護状況を示す文書を添え

て当該入所者に係る居宅サービス又は地

域密着型サービスに必要な情報を提供し

ていない。 

 

・個別機能訓練に関する記録に、実施時間

及び実施内容が記録されていない。 

 

 

・常勤の看護師が１名以上配置されず、准

看護師のみの配置となっているのに加算

を算定している。 

・入所の際に、入所者又はその家族に対し

て見取りに関する指針の内容を説明し、

同意を得ていない。 

 

・口腔衛生の管理を月２回以上行っていな

いにもかかわらず加算を算定している。 

・「口腔衛生管理に関する実施記録」を保管

していない 

 

・提供する療養食が基準に適合（減塩食に

ついて総量 6.0g 未満等）していない日に

ついて加算を算定している。 

 

 

【その他注意点】 

・ 従業者が事業所内や併設の複数の事業所間で兼務している場合に、辞令書等による

各事業所への配置及び職種の位置づけがない。 
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・ 感染症対策委員会や事故発生の防止のための委員会の出席状況が悪い。 

・ インターネット上の情報を印刷したものや、資料のコピーをマニュアルとしており、

事業所の実態に即したマニュアルが作成されていない。 

・ 介護計画に位置づけたサービスの実施状況が、介護記録から読み取れない。 

・ 清潔なものと不潔なもの（使用済みオムツ等）が分別管理されていない。 

・ 各種加算の算定要件を十分に確認しないまま、加算を算定している。 

・ 同意を得た記録がないなど、加算の算定要件が記録上確認できない。 
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令和３年度介護報酬改定に関するQ＆A 

Vol.１＝令和３年３月１９日 Vol.２＝令和３年３月２３日 

Vol.３＝令和３年３月２６日 Vol.４＝令和３年３月２９日 

Vol.５＝令和３年４月９日 Vol.６＝令和３年４月１５日 

Vol.７＝令和３年４月２１日 Vol.８＝令和３年４月１６日 

Vol.９＝令和３年４月３０日 Vol.10＝令和３年６月９日 

Vol.11＝令和４年２月２１日  

※Vol.２以降に所収のＱ＆Ａについては、問〇の前にVol.２などと表記 

 

【全サービス共通】  

○ 人員配置基準における両立支援  

問１ 人員配置基準や報酬算定において「常勤」での配置が求められる職員が、産前産後休業や育

児・介護休業等を取得した場合に、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算することで、

人員配置基準を満たすことを認めるとあるが、「同等の資質を有する」かについてどのように判

断するのか。 

（答）  

・ 介護現場において、仕事と育児や介護との両立が可能となる環境整備を進め、職員の離職防止・

定着促進を図る観点から、以下の取扱いを認める。  

  

＜常勤の計算＞  

・ 育児・介護休業法による育児の短時間勤務制度を利用する場合に加え、同法による介護の短時間

勤務制度や、男女雇用機会均等法による母性健康管理措置としての勤務時間の短縮等を利用する場

合についても、30時間以上の勤務で、常勤扱いとする。  

  

＜常勤換算の計算＞  

・ 職員が、育児・介護休業法による短時間勤務制度や母性健康管理措置としての勤務時間の短縮等

を利用する場合、週30時間以上の勤務で、常勤換算上も１と扱う。  

※ 平成 27年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（平成27年４月１日）問２は削除する。  

  

＜同等の資質を有する者の特例＞  

・ 「常勤」での配置が求められる職員が、産前産後休業や育児・介護休業、育児休業に準ずる休業、

母性健康管理措置としての休業を取得した場合に、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換

算することで、人員配置基準を満たすことを認める。  

・ なお、「同等の資質を有する」とは、当該休業を取得した職員の配置により満たしていた、勤続

年数や所定の研修の修了など各施設基準や加算の算定要件として定められた資質を満たすことであ

る。 

 

Vol.3 問１ 居宅療養管理指導や居宅介護支援などの小規模な事業者では、実質的に従業者が１名

だけということがあり得る。このような事業所でも虐待防止委員会の開催や研修を定期的にしな

ければならないのか。 

（答）  
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・ 虐待はあってはならないことであり、高齢者の尊厳を守るため、関係機関との連携を密にして、

規模の大小に関わりなく虐待防止委員会及び研修を定期的に実施していただきたい。小規模事業所

においては他者・他機関によるチェック機能が得られにくい環境にあることが考えられることから、

積極的に外部機関等を活用されたい。  

  

・ 例えば、小規模事業所における虐待防止委員会の開催にあたっては、法人内の複数事業所による

合同開催、感染症対策委員会等他委員会との合同開催、関係機関等の協力を得て開催することが

考えられる。  

  

・ 研修の定期的実施にあたっては、虐待防止委員会同様法人内の複数事業所や他委員会との合同開

催、都道府県や市町村等が実施する研修会への参加、複数の小規模事業所による外部講師を活用

した合同開催等が考えられる。  

  

○ 指定基準の記録の整備の規定について  

Vol.3 問２ 指定基準の記録の整備の規定における「その完結の日」の解釈が示されたが、指定権

者が独自に規定を定めている場合の取扱い如何。 

（答）  

・ 指定権者においては、原則、今回お示しした解釈に基づいて規定を定めていただきたい。  

・ なお、指定権者が独自に規定を定めている場合は、当該規定に従っていれば、指定基準違反にな

るものではない。 

 

○ 認知症介護基礎研修の義務づけについて  

Vol.3 問３ 養成施設及び福祉系高校で認知症に係る科目を受講したが介護福祉士資格は有してい

ない者は、義務づけの対象外とすることが可能か。  

（答）  

  養成施設については卒業証明書及び履修科目証明書により、事業所及び自治体が認知症に係る科

目を受講していることが確認できることを条件として対象外とする。なお、福祉系高校の卒業者に

ついては、認知症に係る教育内容が必修となっているため、卒業証明書により単に卒業が証明でき

れば対象外として差し支えない。  

  

Vol.3 問４ 認知症介護実践者研修の修了者については、義務づけの対象外とすることが可能か。 

（答）  

認知症介護実践者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護指導者研修等の認知症の介護

等に係る研修を修了した者については、義務づけの対象外として差し支えない。  

 

 

 

  

（答）  

  認知症サポーター等養成講座は、認知症について正しく理解し、認知症の人や家族を温かく見守

り、支援する応援者を養成するものであるが、一方で、認知症介護基礎研修は認知症介護に携わる

者が認知症の人や家族の視点を重視しながら、本人主体の介護を実施する上での、基礎的な知識・

技術及び理念を身につけるための研修であり、その目的・内容が異なるため、認知症サポーター等

Vol.3 問５ 認知症サポーター等養成講座の修了者については、義務づけの対象外とすることが可能

か。  
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養成講座修了者は、義務付けの対象外とはならない。  

 

Vol.3 問６ 人員配置基準上、従業者の員数として算定される従業者以外の者や、直接介護に携わ

る可能性がない者についても、義務付けの対象となるのか 。 

（答）  

 人員配置基準上、従業者の員数として算定される従業者以外の者や、直接介護に携わる可能性がな

い者については、義務付けの対象外である。一方で、義務付けの趣旨を踏まえ、認知症介護に携わ

る者が認知症の人や家族の視点を重視しながら、本人主体の介護を実施するためには、人員配置基

準上、従業者の員数として算定される従業者以外の者や、直接介護に携わらない者であっても、当

該研修を受講することを妨げるものではなく、各施設において積極的に判断いただきたい。  

   

○ 外国人介護職員への認知症介護基礎研修の義務付けについて  

Vol.3 問７ 外国人介護職員についても、受講が義務づけられるのか。 

（答）  

 ＥＰＡ介護福祉士、在留資格「介護」等の医療・福祉関係の有資格者を除き、従業員の員数として

算定される従業者であって直接介護に携わる可能性がある者については、在留資格にかかわらず、

義務づけの対象となる。  

  

Vol.3 問８ 外国人技能実習生が認知症介護基礎研修を受講する場合、技能実習計画には記載する

必要があるのか。 

（答）  

 認知症介護基礎研修は、法令等に基づき受講が義務づけられるものであることから、技能実習制度

運用要領第４章第２節第３（２）を踏まえ、技能実習計画への記載は不要である（令和６年３月ま

での間、努力義務として行う場合も同様。）。なお、受講に係る給与や時間管理が通常の技能実習と

同様に行われることや、研修の受講状況について、技能実習指導員が適切に管理することが必要で

ある。  

  

Vol.3 問９ 事業所が外国人技能実習生に認知症介護基礎研修を受講させる場合、入国後講習中や

新型コロナウイルス感染症対策のための入国後 14 日間の自宅等待機期間中に受講させてもよい

か。 

（答）  

・ 入国後講習中の外国人技能実習生については、入国後講習の期間中は業務に従事させないことと

されていることから、認知症介護基礎研修を受講させることはできない。一方、新型コロナウイル

ス感染症対策のための入国後 14 日間の自宅等待機期間中であって入国後講習中ではない外国人技

能実習生については、受入企業との間に雇用関係がある場合に限り、認知症介護基礎研修（オンラ

インで実施されるものに限る。）を受講させることができる。  

・ なお、実際の研修受講にあたっての取扱い等（※）については、実施主体である都道府県等によ

り異なる場合があることにご留意いただきたい。  

（※）研修の受講方法（ｅラーニング、Zoom 等による双方向型のオンライン研修、集合研修）、料

金（補助の有無等）、受講枠など  

 

   Vol.3 問 10 外国人介護職員が研修内容を理解して受講できるように、多言語化された研修教材

は提供されるのか。 
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（答）  

 令和３年度中に、日本語能力試験のＮ４レベルを基準としたｅラーニング教材の作成を行うととも

に、介護分野の在留資格「特定技能」に係る試験を実施している言語（フィリピン、インドネシア、

モンゴル、ネパール、カンボジア、ベトナム、中国、タイ、ミャンマーの言語）を基本として外国

人介護職員向けのｅラーニング補助教材を作成することを予定している。  

 

○ 運営規程について 

 

 

 

（答） 

・ 介護保険法施行規則に基づき運営規程については、変更がある場合は都道府県知事又は市町村長

に届け出ることとされているが、今般介護サービス事業所等に対し義務づけられたもののうち、経

過措置が定められているものについては、当該期間においては、都道府県知事等に届け出ることま

で求めるものではないこと。 

・ 一方、これらの取組については、経過措置期間であってもより早期に取組を行うことが望ましい

ものであることに留意すること。 

 

○ 令和３年９月30 日までの上乗せ分について 

 

 

（答） 

令和３年９月30 日までの間は、各サービスの月の基本報酬に、0.1％上乗せすることとしている

が、請求に当たっては、上乗せ分のコードをあわせて入力することが必要であり、行われない場合

返戻となることから、「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について（確定版）」

（令和３年３月31 日付厚生労働省老健局介護保険計画課ほか連名事務連絡）「Ⅲ－資料３_介護給

付費明細書及び給付管理票記載例」の記載方法を参考に対応されたい。 

 

 

【施設サービス共通事項】  

○ 科学的介護推進体制加算、自立支援促進加算、褥瘡マネジメント加算、排せつ支援加算、栄養マ

ネジメント強化加算について  

Vol.3 問 16 要件として定められた情報を「やむを得ない場合を除き、すべて提出すること」とさ

れていれるが、「やむを得ない場合」とはどのような場合か。 

（答）  

・ やむを得ない場合とは、例えば、通所サービスの利用者について、情報を提出すべき月において、

当該月の中旬に評価を行う予定であったが、緊急で月初に入院することとなり、当該利用者につ

いて情報の提出ができなかった場合や、データを入力したにも関わらず、システムトラブル等に

より提出ができなかった場合等、利用者単位で情報の提出ができなかった場合がある。  

・ また、提出する情報についても、例えば、全身状態が急速に悪化した入所者について、必須項目

である体重等が測定できず、一部の情報しか提出できなかった場合等であっても、事業所・施設

の利用者又は入所者全員に当該加算を算定することは可能である。  

Vol.７問１ 令和３年度改定において、運営基準等で経過措置期間を定め、介護サービス事業所 

等に義務づけられたものがあるが、これらについて運営規程においてはどのように扱うのか。 

 

Vol.７ 問２ 令和３年９月30 日までの上乗せ分については、どのように算定するのか。 
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・ ただし、情報の提出が困難であった理由について、介護記録等に明記しておく必要がある。  

  

Vol.3 問 17 ＬＩＦＥに提出する情報に、利用者の氏名や介護保険被保険者番号等の個人情報が含

まれるが、情報の提出に当たって、利用者の同意は必要か。 

（答）  

ＬＩＦＥの利用者登録の際に、氏名や介護保険被保険者番号等の個人情報を入力いただくが、Ｌ

ＩＦＥのシステムにはその一部を匿名化した情報が送られるため、個人情報を収集するものではな

い。そのため、加算の算定に係る同意は必要ではあるものの、情報の提出自体については、利用者

の同意は必要ない。  

  

Vol.3 問 18 加算を算定しようと考えているが、例えば入所者のうち１人だけでも加算の算定に係

る同意が取れない場合には算定できないのか。 

（答）  

加算の算定に係る同意が得られない利用者又は入所者がいる場合であっても、当該者を含む原則

全ての利用者又は入所者に係る情報を提出すれば、加算の算定に係る同意が得られた利用者又は入

所者について算定が可能である。  

     

○ Barthel Indexの読み替えについて  

Vol.3 問 19 科学的介護推進体制加算、ＡＤＬ維持等加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)、自立支援促進加算、

個別機能訓練加算(Ⅱ)、リハビリテーションマネジメント加算(Ａ)ロ若しくは(Ｂ) ロ、リハビ

リテーションマネジメント計画書情報加算又は理学療法若しくは作業療法及び言語聴覚療法に

係る加算において、Barthel Index（ＢＩ）のデータ提出に際して、老人保健健康増進等事業に

おいて一定の読み替え精度について検証されているＩＣＦステージングから読み替えたものを

提出してもよいか。 

（答）  

ＢＩの提出については、通常、ＢＩを評価する場合に相当する読み替え精度が内容の妥当性を含

め客観的に検証された指標について、測定者が、  

（１）ＢＩに係る研修を受け、  

（２）ＢＩへの読み替え規則を理解し、  

（３） 読み替え精度等を踏まえ、必要に応じて、読み替えの際に、正確なBIを別途評価する等の

対応を行い、提出することが必要である。 

 

○ 口腔衛生の管理、口腔衛生管理体制加算について  

Vol.3 問 80 口腔衛生の管理体制に関する管理計画の立案は、歯科医師又は歯科医師の指示を受け

た歯科衛生士による技術的助言及び指導に基づき行われるが、技術的助言及び指導を行う歯科医

師は、協力歯科医療機関の歯科医師でなければならないのか。 

（答）  

協力歯科医療機関の歯科医師に関わらず、当該施設の口腔衛生の管理体制を把握している歯科医

師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士を想定している。 

 

○ 人員配置基準の見直し  

Vol.3 問 87 今回の基準省令改正により、  
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・ 介護保険施設の従来型とユニット型を併設する場合に、介護・看護職員が兼務すること  

・ 広域型特別養護老人ホーム又は介護老人保健施設と小規模多機能型居宅介護事業所を併設

する場合に、管理者・介護職員が兼務すること  

・ 本体施設が（地域密着型）特別養護老人ホームである場合に、サテライト型居住施設に生

活相談員を置かないこと  

・ 地域密着型特別養護老人ホーム（サテライト型を除く）において、栄養士を置かないこと  

・ 施設系サービス及び短期入所系サービスにおける個室ユニット型施設を１ユニットの定員

が15人を超えない範囲で整備すること が可能となったが、運営に当たって留意すべき点は

何か。 

 （答）  

今回の基準省令改正に伴い、併設施設の職員の兼務等を認める場合にあっても、以下の点に十分

留意いただきたい。  

（１）食事、入浴、排せつ等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上

の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力

に応じて自立し、尊厳ある日常生活を営むことができるよう、十分な数の職員が確保され、

ケアの質が担保されていること  

（２）職員の休憩時間の確保や有給休暇の取得など労務管理が適切になされるために十分な数の職

員を確保し、シフトを組むことによって、一人の職員に過度な負担がかからないよう配慮さ

れていること  

  

○ 身体拘束廃止未実施減算  

Vol.3 問 88 身体拘束廃止未実施減算については、「身体拘束の記録を行っていない事実が生じた場

合、速やかに改善計画を市町村長に提出した後、事実が生じた月から３か月後に改善計画に基づ

く改善状況を市町村長に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月まで

の間について減算する」こととされているが、施設から改善計画が提出されない限り、減算の措

置を行うことはできないのか。  

（答）  

改善計画の提出の有無に関わらず、事実が生じた月の翌月から減算の措置を行って差し支えない。

当該減算は、施設から改善計画が提出され、事実が生じた月から３か月以降に当該計画に基づく改

善が認められた月まで継続する。   

 

 ○ 退所前連携加算  

Vol.3 問 89 介護保険施設サービスにおける退所前連携加算における「退所後の居宅における居宅

サービスの利用上必要な調整」とは、具体的にどのような調整が考えられるのか。 

（答）  

例えば、退所後に福祉用具の利用が必要と見込まれる場合においては、福祉用具専門相談員や居

宅サービスを提供する作業療法士等と以下の連携を行うことが考えられる。  

（１）退所前から福祉用具専門相談員等と利用者の現状の動作能力や退所後に生じる生活課題等を

共有し、利用者の状態に適した福祉用具の選定を行う。  

(２）退所する利用者が在宅で円滑に福祉用具を利用することができるよう、利用者や家族等に対

して、入所中から福祉用具の利用方法等の指導助言を行う。 

 

○ 運営基準における栄養管理、経口移行加算、経口維持加算、低栄養リスク改善加算について  

-84-



Vol.3 問 90 運営基準における栄養管理、経口移行加算、経口維持加算、低栄養リスク改善加算の

算定にあたって歯科医師の関与や配置は必要か。 

（答）  

多職種共同で計画を立案する必要があるが、歯科医師の関与及び配置は必須ではなく、必要に応

じて行うものである。  

※ 平成 30年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（平成30年３月 23日）問 71の修正。  

  

○ 経口移行加算について  

Vol.3 問 91 経口移行加算の算定に当たっては、管理栄養士の配置は必須なのか。 

（答）  

本加算の算定要件としては管理栄養士の配置は必須ではないが、栄養管理に係る減算に該当する

場合は、算定しない。  

※ 平成 17年 10月改定関係Ｑ＆Ａ（平成17年９月７日）問74の修正。  

   

○ 経口維持加算について  

Vol.3 問 92 原則、６月以内に限るとする算定要件が廃止されたが、６月を超えた場合の検査やお

おむね１月ごとの医師又は歯科医師の指示も不要となるか。 

（答）  

原則、６月以内に限るとする算定要件の廃止に伴い、６月を超えた場合の水飲みテスト、頸部聴

診法、造影撮影、内視鏡検査等やおおむね１月ごとの医師又は歯科医師の指示に係る要件は廃止と

なったものの、月１回以上行うこととされている食事の観察及び会議等において、検査や誤嚥防止

のための食事の摂取を進めるための特別な管理を行う必要性について検討し、必要に応じて対応さ

れたい。  

  

Vol.3 問 93 経口維持加算の算定に当たっては、管理栄養士や看護師の配置は必須なのか。 

（答）  

本加算の算定要件としては管理栄養士や看護師の配置は必須ではないが、栄養管理に係る減算に

該当する場合は、算定しない。  

※ 介護老人福祉施設等に関するＱ＆Ａ（平成18年３月 31日）問３の修正。  

  

Vol.3 問 94 水飲みテストとはどのようなものか。 

（答）  

経口維持加算は、入所者の摂食・嚥下機能が医師の診断により適切に評価されていることが必要

である。代表的な水飲みテスト法である窪田の方法（窪田俊夫他：脳血管障害における麻痺性嚥下

障害－スクリーニングテストとその臨床応用について。総合リハ、10（2）：271－276、1982）をお

示しする。  

※ 平成 30年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（平成30年３月 23日）問 72の修正。  

  

○ 口腔衛生管理加算について  

Vol.3 問 95 口腔衛生管理加算の算定に当たって、作成することとなっている「口腔衛生管理加算

の実施計画」はサービスを提供する利用者毎に作成するのか。 

（答）  

貴見のとおり。 
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Vol.3 問 96 口腔衛生管理加算における「歯科衛生士」とは、施設職員に限定されるのか。もしく

は、協力歯科医療機関等の歯科衛生士でもよいのか。 

（答）  

施設と雇用関係にある歯科衛生士（常勤、非常勤を問わない）または協力歯科医療機関等に属す

る歯科衛生士のいずれであっても算定可能である。  

ただし、算定にあたっては、協力歯科医療機関等の歯科医師の指示が必要である。  

※ 平成 30年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（平成30年３月 23日）問 76の修正。  

  

Vol.3 問 97 歯科衛生士による口腔衛生等の管理が月２回以上実施されている場合に算定できるこ

ととされているが、月途中から介護保険施設に入所した者について、入所月は月２回に満たない

場合であっても算定できるのか。満たない場合であっても算定できるのか。 

（答）  

月途中からの入所であっても、月２回以上口腔衛生等の管理が実施されていない場合には算定で

きない。  

※ 平成 30年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（平成30年３月 23日）問 78の修正。  

  

Vol.3 問 98 口腔衛生管理加算は、歯科衛生士による口腔衛生等の管理が月２回以上実施されてい

る場合に算定できるが、同一日の午前と午後それぞれ口腔衛生等の管理を行った場合は２回分の

実施とするのか。 

（答）  

同一日の午前と午後それぞれ口腔衛生等の管理を行った場合は、１回分の実施となる。  

※ 平成 30年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（平成30年３月 23日）問 79の修正。 

※ 平成 17年 10月改定関係Ｑ＆Ａ（平成17年９月７日）問55から問 73までは削除する。  

※ 平成 17年 10 月改定関係Ｑ＆Ａ【追補版】（平成 17年 10 月 27 日）問 17、問 18、問 24 は削除

する。 

 

○科学的介護推進体制加算、個別機能訓練加算(Ⅱ)、リハビリテーションマネジメント加算(Ａ)ロ

及び(Ｂ)ロ、リハビリテーションマネジメント計画書情報加算、理学療法、作業療法及び言語聴覚

療法に係る加算、褥瘡マネジメント加算、褥瘡対策指導管理(Ⅱ)、排せつ支援加算、自立支援促進

加算、かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)、薬剤管理指導の注２の加算、栄養マネジメント強化加

算、栄養アセスメント加算、口腔衛生管理加算(Ⅱ)、口腔機能向上加算（Ⅱ）について 

 

（答） 

・「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び

様式例の提示について」（令和３年３月16日老老発0316第４号）においてお示しをしているとおり、

評価等が算定要件において求められるものについては、それぞれの加算で求められる項目（様式で

定められた項目）についての評価等が必要である。 

・ただし、同通知はあくまでもＬＩＦＥへの提出項目をお示ししたものであり、利用者又は入所者

の評価等において各加算における様式と同一のものを用いることを求めるものではない。 

 

○ＡＤＬ維持等加算(Ⅰ)・(Ⅱ)について 

 

Vol.5 問４ ＬＩＦＥに提出すべき情報は「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え

方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」（令和３年３月16日老老発0316第４号）の各加算

の様式例において示されているが、利用者又は入所者の評価等に当たっては、当該様式例を必ず用いる

必要があるのか。 

Vol.5 問５ ＡＤＬの評価は、一定の研修を受けた者により、Barthel Index（以下「ＢＩ」という。）を

用いて行うとあるが、「一定の研修」とはなにか。 
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（答） 

・一定の研修とは、様々な主体によって実施されるＢＩの測定方法に係る研修を受講することや、

厚生労働省において作成予定のＢＩに関するマニュアル

（https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00037.html）及びＢＩの測定についての動画

等を用いて、ＢＩの測定方法を学習することなどが考えられる。 

・また、事業所は、ＢＩによる評価を行う職員を、外部・内部の理学療法士、作業療法士、言語聴

覚士から指導を受ける研修に定期的に参加させ、その参加履歴を管理することなどによりＢＩの測

定について、適切な質の管理を図る必要がある。加えて、これまでＢＩによる評価を実施したこと

がない職員が、はじめて評価を行う場合には、理学療法士等の同席の下で実施する等の対応を行わ

ねばならない。 

 

○ ＡＤＬ維持等加算(Ⅰ)・(Ⅱ)について 

 

 

 

 

（答）  

令和３年度にＡＤＬ維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定する場合において、令和３年４月 １日までに

体制届出を行っている場合については、評価対象利用開始月の翌月から起算 して６月目の月に測定

したＡＤＬ値を、評価対象利用開始月から起算して６月目の月に 測定したＡＤＬ値を持って代替す

ることとして差し支えない。 

 

○ 科学的介護推進体制加算、自立支援促進加算、褥瘡マネジメント加算、排せつ支援加算 

について 

 

 

（答） 

・ これらの加算については、算定要件として、サービスの利用を開始した日の属する月や、サービスの

提供を終了する日の属する月の翌月１０日までに、ＬＩＦＥへの情報提出を行っていただくこととして

いる。 

・ 当該サービスの再開や当該施設への再入所を前提とした、短期間の入院等による３０日未満のサービ

ス利用の中断については、当該中断の後、当該サービスの利用を再開した場合は、加算の算定要件であ

るサービス利用終了時やサービス利用開始時の情報提出は必要ないものとして差し支えない。 

・ 一方、長期間の入院等により、３０日以上、当該サービスの利用がない場合は、加算の算定要件であ

るサービス利用終了時の情報提出が必要であるとともに、その後、当該サービスの利用を再開した場合

は、加算の算定要件であるサービス利用開始時の情報提出が必要となる。 

※ サービス利用開始時に情報提出が必要な加算：科学的介護推進体制加算、自立支援促進加算、褥瘡マ

ネジメント加算、排せつ支援加算 

※ サービス利用終了時に情報提出が必要な加算：科学的介護推進体制加算 

 

○ 科学的介護推進体制加算について 

Vol.6 問３ 令和３年度介護報酬改定により、ＡＤＬ値の測定時期は「評価対象利用開始月と当 該

月の翌月から起算して６月目」となったが、令和３年度にＡＤＬ維持等加算(Ⅰ)又は (Ⅱ)を算定し

ようとする場合においても、ＡＤＬ値の測定時期は改定後の基準に従うのか。  

 

Vol.10 問２ サービス利用者に入院等の事由により、一定期間サービス利用がなかった場合につい

て、加算の要件である情報提出の取扱い如何。 
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（答） 

当該利用者の死亡した月における情報を、サービス利用終了時の情報として提出する必要はあるが、死

亡により、把握できない項目があった場合は、把握できた項目のみの提出でも差し支えない。 

 

 

【地域密着型介護老人福祉施設】  

○ サテライト型居住施設における栄養士又は管理栄養士の配置  

Vol.3 問 110 サテライト型居住施設に配置する栄養士又は管理栄養士について、本体施設の栄養士又

は管理栄養士によるサービス提供が、サテライト型居住施設の入居者に対して適切に行われている

と認められる場合でも、本体施設以外の他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連携を図

り、適切な栄養管理が行われていなければ、置かなければならないのか。 

（答）  

・ 指定地域密着型介護老人福祉施設（サテライト型居住施設を含む。）においては、他の社会福祉

施設等の栄養士又は管理栄養士との連携を図ることにより、当該指定地域密着型介護老人福祉施

設入居者に対する適切な栄養管理が行われている場合、栄養士又は管理栄養士を置かないことが

できる。  

 

・ また、サテライト型居住施設においては、本体施設の栄養士又は管理栄養士によるサービス提供

が、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の入居者に対して適切に行われると認められるときは、

本体施設以外の他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連携は不要であり、置かないこ

とが可能である。 

 

○ ＡＤＬ維持等加算(Ⅰ)・(Ⅱ)について  

Vol.3 問 34 ＬＩＦＥを用いたBarthel Index の提出は、合計値でよいのか。 

（答）  

令和３年度にＡＤＬ維持等加算を算定する場合に、ＬＩＦＥを用いて提出するBarthel  

Index は合計値でよいが、令和４年度以降にＡＤＬ維持等加算を算定することを目的として、

Barthel Index を提出する場合は、項目ごとの値を提出する必要がある。  

  

Vol.3 問 35 事業所又は施設において、評価対象利用期間が６月を超えるとは、どのような意味か。 

（答）  

サービスの利用に当たり、６月以上のサービス提供に係る計画を策定し、支援を行っていた場合

において、計画期間の途中で当該サービスを利用していない月があったとしても、当該月を除いて

６月以上利用していれば評価対象者に含まれる。  

  

Vol.3 問 36 これまでＡＤＬ維持等加算を算定していなかった事業所又は施設が、令和３年度又は

令和４年度に新たに算定をしようとする場合の届出は、どのように行うのか。 

（答）  

・ 令和３年度に加算の算定を開始しようとする場合は、算定を開始しようとする月の前月までに、

Vol.10 問３ サービス利用中に利用者の死亡により、当該サービスの利用が終了した場合について、加算

の要件である情報提出の取扱い如何。 
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介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「ＡＤＬ維持等加算［申出］の有無」について、「２ あ

り」と届出を行う必要がある。加えて、加算の算定を開始しようとする月の末日までに、ＬＩＦ

Ｅ上でＡＤＬ利得に係る基準を満たすことを確認し、加算の請求届出を行うこと。  

  

・ 令和４年度以降に加算の算定を開始しようとする場合は、算定を開始しようとする月の前年同月

に、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「ＡＤＬ維持等加算［申出］の有無」について、

「２ あり」と届出を行う必要がある。加えて、加算の算定を開始しようとする月の末日までに、

ＬＩＦＥ上でＡＤＬ利得に係る基準を満たすことを確認し、加算の請求届出を行うこと。  

  

・ なお、「ＡＤＬ維持等加算［申出］の有無」について、「２ あり」と届け出たが、ＬＩＦＥでの

確認の結果、ＡＤＬ利得に係る基準を満たさなかった場合に、今後、ＡＤＬ維持等加算を算定す

る意思がなければ、「ＡＤＬ維持等加算［申出］の有無」について、届出を「１ なし」に変更す

ること。  

   

Vol.3 問 37 これまでは、初めてＡＤＬ維持等加算を算定しようとする事業所は、前年度に「ＡＤ

Ｌ維持等加算［申出］の有無」の届出を指定権者に届け出る必要があったが、これに変更はある

のか。 

（答）  

令和３年度については、算定を開始しようとする月の前月までに申出を行うこと。令和４年度以

降に算定を開始しようとする場合は、当該算定を開始しようとする月の前年同月に届出を行うこと。  

  

Vol.3 問 38 これまでＡＤＬ維持等加算の算定事業所は、国保連合会からの審査結果を踏まえて決

定されていたが、このフローはどうなるのか。 

（答）  

各事業者がＬＩＦＥを用いてＡＤＬ利得が基準を満たすかどうかを確認するため、従来のような

国保連合会からの審査結果は送付されない。  

  

Vol.3 問 39 これまでは評価対象利用開始月と、当該月から起算して６月目の値で評価していたが、

今回の改正で評価対象利用開始月の翌月から起算して６月目となったのは、後の月が１月ずれた

ということか。 

（答）  

貴見のとおり。  

  

Vol.3 問 40 令和２年度のＡＤＬ値を遡って入力する際に、過去分のＡＤＬ値については評価者が

リハビリ担当者や介護職であり、一定の研修を受けていないが問題ないか。 

（答）  

令和２年度分のＡＤＬ値については、適切に評価されていると事業所又は施設が考える値であれ

ば問題ない。令和３年度以降のＡＤＬ値は、一定の研修を受けた者が測定するものとする。  

  

Vol.3 問 41 同一施設内で予防サービスも行っている。要支援から要介護になった方の評価期間は

どうなるのか。 

（答）  

要支援から要介護になった方については、要介護になった初月が評価対象利用開始月となる。  
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Vol.3 問 42 指定権者で「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（居宅サービス・施設サービス・

居宅介護支援）」をどのように記載すればよいか。 

（答）  

ＡＤＬ維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定しようとする事業所又は施設は、介護給付費算定に係る体

制等状況一覧表の「ＡＤＬ維持等加算〔申出〕の有無」を「２ あり」、「ＡＤＬ維持等加算Ⅲ」を「１ 

なし」とする。  

  

○ ＡＤＬ維持等加算(Ⅲ)について  

Vol.3 問 43 令和４年度もＡＤＬ維持等加算(Ⅲ)の算定を予定している事業所は、介護給付費算定

に係る体制等状況一覧表の「ＡＤＬ維持等加算〔申出〕の有無」が「２ あり」、「ＡＤＬ維持等

加算Ⅲ」が「２ あり」という記載することで良いか。  

（答）  

貴見のとおり。 

 

○ 口腔衛生管理体制加算について  

Vol.3 問 83 口腔衛生管理体制加算について、月の途中で退所、入院又は外泊した場合や月の途中

から入所した場合にはどのように取り扱えばよいのか。  

（答）  

入院・外泊中の期間は除き、当該月において１日でも当該施設に在所した入所者について算定で

きる。  

※ 平成 30年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（平成30年３月 23日）問 74の修正。  

  

Vol.3 問 84 口腔衛生管理体制加算の算定に当たって作成することとなっている「口腔衛生管理体

制計画」については、施設ごとに計画を作成すればよいのか。 

（答）  

 施設ごとに計画を作成することとなる。  

 ※ 平成 30年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（平成30年３月 23日）問 80の修正。 

 

〇 褥瘡マネジメント加算、褥瘡指導対策管理の算定  

Vol.3 問 99 褥瘡マネジメント加算、褥瘡対策指導管理は、褥瘡が発生するリスクがあるとされた

入所者ごとに、医師、看護師、管理栄養士、介護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同

して、褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成していることが要件となっているが、医師の事由等

により参加できない場合は、当該医師の指示を受けた創傷管理関連の研修を修了した看護師や皮

膚・排泄ケア認定看護師が参加することにして差し支えないか。 

（答） 

差し支えない。  

  

○ 自立支援促進加算について  

Vol.3 問 100 加算の算定を開始しようとする場合、すでに施設に入所している入所者について、提

出が必要な情報は、当該時点の情報に加え、施設入所時の情報も必須なのか。 

（答）  

既に施設に入所している入所者については、入所時の介護記録等にて評価が可能であれば、施設
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入所時の情報を提出していただきたいが、やむを得ず仮に提出ができない場合であっても、加算の

算定ができなくなるものではない。 

 

○ 排せつ支援加算(Ⅰ)について  

Vol.3 問 101 排せつ状態が自立している入所者又は排せつ状態の改善が期待できない入所者につ

いても算定が可能なのか。 

（答）  

排せつ支援加算(Ⅰ)は、事業所単位の加算であり、入所者全員について排せつ状態の評価を行い、

ＬＩＦＥを用いて情報の提出を行う等の算定要件を満たしていれば、入所者全員が算定可能である。  

  

○ 排せつ支援加算(Ⅱ)・(Ⅲ)について  

Vol.3 問 102 排せつ支援加算(Ⅱ)又は(Ⅲ)の算定要件について、リハビリパンツや尿失禁パッド等

の使用は、おむつの使用に含まれるのか。 

（答）  

使用目的によっても異なるが、リハビリパンツの中や尿失禁パッドを用いた排せつを前提として

いる場合は、おむつに該当する。  

  

Vol.3 問 103 排せつ支援加算(Ⅱ)又は(Ⅲ)の算定要件について、終日おむつを使用していた入所者

が、夜間のみのおむつ使用となった場合は、排せつ状態の改善と評価して差し支えないか。 

（答）  

おむつの使用がなくなった場合に、排せつ状態の改善と評価するものであり、おむつの使用が終

日から夜間のみになったとしても、算定要件を満たすものではない。  

  

○ 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)について  

Vol.3 問 104 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)について、施設入所後に褥瘡が発生し、治癒後に再発がな

ければ、加算の算定は可能か。 

（答）  

褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)は、施設入所時に褥瘡の発生するリスクがあった入所者について、褥

瘡の発生がない場合に算定可能である。施設入所時に褥瘡の発生するリスクがあった入所者につい

て、入所後に褥瘡が発生した場合はその期間褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)を算定できず、褥瘡の治癒

後に再発がない場合は褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)を算定できる。 

 

○ 認知症専門ケア加算  

Vol.4 問 29 認知症専門ケア加算の算定要件について、「認知症介護に係る専門的な研修」や「認知

症介護の指導に係る専門的な研修」のうち、認知症看護に係る適切な研修とは、どのようなものが

あるか。 

（答）  

・ 現時点では、以下のいずれかの研修である。  

①日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修  

②日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」及び「精神看護」の専門看護師教

育課程  

③日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」  

・ ただし、③については認定証が発行されている者に限る。 

-91-



 

Vol.4 問 38 認知症専門ケア加算（Ⅱ）を算定するためには、当該加算（Ⅰ）の算定要件の一つで

ある認知症介護実践リーダー研修修了者に加えて、認知症介護指導者養成研修修了者又は認知症

看護に係る適切な研修修了者を別に配置する必要があるのか。 

（答） 

必要ない。例えば加算の対象者が20名未満の場合、  

・ 認知症介護実践リーダー研修と認知症介護指導者養成研修の両方を修了した者  

・ 認知症看護に係る適切な研修を修了した者  

のいずれかが１名配置されていれば、認知症専門ケア加算（Ⅱ）を算定することができる。  

（研修修了者の人員配置例）  

   

 加算対象者数  

～19  20～29  30～39  ‥  

必要な研修修

了者の配置数 

「認知症介護に係る専門的な研修」  

1  2  3  ‥  

  

認知症介護実践リーダー研修  

認知症看護に係る適切な研修  

「認知症介護の指導に係る専門的な研修」 

1  1  1  ‥  

  

認知症介護指導者養成研修  

認知症看護に係る適切な研修  

（注）認知症介護実践リーダー研修と認知症介護指導者養成研修の両方を修了した者、又は認知症

看護に係る適切な研修を修了した者を１名配置する場合、「認知症介護に係る専門的な研修」及び

「認知症介護の指導に係る専門的な研修」の修了者をそれぞれ１名配置したことになる。  

  

※ 平成 21年４月改定関係Ｑ＆Ａ（vol.２）（平成21年４月 17日）問 40は削除する。 

 

【サービス提供体制強化加算】  

Vol.3 問 126 「10 年以上介護福祉士が 30％」という最上位区分の要件について、勤続年数はどの

ように計算するのか。 

（答）  

・ サービス提供体制強化加算における、勤続10年以上の介護福祉士の割合に係る要件については、  

－ 介護福祉士の資格を有する者であって、同一法人等での勤続年数が10年以上の者の割合を要

件としたものであり、  

－ 介護福祉士の資格を取得してから10年以上経過していることを求めるものではないこと。  

  

・ 「同一法人等での勤続年数」の考え方について、  

－ 同一法人等（※）における異なるサービスの事業所での勤続年数や異なる雇用形態、職種（直

接処遇を行う職種に限る。）における勤続年数  

－ 事業所の合併又は別法人による事業の承継の場合であって、当該施設・事業所の職員に変更

がないなど、事業所が実質的に継続して運営していると認められる場合の勤続年数  
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は通算することができる。  

（※）同一法人のほか、法人の代表者等が同一で、採用や人事異動、研修が一体として行われる等、

職員の労務管理を複数法人で一体的に行っている場合も含まれる。  

  

・ なお、介護職員等特定処遇改善加算において、当該事業所における経験・技能のある介護職員の

「勤続年数10年の考え方」とは異なることに留意すること。  

 ※ 平成 21年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Vol.１）（平成21年３月 23日）問５は削除する。 

 

【介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算】  

問 16 特定加算の介護職員間の平均の賃金改善額の配分ルールが見直されたとのことであるが、具

体的な取扱いはどのようになるのか。 

（答）  

・ 特定加算について、事業所内でのより柔軟な配分を可能とする観点から、平均賃金改善額につい

て、「経験・技能のある介護職員」は、「その他の介護職員」と比較し、「２倍以上」から「より高

くする」ことに見直すものである。  

  これに伴い、配分ルールの見直しを行う場合は、労使でよく話し合いの上、設定されたい。  

  

・ なお、「月額８万円の改善又は改善後の賃金が年額440万円以上」の者は、引き続き設定する必

要があることに留意されたい。  

  

問 17 事業所内での配分方法を決めるにあたり、「他の介護職員」を設定せず、「経験・技能のある

介護職員」と「その他の職種」のみの設定となることは想定されるのか。 

（答）  

・ 事業所毎に、「経験・技能のある介護職員」のグループを設定することが必要であるが、介護職

員の定着が進み、勤続年数が長くなったこと等により、当該事業所で働く介護職員全てが、「経験・

技能のある介護職員」であると認められる場合には、「経験・技能のある介護職員」と「その他の

職種」のみの設定となることも想定される。  

  

・ この場合における配分ルールについては、当該事業所における「経験・技能のある介護職員」の

平均賃金改善額が、「その他の職種」の平均賃金改善額の２倍より高いことが必要である。  

  

※ 2019年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２）（令和元年７月23日）問 14は削除する。  

   

問 18 事業所における配分方法における「ただし、その他の職種の平均賃金額が他の介護職員の賃

金改善額を上回らない場合等はこの限りでないこと。」とは、どのような意味か。 

（答）  

・ 特定加算については、介護職員の処遇改善という趣旨を損なわない程度で、介護職以外の職員も

一定程度処遇改善を可能とする柔軟な運用を認めることとしており、この具体的な配分方法とし

て、他の介護職員の平均賃金改善額については、その他の職種の平均賃金改善額の２倍以上とな

ることを求めている。  

  

・ ただし、その他の職種の平均賃金額が他の介護職員の平均賃金額を上回らない場合においては、

柔軟な取扱いを認め、両グループの平均賃金改善額が等しくなる（１：１）までの改善を可能と
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するものである。  

なお、その他の職種全体では他の介護職員の平均賃金額を上回る場合であっても、その他の職

種のうち、他の介護職員の平均賃金額を上回らない職種については、当該職種に限り、他の介護

職員と平均賃金改善額が等しくなるまでの改善を行うことも可能である。  

  

※ 2019年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（vol.２）（令和元年７月23日）問 11は削除する。 

 

問 19 介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に運営している場合であっ

ても、月額８万円の改善又は年収 440 万円となる者を２人設定する必要があるのか。 また、そ

の場合の配分ルール（グループ間の平均賃金改善額 １：１：0.5）はどのような取扱いとなるの

か。 

（答）  

・ 事業所において、介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に行っており、

同一の就業規則等が適用される等労務管理が同一と考えられる場合は、法人単位の取扱いを適用

するのではなく、同一事業所とみなし、  

－ 月額８万円の改善又は年収 440 万円となる者を１人以上設定すること  

－ 配分ルールを適用すること  

により、特定加算の算定が可能である。  

  

・ なお、介護給付のサービスと予防給付のサービス（通所リハビリテーションと予防通所リハビリ

テーションなど）についても同様である。  

  

・ また、特別養護老人ホーム等と併設されている又は空所利用型である短期入所生活介護、介護老

人保健施設等と短期入所療養介護についても、同様に判断することが可能であるとともに、これ

らについては、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設等が特定加算を算定している場合におい

て、短期入所生活介護等においても、同じ加算区分を算定することが可能である。（短期入所生活

介護等において特定加算（Ⅰ）を算定する場合は、体制等状況一覧表における「併設本体施設に

おける介護職員等特定処遇改善加算Ⅰの届出状況」（あり／なし）の欄について、「あり」と届け

出ること。）  

  

※ 2019年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（vol.２）（令和元年７月23日）問 12は削除する。  

  

問 20 職場環境等要件について、届出に係る計画の期間中に実施する処遇改善の内容を全ての職員

に周知していることとあるが、毎年度新たな取組を行わなければならないのか。 

（答）  

・ 介護職員等特定処遇改善加算における職場環境等要件については、「入職促進に向けた取組」、「資

質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心身

の健康管理」、「生産性向上のための業務改善の推進」及び「やりがい・働きがいの醸成」につい

て、それぞれ１つ以上（令和３年度は、６つの区分から３つの区分を選択し、選択した区分でそ

れぞれ１つ以上）の取組を行うことが必要である。  

  

・ 職場環境等要件については、令和３年度改定において、計画期間における取組の実施が求められ

ることとされたが、これは毎年度新たな取組を行うことまで求めるものではなく、前年度と同様
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の取組を当該年度に行うことで、当該要件を満たすことも可能であること。  

  

※ 2019年度年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（vol.１）（平成 31年４月 13日）問２は削除する。  

  

 

問 21 見える化要件について、令和３年度は算定要件とされないとあるが、令和３年度においては

特定加算に基づく取組を公表する必要はないのか。 

（答）  

当該要件については、処遇改善加算及び特定加算の取得状況や、賃金以外の処遇改善に関する具

体的な取組内容に関する公表を想定しているため、令和３年度においては要件としては求めず、令

和４年度からの要件とする予定。  

  

    

問 22 2019年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（vol.4）（令和２年３月30日）問４において、「これ

により難い合理的な理由がある場合」の例示及び推計方法例が示されているが、勤続年数が長い

職員が退職し、勤続年数の短い職員を採用した場合等は、これに該当するのか。またどのように

推計するのか。 

（答）  

・ 賃金改善の見込額と前年度の介護職員の賃金の総額との比較については、改善加算及び特定加算

による収入額を上回る賃金改善が行われていることを確認するために行うものであり、勤続年数

が長い職員が退職し、職員を新規採用したことにより、前年度の介護職員の賃金の総額が基準額

として適切でない場合は、「これにより難い合理的な理由がある場合」に該当するものである。  

  

・ このような場合の推計方法について、例えば、前年度の介護職員の賃金の総額は、  

－ 退職者については、その者と同職であって勤務年数等が同等の職員が、前年度在籍していな

かったものと仮定した場合における賃金総額を推定する  

－ 新規採用職員については、その者と同職であって勤務年数等が同等の職員が、前年度在籍し

たものと仮定した場合における賃金総額を推定する  等が想定される。  

  

・ 具体的には、  

－ 勤続 10年の者が前年度10人働いていたが、前年度末に５人退職し  

－ 勤続１年目の者を今年度当初に５人採用した場合には、仮に、勤続年数が同一の者が全て同

職であった場合、前年度、  

－ 勤続 10年の者は５人在籍しており、  

－ 勤続１年の者は15人在籍していたものとして、賃金総額を推計することが想定される。  

  

＜推計の例＞勤続年数が同一の者が全て同職の場合  

  勤続 10年  勤続５年  勤続１年  

前年 実際の人数  10人  10人  10人  
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度  推計に当た

っての人数  

５人  

→10人のうち、５人は

在籍しなかったものと

仮定  

10人  

→ 実際と同様  

15人  

→10人に加え、５人

在籍したものと仮定 

今年度  ５人  10人  15人  

  

問 23 処遇改善計画書において「その他の職種（C）には、賃金改善前の賃金が既に年額440万円を

上回る職員の賃金を含まないこと。」との記載があるが、年額 440 万円を上回る職員は「前年度

の一月当たりの常勤換算職員数」についてどのように取り扱うのか。 

（答）  

・ 2019 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（vol.１）（平成 31 年４月 13 日）問 13 のとおり、平均

賃金額の計算における母集団には、賃金改善を行う職員に加え、賃金改善を行わない職員も含め

ることとしており、年額440万円を上回る職員も、「前年度の一月当たりの常勤換算職員数」に含

めることとなる。  

  

問 24 処遇改善計画書の作成時においては、特定加算の平均の賃金改善額の配分ルールを満たして

おり、事業所としても適切な配分を予定していたものの、職員の急な退職等によりやむを得ず、

各グループに対して計画書通りの賃金改善を行うことができなくなった結果、配分ルールを満た

すことができなかった場合、どのような取扱いとすべきか。 

（答）  

・ 職員の退職等のやむを得ない事情により、配分ルールを満たすことが困難になった場合は、実績

報告にあたり、合理的な理由を求めることとすること。（令和２年度実績報告書においては、申出

方法は問わないが、令和３年度においては、「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善

加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」（令和３年３月16日

老発 0316第４号）でお示しした実績報告書（様式３－１）の「⑥その他」に記載されたい。）  

 ・ なお、その場合でも、特定加算による収入額を上回る賃金改善が必要である。  

  

問 25 介護福祉士の配置等要件について、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を

満たせないことにより、入居生活継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常

態化し、３か月以上継続した場合には、変更の届出を行うこととされているが、喀痰吸引を必要

とする利用者の割合以外にどの要件が認められるのか。 

（答）  

・ 入居継続支援加算及び日常生活継続支援加算における喀痰吸引を必要とする利用者の割合に関す

る要件に加え、日常生活継続支援加算の新規入所者の要介護度や認知症日常生活自立度に係る要

件が含まれるものである。 

 

Vol.3 問 127 職場環境等要件に基づく取組として「介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の

修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及び研修等による腰痛対策の実施」が設け

られたが、新たに取組みを行うにあたり参考にできるものはあるか。 

（答）  

 介護職員の腰痛予防対策の観点から、「職場における腰痛予防対策指針」（平成25年６月 18日付基

発 0618第３号「職場における腰痛予防対策の推進について」参考２別添）を公表しており参考にさ
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れたい。  

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000034et4-att/2r98520000034pjn_1.pdf  

 

○ ＡＤＬ維持等加算(Ⅰ)・(Ⅱ)について 

 

 

 

 

（答） 

・ 令和３年４月よりＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）の算定を検討しているものの、やむを得な

い事情により、５月10日までにＬＩＦＥへのデータ提出及び算定基準を満たすことの確認が間に合

わない場合、以下の①又は②により、４月サービス提供分の本加算を算定することができる。 

なお、データ提出が遅れる場合、 

①  各事業所において、ＬＩＦＥ以外の手法で加算の算定基準を満たすか確認し、その結果に

基づいて本加算を算定すること。この場合であっても、速やかに、ＬＩＦＥへのデータ提出を

行い、ＬＩＦＥを用いて加算の算定基準を満たしているか確認を行うこと。 

②  ５月10日以降に、ＬＩＦＥへのデータ提出及びＬＩＦＥを用いて算定基準を満たすことを確認

し、 

（１）月遅れ請求とし請求明細書を提出すること 

又は 

（２） 保険者に対して過誤調整の申し立てを行い（４月サービス提供分の他の加算や基本報酬に

かかる請求は通常通り実施）、本取扱いによる加算分を含めて請求明細書を提出すること等の取

り扱いを行うこと。 

・ なお、このような請求の取扱いについて、利用者から事前の同意を得る必要がある。 

・ また、令和３年５月分及び６月分についても、やむを得ない事情がある場合は、同様の対応が

可能である。 

 

○ 自立支援促進加算について 

 

 

 

（答） 

・ これまで、 

－ 寝たきりや不活発等に伴う廃用性機能障害は、適切なケアを行うことにより、回復や重度化防止が期

待できること 

－ 中重度の要介護者においても、離床時間や座位保持時間が長い程、ＡＤＬが改善すること 

等が示されており（※）さらに、日中の過ごし方を充実したものとすることで、本人の生きがいを支援

し、生活の質を高めていくこと、さらには、機能障害があってもＡＤＬおよびＩＡＤＬを高め、社会参

加につなげていくことが重要である。 

・ 介護保険は、尊厳を保持し、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、必

要なサービス提供することを目的とするものであり、本加算は、これらの取組を強化し行っている施設

を評価することとし、多職種で連携し、「尊厳の保持」、「本人を尊重する個別ケア」、「寝たきり防

止」、「自立生活の支援」等の観点から作成した支援計画に基づき、適切なケアを行うことを評価する

Vol.9 問１ 令和３年４月よりＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）の算定を予定していたが、５月1１０日

までにＬＩＦＥに令和２年度のデータを提出できず、ＬＩＦＥを用いて加算の算定基準を満たすかどうか

を確認できないが、どのように算定することが可能か。 

 

Vol.10 問４ 本加算の目的にある「入所者の尊厳の保持及び自立支援に係るケアの質の向上を図るこ

と」とはどのような趣旨か。 
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こととしたものである。 

※ 第185回社会保障審議会介護給付費分科会資料123ページ等を参照 

 

 

 

 

（答） 

・ 具体的には、要介護状態となる以前の生活にどれだけ近づけるかという観点から、個々の入所者や家

族の希望を聴取し、支援計画を作成し、計画に基づく取組を行うなど本人を尊重する個別ケア等により、

入所者や家族の願いや希望に沿った、人生の最期までの尊厳の保持に資する取組を求めるものである。 

・ なお、個々の入所者の希望の確認にあたっては、改善の可能性等を詳細に説明する必要があり、例え

ば、入所者がおむつを使用している状態に慣れて、改善の可能性があるにも関わらず、おむつの使用継

続を希望しているような場合は、本加算で求める入所者や家族の希望とはいえないことに留意が必要で

ある。 

 

  ４ 

 

 

 

 

 

（答） 

・ 具体的には、廃用性機能障害は、基本的に回復が期待できるものであることを踏まえ、いわゆる「寝

たきり」となることを防止する取組を実施するにあたり、計画的に行う離床等の支援を一定時間実施す

ることを求めるものである。 

・ したがって、治療のための安静保持が必要であることやターミナルケア等を行っていることなど医学

的な理由等により、やむを得ずベッド離床や座位保持を行うべきではない場合を除き、原則として、全

ての入所者がベッド離床や座位保持を行っていることが必要である。 

・ なお、 

－ 具体的な離床時間については、高齢者における離床時間と日常生活動作は有意に関連し、離床時間が

少ない人ほど日常生活動作の自立度が低い傾向にある（※）とのデータ等もあることを参考に、一定の

時間を確保すること 

－ 本人の生きがいを支援し、生活の質を高めていく観点から、離床中行う内容を具体的に検討して取り

組むことも重要である。 

※ 第185回社会保障審議会介護給付費分科会資料123ページを参照 

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000672514.pdf 

 

 

 

 

（答） 

・ 具体的には、入所者が要介護状態となる以前の生活にどれだけ近づけるかという観点から、 

－ 個人の習慣や希望を踏まえた食事の時間の設定 

Vol.10 問５ 「個々の入所者や家族の希望に沿った、尊厳の保持に資する取組」とは、どのような取組

か。また、希望の確認にあたっては、どのようなことが求められるか。 

 

Vol.10 問６ 支援計画の実施（「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期入所

サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分）及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定

に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」（平成12年３月８日老企第40号）第２の５

（37）)⑥ａ～ｆ等に基づくものをいう。以下同じ。）にあたっては、原則として「寝たきりによる廃用性機

能障害を防ぐために、離床、座位保持又は立ち上がりを計画的に支援する」こととされるが、具体的に

はどのような取組が求められるのか。また、離床時間の目安はあるか。 

 

Vol.10 問７ 支援計画の実施にあたっては、原則として「食事の時間や嗜好等への対応について、画

一的ではなく、個人の習慣や希望を尊重する」こととされるが、具体的にはどのような取組が求められ

るのか。 
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－ 慣れ親しんだ食器等の使用 

－ 管理栄養士や調理員等の関係職種との連携による、個人の嗜好や見栄え等に配慮した食事の提供 

など、入所者毎の習慣や希望に沿った個別対応を行うことを想定している。 

・ また、 

－ 経管栄養といった医学的な理由等により、ベッド離床を行うべきではない場合を除き、ベッド上で食

事をとる入所者がいないようすること 

－ 入所者の体調や食欲等の本人の意向等に応じて、配膳・下膳の時間に配慮することといった取組を想

定している。 

・ なお、衛生面に十分配慮のうえ、本人の状況を踏まえつつ、調理から喫食まで120分以内の範囲にで

きるように配膳することが望ましいが、結果的に喫食出来なかった場合に、レトルト食品の常備食を提

供すること等も考えられること。 

 

 

 

 

（答） 

・ 排せつは、プライバシーへの配慮等の観点から本来はトイレで行うものであり、要介護状態であって

も、適切な介助により、トイレで排せつを行える場合も多いことから、多床室におけるポータブルトイ

レの使用は避けることが望ましい。 

・ このため、本加算は、日中の通常のケア（※）において、多床室でポータブルトイレを使用している

利用者がいないことを想定している。 

※ 通常のケアではないものとして、特定の入所者について、在宅復帰の際にポータブルトイレを使用す

るため、可能な限り多床室以外での訓練を実施した上で、本人や家族等も同意の上で、やむを得ず、プ

ライバシー等にも十分に配慮して一時的にポータブルトイレを使用した訓練を実施する場合が想定され

る。 

・ なお、「入所者ごとの排せつリズムを考慮」とは、 

－ トイレで排せつするためには、生理的な排便のタイミングや推定される膀胱内の残尿量の想定に基づ

き、入所者ごとの排せつリズムを考慮したケアを提供することが必要であり、全ての入所者について、

個々の利用者の排せつケアに関連する情報等を把握し、支援計画を作成し定期的に見直すことや、 

－ 入所者に対して、例えば、おむつ交換にあたって、排せつリズムや、本人のＱＯＬ、本人が希望する

時間等に沿って実施するものであり、こうした入所者の希望等を踏まえず、夜間、定時に一斉に回して

すべての入所者のおむつ交換を一律に実施するような対応が行われていないことを想定している。 

 

 

 

 

 

（答） 

・ 尊厳の保持の観点から、すべての入所者が、特別浴槽でなく、個人浴槽等の一般浴槽で入浴している

ことが原則である。やむを得ず、特別浴槽（個人浴槽を除く。）を利用している入所者がいる場合につ

いても、一般浴槽を利用する入所者と同様であるが、 

－ 入浴時間を本人の希望を踏まえた時間に設定することや 

－ 本人の希望に応じて、流れ作業のような集団ケアとしないため、例えば、マンツーマン入浴ケアのよ

Vol.10 問８ 支援計画の実施にあたっては、原則として「排せつは、入所者ごとの排せつリズムを考慮

しつつ、プライバシーに配慮したトイレを使用すること」とされているが、具体的にはどのような取組が

求められるのか。 

 

Vol.10 問９ 支援計画の実施にあたっては、原則として「入浴は、特別浴槽ではなく、一般浴槽での入

浴とし、回数やケアの方法についても、個人の習慣や希望を尊重すること」 

とされるが、具体的にはどのような取組が求められるのか。 
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うに、同一の職員が居室から浴室までの利用者の移動や、脱衣、洗身、着衣等の一連の行為に携わるこ

と 

－ 脱衣所や浴室において、プライバシーの配慮に十分留意すること 

等の個人の尊厳の保持をより重視したケアを行うことが必要である。 

・ また、自立支援の観点から、入所者の残存能力及び回復可能性のある能力に着目したケアを行うこと

が重要である。 

・ なお、重度の要介護者に対して職員１人で個浴介助を行う場合には技術の習得が必要であり、事業所

において組織的に研修等を行う取組が重要である。なお、両側四肢麻痺等の重度の利用者に対する浴室

での入浴ケアは２人以上の複数の職員で行うことを想定している。 

 

 

 

 

 

（答） 

・ 個々の入所者や家族の希望等を叶えるといった視点が重要であり、例えば、 

－ 起床後着替えを行い、利用者や職員、家族や来訪者とコミュニケーションをとること 

－ 趣味活動に興じることや、本人の希望に応じた外出をすること 

等、本人の希望等を踏まえた、過ごし方に対する支援を行うことを求めるものである。 

 

例えば、認知症の利用者においても、進行に応じて、その時点で出来る能力により社会参加することが

本人の暮らしの支援につながると考えられる。 

・ なお、利用者の居室について、本人の愛着ある物（仏壇や家具、家族の写真等）を持ち込むことによ

り、本人の安心できる環境づくりを行うとの視点も重要であり、特に、認知症の利用者には有効な取組

であると考えられる。 

 

Vol.10 問10 支援計画の実施にあたっては、原則として「生活全般において、入所者本人や家族と相談

し、可能な限り自宅での生活と同様の暮らしを続けられるようにする」とされるが、具体的にはどのよう

な取組を行うことが求められるのか。 
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